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ま｜ し ・が き 

労災補償業務の 運営については、 被災労働者 ス はその遺族の 保護 

を図るため、 迅速・適正な 事務処理を基本としているところです。 

ところで、 労災補償制度については、 半世紀にわたる 業務運営に 

よって 、 社会的にも十分に 認められるに 至っておりますが、 最近の 

労災補償行政を 取り巻く情勢としては、 リストラ等厳しい 労働環境 

の下、 「過労死」をはじめ、 精神障害や自殺に 係る労災請求事案が 

増加しており、 また、 その動向がマスコミに 大きく取り上げられる 

など労災補償に 対する社会的関心は 大変大きいものとなっています。 

このような状況下にあ って、 より一層の迅速・ 適正な事務処理を 

推進していくことが 重要であ り、 そのためには、 第一線で活躍され 

る 職員の方々の 適切な事務処理が 必要です。 

本書は、 労災補償業務において 当面必要とされる 事項を中心に 、 

職員の多くの 方々が手元において 参照、 していただけるよ う 簡易な 参 

考 資料として作成したものであ り、 少しでも皆さんのお 役に立てて 

いただけれ ば 幸いです。 

なお、 本書の取扱いには 十分に留意して 下さい。 

平成 W4 年 3 月 

厚生労働省労働基準局労災補償部補償 課 
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  各種保険給付事務処理 

          



Ⅰ 療養 ( 補償 ) 給付 

Ⅲ 療養の給付 

( 初 回 分 ) 
療養 ( 補償 ) 給付請求書の 提出 

契約指定医療機関 R I C   RI C 非契約指定医療機関等   

( 療養 ( 補償 ) 給付請求書、 診療費請求書・レセプト J  ( 療養 ( 楠償 ) 給付請求書、 診療費請求書等・レセプト ) 

労 働 局 

  受付 受付日付印の 押印 

@@@@@@@. ユ RIC( 労災保険情報センタ 一 ) 地方事務所     
受付・確認・ 事前点検 --.-,  医学的疑問等のあ るものに ; 

        何 % が 付けられる   
( 療養の給付請求書、 レセプト 写 ) ( 診療 費 請求書等・レセプト ) 

労働基準監督署 労 働 局 

受付 受付日付印の 押印   
Ⅹ 10 ベージ ヘ 

OCR 入力 入力に必要な 項目をチェックする 

形式審査 ィ 請求書様式の 確認 

口 記載事項、 添付資料等の 確認 

留 
㈲ 記載事項に漏れがなびこと。 

㈲ 請求人 印 が明瞭に押されていること ( 自筆による署名の 場合、 

意 押印は不要 ) 。 
事 い 証明櫃に事業主 印等 が明瞭に押されていること ( 自筆による 署 

項 同特別加入者の 名の場合、 押印は不要 場合、 ) 。 負傷又は発病の 年月日等を証明できる 書類 

その他の資料が 添付されていること。 

ハ 保険関係の確認 

不備 ィ 請求人 印 、 証明印等の漏れ X は請求内容の 著しい誤り等補正し 難 

国 いものは、 決裁後、 不備返戻を行うこと。 

留 
ロ 事業主が証明を 拒む等やむを 得ない事情があ る場合や電話照会等 

によって補正できるものは、 返戻することなく 処理すること く電話 

意 照会等により 補正した場合、 その処理経過を 請求書の余白等に 記載 

事 しておくこと 0)0 

項 不備返戻手続を 不備返戻を要するもの 行う場合であ 又は OCR っても 入力後にキャンセルの OCR 入力すること。 原因となっ 

た 項目の補正を 必要とするものは、 保険給付請求書処理 簿へ 記載す 

ることり 
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内容審査 

実地誌 査 

決裁 

OCR 入力 

通知 

留 ィ 労働者性の確 ヨ 、 (89 ベージ参照 ) 

婁ロ 特別加入の場合は 承認の有無の 確認 
項 ハ 業務上界、 通勤災害の判断 

請求書の審査において 疑義が生じた 場合に行 う こと。 [ ウ Ⅹ 28 ぺ ー ジ ヘ 

留 支給決定決議 請求書工 佃の 「支給・不支給決定決議 書 」により行うこと。   
判断根拠となる 実地調査復命 書 等の関係資料を 必ず添付して 決裁を 

項 受けること。 

留   
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( 継 続 分 ) 

  R I C 契約指定医療機関 R I C 非契約指定医療機関等   
    

( 診療費請求書・レセプト ) ( 診療 費 請求書等・レセプト ) 

労 働 局 

受付 受付日付印の 押印 

  
RIC( 労災保険情報センタ 一 ) 地方事務所     

受付・確認・ 事前 点援                     医学的疑問等のあ るものに         

        付筆が 付けられる   
( 診療費請求書等・レセプト ) 

労 働 局 

  
%  10 ベージ ヘ 
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R @ C の事前点検において、 付笘が 付けられたレセプト 及び点検結果連絡 表 に記載されたもの 

0 審査 

Ⅹ 7 ぺージ、 9 ぺ ー ジより 

労 働 局 

受付 受付日付印の 押印 

内容審査 

留
意
事
項
 

イ 労災診療費算定基準に 基づくものであ ること。 
口 請求金額の算定方法に 誤りがな い こと。   

ハ 期間及び回数が 決められている 診療行為の算定が 適正になされて 

いること。 

二 療養期間が不当に 長くないこと。 

ホ 傷病及び症状から 判断して、 手術、 処置、 検査等が適正になされ 
ていること 0   

へ 業務上、 通勤途上の傷病と 関係のない私傷病の 療養が含まれてい 

ないこと。 

ト 入院が傷病名、 診療内容等から 必要なものと 認められること。   
チ 個室又は 2 人部屋への収容が 必要な限度に 止められていること。 

り 入院科の外に 入院中の諸雑費が 請求されていないこと。 

(
 

ヌ 「薬価基準」に 収載されていない 医薬品が含まれていないこと。 

ル 第 2 回目以降の請求時に 新たな傷病名が 付加されている 場合、 業 

務上の侍 病 等との関係を 所轄署長に照会する 等により確認すること。 

ヲ 医学的に疑問のあ る事項等については、 診療費審査委員会に 委嘱 
すること。 

/@@ Ⅰ 

RIC 皓 光保 検 情報センター ) 地方事務所 署への連絡 留 症状固定等により、 療養の給 
意 付を行う必要がないと 認められ 

OCR 入力 奉 るときは、 関係資料を添えて 所 

項轄 署長に連絡すること。 

本 省 ( 労災保険業務室 ) 

支払処理 

労 働 局 

決裁 4  国立病院を除く 指定医療機関に 対する支払の 場合、 本省から送付 

される「診療費審査確認 吾 」及び「同内訳書」を、 OCR 入力処理 

留 を行った診療育請求書等及び 診療費チェックリストと 確認、 の上、 決 

意 裁を受けること 0 

事 ロ 国立病院に対する 支払の場合、 本省より配信される「診療費支出 

項 決定通知書」及び「診療費支出調音 ( 国庫内移換用 ) 」を、 OCR 

入力処理を行った 診療費請求 害 等及び診療費チェックリストと 確認 

の上、 「診療費支出決定書」により 決裁を受けること。 
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(2) 療養の費用 

( 療養の費用請求書 ) 請求書に証明 非指定医療機関等 

労働基準監督署 

受付 受付日付印の 押印 

OCR 入力 入力に必要な 項目をチェックすること。 

形式審査 ィ 請求書様式の 確認 

ロ 記載事項、 添付資料等の 確認 

㈲ 記載事項に漏れがないこと。 

留 ㈲請求人 押印は不要 印 が明瞭に押されていること ) 。 ( 自筆による署名の 場合、 
Ⅱ 証明 櫛に 事業主 印等 が明瞭に押されていること ( 自筆による 署 

意 名の場合、 押印は不要 )0 
㈲ 領収言や請求書等療養に 要した費用を 証明する資料が 添付され 

ていること。 

事 ㈲特別加入者の 場合、 負傷 スは 発症の年月日等を 証明できる書類 
その他の資料が 添付されていること。 

項 ノ 一 、 保険関係の確認 第 2 回以降の請求が 離職後であ る場合には、 事業主の証明を 必要 

としないことり 

なお、 離職後であ っても、 当該請求が初回であ る場合には、 事業 

主の証明が必要であ ること。 

不備 ィ 請求人中、 証明印等の屈 れ 又は請求内容の 著しい誤り等補正し 難 

返戻 いものは、 決裁後、 不備返戻を行うこと。 

手続 留 
ロ 事業主が証明を 拒む等やむを 得ない事情があ る場合や電話照会等 

によって補正できるものは、 返戻することなく 処理すること ( 電話 

意 照会等により 補正した場合、 その処理経過を 請求書の余白等に 記載 
草 しておくこと。 ) 。 

項 一 不備返戻手続を 不備返戻を要するもの 行う場合であ ス は OCR っても 入力後にキャンセルの OCR 入力すること。 原因となっ 

た 項目の補正を 必要とするものは、 保険給付請求書処理 簿へ 記載す 

ること。 

  

    

内容審査 4  時効により当該請求権 が消滅していないこと。 

留 ロ 労働者性の確認 (89 ぺージ参照 ) 

意 "  特別加入の場合は 承認の有無の 確認 

事 二 業務上 外 、 通勤災害の判断 

項 ホ 療養の費用請求吉の 療養の内訳及び 金額の審査に 当たっては、 労 

災 診療費算定基準に 基づき行うこと。 
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実地調査 請求書の審査において 疑義が生じた 場合に行 う こと。 二ウ米 28 ベージ ヘ 

  

決裁 支給決定 請求書の OCR 入力に よ り出力される「支給決定・ 支払 

・支払決議 決議 書 」により行うこと。 

留 
イ 全部不支給の 場合 

「支給決定・ 支払 決 講書」の「支払金額」棚に「 干 0 人 

土 「備考」楠には 全部不支給の 理由を記入の 上、 決裁を受 

忠 不文蛤 げること。 

事 
決定決議 ロ 一部不支給の 場合 

「支給決定・ 支払決議 書 」の「支払金額」欄に 支給す 

項 
べき金額、 「増減額」欄には 一部不支給となる 金額、 「 備 

考 」楠にはその 理由を記入し、 決裁を受けること。 

  OCR 入力   判断根拠となる 実地調査復命 書 等の関係資料を 必ず添付して 決裁を 
ョ乏 げること 0 

通知 決 講書の OCR 入力に よ り出力される「支給決定・ 

留 支給決定・ 
支払通知」に 必要事項を記入の 上、 請求人に通知する 

意 支払通知 
- し と 0 

なお、 プライバシー 保護の観点から、 目隠しシール 

事 を 貼付することし 

項 不支給 
決議 書の OCR 入力により出力される「不支給決定 

決定通知 
通知」に必要事項を 記入の上、 簡易吉留郵便にて 通知 

すること。 

（ 

（
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2  休業 ( 補償 ) 給付 

休業 ( 補償 ) 給付支給請求書 

労働基準監督署 

受付 受付日付印の 押印 

OCR 入力 入力に必要な 項目をチェックすること。 

形式審査 ィ 請求書様式の 確認 
口 記載事項、 添付資料等の 確認 

留 ） け 司 （ 記載事項に仮れがな 請求人 印 が明瞭に押されていること い こと。 ( 自筆による署名の 場合、 
押印は不要 ) 。 

意 Ⅱ証明 名の場合、 楠 に事業主 押印は不要 印等 が明瞭に押されていること ) 。 ( 自筆による 署 

㈲ 特別加入者の 場合、 負傷又は発病の 年月日等を証明できる 書類 

      その他の資料が 保険関係の確認 添付されていること。 
二 第 2 回目以降の請求 ( 申請 ) が、 離職後であ る場合には、 事業主 

項 の証明を必要としないこと。 なお、 離職後であ っても、 当該請求 ( 申請 ) が初回であ る場合皮 

び 当該請求 ( 申請 ) が離職前に係る 休業期間を含む 場合には、 事業 
主の証明が必要であ ること。 

不備 ィ 請求人 印 、 証明印等の漏れ 又は請求内容の 著しい誤り等補正し 難 

返戻 
いものは、 決裁後、 不備返戻を行うこと。 

留ロ 事業主が証明を 拒む等やむを 得ない事情があ る場合や電話照会等 
手続 によって補正できるものは、 返戻することなく 処理すること ( 電語 

意 照会等により 補正した場合、 その処理経過を 請求書の余白等に 記載 
事 しておくこと。 ) 。 

ハ 不備返戻手続を 行う場合であ っても OCR 入力すること。 
禎二不備返戻を 要するもの又は OCR 入力後にキャンセルの 原因となっ 

た項目の補正を 必要とするものは、 保険給付請求書処理 簿へ 記載す 
ること 接 

内容審査 
4  時効により当該請求権 が消滅していないこと。 

ロ 労働者性の確認 (89 ぺージ参照 ) 
ハ 特別加入の場合は 承認の有無 

留 二業務上界、 通勤災害の確認、 
ホ 、 支給要件の確認 ( 特別加入者については、 け L 、 目 》 

仝 ㈲ 「療養のための 休業」についての 確認 
旧 ) 「労働不能」についての 確認、 

享 け「賃金喪失」についての 確認 

へ 給付すべき額の 決定 

項 
㈹ 給付基礎日額の 算定 
同 休業期間の確認 ( 時期期間に留意のこと。 ) 

り 厚生年金等との 併給調整の確認 
ト 受任者払の場合は、 事業主による 豆苗 払が 確実に行われていることの 確認 
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実地 詩査 卜 Ⅱ請求書の審査にないて 疑義が生じた 場合に行 う こと。 1 の 釆 28 ぺ ー ジ ヘ 

  

決裁 支給決定 請求書の OCR 入力により出力される「支給決定・ 支払 
・支払決議 決議 書 」により行うこと。 

留 ィ 全部不支給の 場合 

「支給決定・ 支払 決 講書」の「支払金額」楠の 金額を 
意 

不支給 
未練 で 抹消し「 辛 0 」と記入の上、 決裁を受けること。 

事 決定決議   一部不支給の 給付別項目修正帳 場合 票 ( 暑月 ) の OCR 入力により出力 

される「支給決定・ 支払決議 書 」により決裁を 受けるこ 

項 と Ⅰ 

判断根拠となる 実地調査復命 書 等の関係資料を 必ず添付して 決裁を 
受けることⅠ 

OCR 入力 

  

通知 決議 書の OCR 入力に よ り出力される「支給決定， 

留 支給・支払 決 
支払通知」に 必要事項を記入の 上、 請求人に通知する 

定 通知 
マと し 0 

意 なお、 プライバシー 保護の観点から 目隠しシールを 

事 
貼付すること。 

項 不文蛤 
決議 書の OCR 入力により出力される「不支給決定 

決定通知 
通知」に必要事項を 記入の上、 簡易書留郵便にて 通知 
することり 

保険給付記 一 次の事案について 行い、 それ以外の場合は 省略して差し 支えないこ 

( 支給・ 支 哲 と。 イ 業務上又は通勤による 疾病事案 

払 決定した 意ロ 将来長期間にわたる 療養が見込まれる 事案   
  

事ハ 費用徴収が行われる 事案 

禎二の宏 辞這 童言 苦指藁て 行われる各種給付金等 ( 特別支給金を 除く ) 
木 内払処理等を 行った事案 

@
@
.
 

イ
 

Ⅰ
 

（ 
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3  障害 ( 補償 ) 給付 

  

障害 ( 補償 ) 給付支給請求書 

労働基準監督署 

受付 受付日付印の 押印 

登録帳 票 
" @ - - ヰ 已 入 

OCR 人力 入力に必要な 項目をチェックすること。 

形式審査 ィ 請求書様式の 確認 

日 記載事項、 添付資料等の 確認 

㈲ 記載事項に汚れがなびこと。 

㈲請求人 印 が明瞭に押されていること ( 自筆による署名の 場合、 

留 押印は不要 ) 。 

意 Ⅱ証明 櫛に 事業主 印等 が明瞭に押されていること ( 自筆による 署 

事 自傷病が治 名の場合、 押印は不要 の したこと及び ) 。 治の した日並びに 障害の部位及びその 

項 状態に関する 医師等の診断書が 添付されていること。 

㈱必要な X 線写真その他の 資料が添付されていること。 

Ⅱ特別加入者の 場合、 負傷又は発病の 年月日等を証明できる 書類 

その他の資料が 添付されていること。 

ハ 保険関係の確認 

不備 ィ 請求人双、 証明印等の漏れ 又は請求内容の 著しい誤り等補正し 難 

返戻 いものは、 決裁後、 不備返戻を行うこと。 

手続 留 
ロ 事業主が証明を 拒む等やむを 得ない事情があ る場合や電話照会等 

によって補正できるものは、 返戻することなく 処理すること ( 電話 

意 照会等により 補正した場合、 その処理経過を 請求書の余白等に 記載 

事 しておくこと。 ) 。 

項一不備返戻を ノ 、 不備返戻手続を 要するもの又は 行 う 場合であ OCR っても 入力後にキャンセルの OCR 入力すること。 原因となっ 

た 項目の補正を 必要とするものは、 保険給付請求書処理 簿へ 記載す 

ること。 

内容審査 
留 

イ 時効により当該請求権 が消滅していないこと 0 

王 
，母、 

ロ 治 ゆの時期が適切であ ること。 

事 
ハ 障害を受けた 同一部位に既存の 障害があ る場合は、 その部位及び 

禎二 状笹 至聖 変塁房妾払 真意志妄りなく 記載されていること。 
一 15 一 
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ィ 残存障害を漏れなく 確認すること。 
口 医師の意見を 参考にして、 主体的に決定すること。 
ハ 神経症状に関する 障害については、 他覚的所見が 明らかであ るこ 

とに注意することⅠ 

ニ 複数の職員による 測定を行うこと。 
ホ 機能障害については、 正確な測定を 行うこと。 

へ 併合・準用・ 加重等の取扱いを 誤らないよう 等級を認定すること。 

ト 被災労働者の 生年月日、 住所、 職種、 災害発生日時・ 場所・状況、 被 
災部位、 既存障害の有無等認定の 参考となる事項を 聴取すること ( 聴 
政吉作成要領参照 ) 。 

チ 被災労働者の 主訴を聴取し、 障害の状態を 確認すること。 

り 「障害認定調査復命 吉 」を作成すること ( 詩査 結果 査 復命 吉 作成 
要領参照 ) 。 

也謂査 請求書の審査において 疑義が生じた 場合に行 う こと。 吟 Ⅹ 28 ぺ ー ジ ヘ 

""" 。 

年金入力 

帳 票記入 

OCR 入力 

決裁 

決定 

OCR 入力 

入力に必要な 項目をチェックすること。 

4  年金の場合 

・登録帳 票及び年金入力帳 票の OCR 入力により出力さ 
れる「支給決定・ 支払決議 書 」により決裁を 受けるこ 

雷文 結 決定 とち 

・支払決議 ・ 前 弘一時金の希望を 確認すること。 
意 口 一時金の場合 

登録帳 票の OCR 人力により出力される「支給決定・ 

事 支払決議 書 」により決裁を 受けること。 

不支給 判断根拠となる 実地調査復命 害 等の関係資料を 必ず 添 
項 決定決議 付して決裁を 受けること。 

判断根拠となる 実地調査復命 吉 等の関係資料を 必ず添付して 決裁を 
受けることり 

一 16  一 
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知
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ィ 年金の場合 

支給決定通知に 必要事項を記入の 上、 請求人に通 
知すること。 

留 なお、 プライバシー 保護の観点から、 目隠し シ一 

支給・支払 決 ルを 貼付すること。 
意定 通知 ロ 一時金の場合 

支給決定通知及び 振込・支払通知に 必要事項を記 

事 人の上、 請求人に通知すること。 
なお、 プライバシー 保護の観点から、 目隠し シ一 

項 
ルを 貼付すること。 

不支給 
登録帳 票の OCR 入力により出力される「不支給決 

  
決定通知 

l 知 すること。 

定 通知」に必要事項を 記入の上、 簡易書留郵便にて 通 

  

留 
意 休業 ( 補償 ) 給付等で既に 作成されている 場合、 当該保険給付記録 

妻票 に追加すべき 事項があ れば、 記入すること。 
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Ⅰ @ 

{{ ，ノ Ⅱ 

4  遺族 ( 補償 ) 給付 

遺族 ( 補償 ) 給付支給請求書 

労働基準監督署   
受付 受付日付印の 押印 ; 葬祭料 ( 葬祭給付 ) 請求の確認 ;   
登録帳 票 

記 入 

OCR 入力 入力に必要な 項目をチェックすること。 

形式審査 ィ 請求書様式の 確認 

留 
日 記載事項、 添付資料等の 確認、 

㈲ 記載事項に 后 れがな い こと。 

意 ㈲請求人 印 が明瞭に押されていること ( 自筆による署名の 場合、 

事 押印は不要 ) 。 

項 
Ⅱ 証明 櫛に 事業主 印等 が明瞭に押されていること ( 自筆による 署 

名の場合、 押印は不要 ) 。 

  ハ 保険関係の確認 
  

不備 ィ 請求人中、 証明印等の漏れ 又は請求内容の 著しい誤り等補正し 難 

返戻 いものは、 決裁後、 不備返戻を行うこと。 

手続 留 
ロ 事業主が証明を 拒む等やむを 得ない事情があ る場合や電話照会等 

によって補正できるものは、 返戻することなく 処理すること ( 電話 

意 照会等により 補正した場合、 その処理経過を 請求番の余白等に 記載 
草 しておくこと。 ) 。 

項 ノ 一 、 不備返戻手続を 不備返戻を要するもの 行う場合であ ス は OCR っても 入力後にキャンセルの OCR 入力すること。 原因となっ 

た項目の補正を 必要とするものは、 保険給付請求書処理 簿へ 記載す 

ること。 

内容審査 4  時効により当該請求権 が消滅していないこと。 

留 口 労働者性の確認 (89 ベージ参照 ) 

  特別加入の場合は 承認の有無の 確認 

事 二 業務上 外 、 通勤災害の確認 

項 ホ、 受給権 者、 受給資格者の 確認、 

へ 給付基礎日額 ( 平均賃金 ) の確認 

実地調査 請求書の審査において 疑義が生じた 場合に行うこと。 口目 シ Ⅹ 28 ぺ ー ジ ヘ 
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カ
 

入
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決裁 

留
意
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支結 決定 

・支払決議 

不支給 

決定決議 

判断摂       

受けるこ 

ィ 年金の場合 

・登録帳 票及び年金入力帳 票の OCR 入力により出力さ 

れる「支給決定・ 支払決議 書 」により決裁を 受けるこ 

と。 

，前仏一時金の 希望の有無を 確認、 

口 一時金の場合 

登録帳 票の OCR 入力により出力される「支給決定・ 

支払決議 書 」により決裁を 受けること。 

判断根拠となる 実地 謂査 復命 書 等の関係資料を 必ず添 
付して決裁を 受けること。 

@ となる実地 詩査 復命 害 等の関係資料を 必ず添付して 決裁を 

  

  
知
 

通
 

  
  

留 

惹 

事 

項 

  

支給・支払決 

定通知 

不支給 

決定通知 

ィ 年金の場合 

支給決定通知に 必要事項を記入の 上、 請求人に通 

知すること。 
なお、 プライバシー 保護の視点から 目隠しシール 

を貼付すること。 

口 一時金の場合 

支給決定通知及び 振込・支払通知に 必要事項を記 

入の上、 請求人に通知すること。 
なお、 プライバシー 保護の観点から、 目隠し シ一 

ルを貼付すること。 

決議 薔の OCR 入力により出力される「不支給決定 

通知」に必要事項を 記入の上、 簡易吉留郵便にて 通知 

すること。 

    

合
 、
 

場
 
。
 

6
 
と
 

い
こ
 

て
る
 

成
さ
れ
 

記
入
す
 

作
 

こ
 ま
 
Ⅰ
 

 
 既

れ
 

で
あ
 

等
が
 

村
頭
 

絵
事
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当該保険給付記録 
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5
 給

付
 

)
 

タ
 
"
 河
 
"
 

葬
 

（
 

料
 

克
 
"
 打
 
"
 

葬
 

Ⅰ 

く、 

葬祭料 ( 葬祭給付 ) 請求書 

労働基準監督署   
受付 受付日付印の 押印         遺族 ( 補償 ) 給付請求の確認 ;   
登録帳 票 
" - - ヰ 己 入 

OCR 入力 入力に必要な 項目を チヱソク すること。 

形式審査 イ 請求書様式の 確認 

留 
日 記載事項、 添付資料等の 確認、 

㈲ 記載事項に漏れがな い こと。 

意 ㈲請求人 印 が明瞭に押されていること ( 自筆による署名の 場合、 

事 押印は不要 ) 。 

項 
け 証明 欄 に事業主 印等 が明瞭に押されていること ( 自筆による 署 

名の場合、 押印は不要 ) 。 

l ハ 保険関係の確認 

  

不備 一 ィ 請求人 印 、 証明印等の帝 れ 又は請求内容の 著しい誤り等補正し 難 

いものは、 決裁後、 不備返戻を行うこと。   ロ 事業主が証明を 拒む等やむを 得ない事情があ る場合や電話照会等 
  

意 
によって補正できるものは、 返戻することなく 処理すること ( 電話 

照会等により 補正した場合、 その処理経過を 請求書の余白等に 記載 

専ハ し菜曙 ニ具 阜窪 百行う場合であ っても OCR 入力すること。 
"  , た套唱莞雇 至芸 姦轟 至芸 蚤に 三三 ; 公 在釜 特韮基孟温指側肇蓋 年三 

）と し 0 

内容審査 留 イ 時効により当該請求権 が消滅していないこと。 

口 労働者性の確認 (89 ぺージ参照 ) 

意ハ 特別 h 人の場合は承認の 有無の確認、 

幸二 業務上 界 、 通勤災害の確認 

項 二 % 驚ニ 毎 目蓋 て呈苫馨金 ) の確認 

実地 謂査 請求書の審査において 疑義が生 ， じた場合に行うこと。 二二ノ来 28 ぺ ー ジ ヘ 
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登録帳 票 
- - - Ⅰ - 己 入 

OCR 人力 

決裁 

OCR 入力 

通知 

保険給付 

記録票の 

作成 ( 支 

  

入力に必要な 項目をチェックすること。 

支拮 決定 登録帳 票の OCR 入力に よ り出力される「支給決定 文 

留 ・支払決議払決議 書 」により決裁を 受けること。 

意 不支給 登録帳 票の OCR 入力により出力される「支給決定・ 支 

専 決定決議 払 決議 書 」により決裁を 受けること。 

項 判断根拠となる 実地調査復命 書 等の関係資料を 必ず添付して 決裁を 
受けること 0 

支給決定通知及び 振込，支払通知に 必要事項を記入 

留 支給・支払決の 上、 請求人に通知すること。 
意定 通知 なお、 プライバシー 保護の観点から、 目隠しシール 

を貼付すること。 
事 

項 不支給 
決議 書の OCR 入力に よ り出力される「不支給決定 

決定通知 
通知」に必要事項を 記入の上、 簡易書留郵便にて 通知 
すること。 

暮 休業 ( 補償 ) 給付等で既に 作成されている 場合、 当該保険給付記録 

婁票 に追加すべき 事項があ れば、 記入すること。 
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6  傷病 ( 補償 ) 年金 

労働基準監督署 

療
の
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巻
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一
 
留
意
事
項
一
 

次の者については、 適正給付管理名簿により、 傷病 ( 補償 ) 年金に 

移行すると予測される 者 ( 移行予定者 ) を把握すること。 
イ じん肺患者であ ってじん師管理区分が 管理 4 に該当する者又はじ 

ん師管理区分が 管理 2 又は管理 3 で合併症にかかっていると 認めら 

れる者 

' ロ れる患者であ せき 樋 損傷又はその って療養開始後 他の傷病により 1 年を経過する 長期の療養を 者 要すると見込ま 

傷病の状 移行予定者に 対し、 療養開始後 満 1 年 6 か 月を経過した 月から 1 か月 

態 等に関 留 以内に次の三点の 様式を送付し、 傷病の状態等に 関する届出を 求める 

する届出 意 こと。 

ィ 傷病の状態等に 日する 届 害の提出について ( 年金通知様式第 1 号 ) 

事口 傷病の状態等に 日する 届 ( 告示様式第 16 号の 2) 
項 ハ 傷病の種類別の 診断言 ( 年金通知様式第 2 号の 1 、 第 3 号、 第 4 

号 ) 

確認   
事 

口 印が明瞭に押されていること ( 自筆による署名の 場合、 押印は不 

項 
要 ) 。 

ハ 傷病の状態に 関する医師の 診断書等が添付されていること。 

  

実地 一 イ 次の場合は実地調査を 行うこと。 

譚査 ㈲ 傷病の状態等の 届吉の提出がな い 場合 

又は 留 目 傷病の状態等の 届書の記載内容が 不明確で給付の 決定ができな 
受診 い 場合 

命令 意 口 必要と認めるときは、 糞戸 号医 による診断を 受けさせることり 
  

㈹ 診断依頼に当たっては、 あ らかじめ依頼光と 連絡し、 受診予定 

事 日 等を打ち合わせておくこと。 

㈲ 依頼先に対しては、 診断依頼書、 障害等級等認定関係費用請求 

項 害及び診断書を 送付すること。 

い 労働者に対しては、 受診命令書 ( 年金通知様式第 5 号 ) を送付 
すること 俺 

イ 負傷又は疾病が 治っていないこと。 

意 
口 腹 病を受けた同一部位に 既存の障害があ る場合は、 その部位及び 

事 
状態が明示されていること。 

項 
ハ 移行予定考がじん 肺患詣であ る場合は、 地方じん 肺診査 医の意見 

を 徴すること。 

Ⅰ 

@l@ Ⅱ @ 
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傷病等級 

号の確認 

OCR 入力 

決裁 

OCR 入力 

通知 

留
意
事
項
 

 
 

負傷又は疾病による 障害の状態の 程度が、 傷病等級 号に 該当するこ 

と 0 

ィ 医師の意見を 参考にして、 主体的に決定すること。 

日 神経症状に M する傷病については、 他覚的所見が 明らかであ るこ 

とに注意すること。 

ハ 複数の職員による 測定を行うこと。 

二 機能障害については、 正確な測定を 行うこと。 

ホ 、 障害の程度を 確認の上、 決定すること ( 聴取書作成要領参照 ) 。 

へ 被災労働者の 生年月日、 住所、 職種、 災害発生日時・ 場所・状況、 

被災部位、 既存障害の有無等、 認定の参考となる 事項を聴取するこ 

と。 

ト 被災労働者の 主訴を梧取の 上、 障害の状態を 確認すること。 

  留
意
事
項
 

 
 

ィ 「年金・一時金支給決定決議 書 」により決裁を 受ける 
支給決定 ことり 

・支払決議 口 傷病等級に該当するに 至った時に 遼反 して支給決定す 

ることⅠ 

不支給 ィ 登録帳 票の OCR 入力に よ り出力される「支給決定・ 

決定決議 支払決議 書 」により決裁を 受けること。 

判断根拠となる 実地調査復命 蕃 等の関係資料を 必ず添付して 決裁を 

受けることⅠ 

留
意
事
項
 

I  決議 書の OCR 入力により出力される「支給決定・   

支給，支払 決 
支払通知」に 必要事項を記入の 上、 請求人に通知する 

定 通知 
・と し 。 

なお、 プライバシー 保護の観点から、 目隠しシール 

を貼付すること。 

不支給 
決議 書の OCR 入力に よ り出力される「不支給決定 

決定通知 
通知」に必要事項を 記入の上、 簡易書留郵便にて 通知 
すること。 

( 注 ) 引き続き休業 ( 補償 ) 給付を支給することとなった 者に対しては、 毎年 ] 月 ] 日 ～ 

] 月末日分の請求書を 提出する擦に、 請求善に傷病の 状態等に係る 報 き 害を添付し 

て提出させること。 
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哺償 ) 給付支給請求 

基準監督署 

付 受 受付日付印の 押印 

付 収受番号の振り 出し 

R 人力 入力に必要な 項目をチェックすること。 

弍 審査 イ 請求書様式の 確認 

留 
ロ 記載事項、 添付資料等の 確認 

㈹ 記載事項に漏れがないこと。 

意 ㈲請求人 印 が明瞭に押されていること ( 自筆による署名の 場合、 

事 押印は不要 ) 。 

項 
け 介護費用を支出した 場合、 費用証明書が 添付されていること。 

目 親族等による 介護を受けた 場合、 介護の事実に 関する申立て 欄 

に 必要事項が記載されていること。 

不備 一 イ 請求人 印 、 証明印等の漏れ 又は請求内容の 著しい誤り等補正し 難 

返戻 留 いものは、 決裁後、 不備返戻を行うこと。 

手続 鳶 口 不備返戻手鏡を 行う場合であ っても OCR 入力すること。 

      不備返戻を要するもの 又は OCR 入力後にキャンセルの 原因となっ 

項 た 項目の補正を 必要とするものは 保険給付請求書処理 簿へ 記載する 

- し と 。 

宰 審査 4  時効により当該請求権 が消滅していないこと。 

留 
口 介護 ( 補償 ) 給付を受給する 権 利の有無の確認 

障害 ( 補償 ) 年金 x は傷病 ( 補億 ) 年金を受ける 権 利を有し、 当 

該年金の支給事由となる 障害により要介護障害程度区分の 常時又は 

意 随時介護に該当すること。 

"  現に介護を受けていること。 

ニ 介護費用の算定 

事 ㈲支給対象とする 費用の範囲 
㈲ 費用の支出の 有無の確認、 

項 
Ⅱ 介護費用の算定対象であ ること。 

木 炭鉱災害による 一酸化炭素中毒症に 係る介護料の 受給に留意する 

- し と 。 

也 調査 卜 Ⅱ請求書の審査において 疑義が生 - じた場合に行うこと。 ] つ Ⅹ 28 ぺ ー ジ ヘ 

        



  

決裁 支給決定 請求書の OCR 入力により出力される「支給決定・ 支払 

留 ・支払決議決議 害 」により決裁を 受けること。 

土 
届 、 不支給 

「支給決定・ 支払決議 書 」の「支払金額」欄の 金額を朱 

専 決定決議せて「総支払金額」欄の 書きで抹消し、 その上部に「 金額についても 干 0 」と記入する。 朱書で抹消する。 また、 併 

項 判断根拠となる 実地調査復命 書 等の関係資料を 必ず添付して 決裁を 
受けること 描 

  

OCR 入力 

  

通知 決議 書の OCR 入力により出力される「支給決定・ 

留 支給・支払 決 
支払通知」に 必要事項を記入の 上、 請求人に通知する 

定 通知 
- し と 。 

土 
月、 なお、 プライバシー 保護の観点から、 目隠しシール 

事 
を 貼付することⅠ 

項 不支給 
決議 書の OCR 入力により出力される「不支給決定 

決定通知 
通知」に必要事項を 記入の上、 簡易書留郵便にて 通知 

することⅠ 

注 ) 1  介護 ( 補償 ) 給付の支給対象とならない 施設 

介護老人福祉施設、 身体障害者療養施設、 原子爆弾被害者特別養護ホーム 又は労 

災 特別介護施設 

2  上記以外の施設 ( 病院又は診療所 ) については、 当該施設に支払う 費用の中に介 

護 貴用 分が明確に区分して 計上されているときには、 当該介護費用分を 介護 ( 補 ㈹ 

給付の実費額の 算定対象とするとともに、 外部から看護 モ 。 家政婦等の介護人の 派 

遁を受けるなどにより 介護費用を支出して 介護を受ける 場合については 当該介護費 

用を介護 ( 補は ) 給付の実費額の 算定対象とするものとする。 

ただし、 療養 ( 補償 ) 給付の看護 科 とは併給することができないことに 留意する 

） と   
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8  二次健康診断等給付 

二次健康診断等給付請求書の 提出 

  

労 働 局 

  

  

受付日付印の 押印   
形式審査 イ 請求書様式の 確認 

留 
口 記載事項、 添付資料等の 確認 

㈲ 記載事項に漏れがないこと。 

意 ㈲請求人臣が 明瞭に押されていること ( 自筆による署名の 場合、 

事 押印は不要 ) 。 

項 
け 証明 欄 に事業主 印等 が明瞭に押されていること ( 自筆による 署 

名の場合、 押印は不要 ) 。 

ハ 保険関係の確認 

ィ 請求人臣、 証明印等の漏れ 又は請求内容の 著しい誤り等補正し 難   いものは、 決裁後、 不備返戻を行うこと。 

留 ロ 事業主が証明を 拒む等やむを 得ない事情があ る場合や電話照会等 

意 によって補正できるものは、 返戻することなく 処理すること ( 電話 

事 照会等により 補正した場合、 その処理経過を 請求書の余白等に 記載 

項 しておくこと ) 。 

ハ 不備返戻手続を 行う場合であ っても、 保険給付請求処理 簿へ 必要 

事項を記入すること。 

( 給付請求書写、 一次健診結果音、 費用請求書・レセプト ) 

RIC ( 労災保険情報センタ 一 ) 
地 方 事 務 所   
事前点検 i : 医学的疑問等のあ ものに竹箆が 付け る ち               

        れる。   
労俺局 

内容審査 ィ 一次健診の結果にお 内容審査 ィ 二次健康診 

留 拾 いて、 給付対象所見が 留費 断は ついては 

付 認められることを 確認 用 必要な検査、 
意 意 

事 
請 すること 見が認められていない ( 給付対象所 

事 
き甘 -- 。 特定保健指導 については 指 

来 場合には、 給付請求書 求 導を全て行っ 

項書 に 産業医等によって 異 項書 ていることを 

常の所見があ ると診断 確認、 すること。 
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実地 謂査 

決裁 

通知 

  

した旨の意見が 必要 ) 。 ㈲ 二次健康 
口 一次健診の結果にお 診断として 

いて医師より 脳スは心 ヘモバロビ 
臓 疾患の所見が 認めら ン A@c 検査 

れていないことを 確認 が 行われて 
すること 0 いる場合に 

ハ 給付請求書が 一次 健 は 、 一次 健 
診を受けた日付から 3 康 診断にお 

箇月以内に健診給付庸 いて へモグ 

院 等に提出されている ロビン Alc 

ことを確認すること 0 検査を行っ 
二 必要書類について、 ていないこ 
事業主の証明が 記載さ と % 

れていることを 確認す ㈲ 二次健康 
ること ( 注 ・特別加入 診断として 
者は給付の対象としな 微量アルプ 
いこと ) 。 : ン 尿検査 

ホ 同一年度内に 二次 健 か 行われて 
康 診断等給付を 支給し いる場合に 
ていないこと。 は 、 - 次 健 

へ 特定保健指導が 行わ 康 診断にお 
れている場合には、 二 いて尿蛋白 
次 健康診断の結果にお 検査の結果 
  いて医師より 脳及び 心 が 疑陽性 
臓 疾患が認められてい ( 土 )  又は 
ないことを確認するこ 駿 " 。 ' 
とり となって い 

ること。 
  

支払処理 

，， ・， 請求書の審査において 疑義が生じた 場合に行うこと。 のⅩ 28 ぺ ー ジ ヘ 

支給決定 請求書工 楠の 「支給・不支給決定決議 書 」により行うこ 

留 決議 と 0 

意 不支給 決 請求書下欄の「支給・ 不支給決定決議 書 」により行うこ 

事宜決議 と。 「不支給の理由」欄に 理由を記入すること。 

項 判断根拠となる 実地調査復命 書 等の関係資料を 必ず添付して 決裁 

を 受けること 0 

暮 不支給決定通 
「不支給決定通知」に 必要事項を記入の 上、 簡易 書 

留 郵便にて通知すること。 なお、 プライバシー 

  
保護の 

観点から当該通知を 封書へ封入すること。 
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9
 各種保険給付に 係る実地調査 

 
 

[
 

 
  

 

留
意
 
一 

 
 

 
 

 
 

  
        Ⅲ 謂査 対象及び要点を 的確に把握し、 時機を逸することのないよう 注意す ;   
        応 すること 0   
    謂査 が必要な場合 譚 査 内 容 

ィ 事業主証明等がなり 場合 ;  事業主が所要の 証明を行わない 

( 離職後の請求等については、 ; 理由等を譚 査 すること。 
不要の場合あ り )   

ロ 災害が業務 スは 通勤に起因 す         作業場所、 作業内容、 労働に 従 
るものであ るかどうか不明な 場           要 した時間又は 就業との関連性、 
4 口 : 施設管理下にあ るか否か、 その他 

        災害の発生について 関連があ ると 

; 認められる事項を 謂 査 すること。 
 
 

ハ災害発生の 原因が、 第三者に         災害発生現場及び 災害発生状況 

よるものであ るか、 事業主若しの 確認等を謂 査 すること。 
くは労働者の 故意又は重大な 過       

失 によるものであ るか不明な場         

ムロ   
二 私傷病が疑われる 場合 ;  災害発生日時、 出勤簿、 賃金台 

      帳 等を調査するとともに、 請求人 

      をはじめとして、 必要に応じ同僚 

        労働者、 現認者その他の 目撃者等 

        から 時取 することも   
ホ 労働関係の不明確な 林業、 漁 ;  労俺 契約、 当該地方の億 習等を 
業 等の場合 ; 謂査 すること 0   

へ 事業主又は事業場の 事務担当           保管者が不正使用をしていない 

者が労働者の 印韓を保管していか、 被災労働者又はその 遺族が保 
6 場合         倹 給付請求の事実及び 内容につき 

        十分関知しているか 調査すること。   
ト 受任者払いの 場合         給付額が確実に 請求人に渡され 

請求人の佳所が 所属事業場 気 ; ているか調査すること。 
付 となっている 場合   

チ その他 又
い
 

病
て
 

傷
し
 

 
 

 
 と

席
 こ
 

痛
傷
 る
 

傷
 る
す
 

の
よ
 
査
 

上
に
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給付則調査 
  

療 養 

( 補償 ) 

給 付 

一一休 業 

( 補償 ) 

給 付 

ニ 障 害 

( 補仮 ) 

結 付 

一 遺 族 

( 補償 ) 

給 付 
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イ 初診年月日 

ロ 災害発生状況・ 原因 

ハ 竹添看護 

㈹ 労働者の傷病の 程度から必要と 認められること。 

億 ) 指定，協定料金以上の 料金を徴していないこと。 

二 泊ゆの取扱い 

㌣ ) 診療録その他の 記録から、 治 ゆとすべきものを 漫然と 
継続診療していないこと。 

㈲ 治 ゆと判断されたものは、 被災者基本情報登録、 修正 

帳 票等により 治ゆ 年月日を登記すること 笘 

ィ 休業の必要の 有無と事実 

ロ 休業期間中に 賃金が支払われていないこと。 

ハ 給付基礎日額の 確認 

㈲ 請求書の平均賃金算定内訳の 金額が賃金台帳 等の支払 
金額と 栢 遠していないこと。 

㈲ 本人の年齢、 経験等から見て 疑義が生じたものは 謂査 

すること。 

け 算定の基礎に 参入すべきでな い ものを参入していない 

- と   

目 賃金締切目・ 雇用年月日について 調査すること。 

㈱ 常用、 日雇の別を労働者名簿，出勤簿等により 調査す 
ること。 

ィ 障害を残したところと 同一部位の既存障害の 有無を、 健 

康診断書又は 事業主等により 謂査 すること。 
口 厚生年金等の 年金について 請求書に記載のないもの ス は 

該当なしと記載されているものについては、 事業場の関係 

帳 簿等によって 謂査 すること。 

ィ 請求人の受給頓使、 請求人以覚の 同順位者がいないか 及 

び遺族の障害の 状態を戸籍謄本、 本人及び遺族その 他の M 

侠 者により調査すること。 

口 請求人が「婚姻の 届出をしていないが 事実上婚姻関係と 

同様の事情にあ った者」であ るときは、 その事実を父母等に 

より調査すること。 

ハ 請求人が「被災者の 死亡当時その 収入によって 生計を維 

持していた者」であ るときは、 家庭の状況並びに 請求人の 

生計に要する 費用の額及び 請求人が被災者ょり 与えられた 

費用の額を家計簿、 領収書等にょり 調査すること。 

ニ 被災者又は請求人が「重婚的内縁関係」であ るときは、 

届出による婚姻関係にあ った者、 事実上の婚姻関係にあ っ 

たとみられる 者及びこれらの 者の関係諸等を 調査すること。 

            



  請求人が事業主その 他の者であ るときの調査事項 

ィ 葬祭を行 う 遺族がいないため 事業主その他の 者が行った 

葬祭料 
ものであ ることを 謂査 すること。 

鰍 "" 
口 就業規則、 会社内規の調査 ( 事業主が儀礼的、 恩恵的に 

社葬等を行った 場合は、 保険給付の対象とならない。 ) 

ハ 給付基礎日額に 相違ないことを 賃金台帳 により調査する 
- し と 0 

一一傷 病 イ 負傷又は疾病が 治っていないことを 譚査 すること。 

( 補償 )  口 負傷 スは 疾病に よ る障害の程度が、 傷病等級に該当する 

年 金 ことを 詩査 すること。   
実地調査復命 留ィ 実地 謂 査を行った場合及び 関係者の出頭を 求め関係帳 簿等につ 
書の作成 

意 い て 謂査 した場合に、 遅滞なく作成すること。 

ロ 調査に際して 収集した資料等 く 写真、 タイムカード、 見取図、 

事 工程表等 ) を添付すること ( 収集した資料には、 「いっ」、 儲から」 

項 提供されたものか 明記すること。 )0 

書の編綴 

実地調査復命   
@ 

/
@
@
@
@
@
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一 

労災保険給付の 
チェックポイント 

        



 
 不正受給の防止について 

労災保険における 不正受給の防止対策については ; 昭和 63 年 8 月 31 日付け労働省発労役 第 ㏄ 号、 

基発 第 56H 君 、 職 発 第 4 ㏄ 号 「労働保険に 係る不正受給防止対策等の 充実、 強化について」等をもっ 

て指示されているところであ る。 

しかしながら、 昨今においては、 不正受給の悪質化や 組織化などが 見受けられ、 不正受給の手 

口が巧妙になるなどにより、 その発生の防止や 手口の看破についての 慎重かっ厳正な 審査が一層 

求められている。 

不正受給の防止に 関する事務については、 労災保険給付事務取扱手引 ( 平成 13 年 3 月改訂 ) に 

示すとともに、 各年度における 留意通達において 指示されているところであ るが、 災害発生状況 

等について童話によるこまめな 連絡調査が不正受給の 防止に威力を 発するものであ る。 

これらに加え、 保険給付の支給決定及 び 支払いを行うための 決裁において、 管理者 ( 決裁者 ) 

がポイントを 押さえた決裁を 行 う ことによって 慎重かつ厳正な 審査を行われることとなり、 さら 

なる不正受給の 防止・発見にっながるものであ る。 

  
 
 

 
 

3
 

3
  

 

 
 

 
 



  

2  労災保険給付に 係る不正受給防止対策 ( 労災保険給付事務取扱手引 再掲 ) 

労災保険に係る 不正受給事 卍が 社会一般に与える 影響は特に多大なものがあ り、 労災保険制度 

全般に対する 不信を招来するのみならず、 正当な受給者及び 事業主の通法意識を 低下させ、 本刷 

度の適正な運営を 大きく阻害することにもなりかれない。 

このため、 下記の事項に 留意の上、 不正受給の防止及び 早期摘発対策の 充実、 強化を図り、 不 

正 受給の再発防止に 万全を期すこと。 

Ⅲ 基本的事項 

ァ 労災保険に係る 各種届出・請求等の 内容の点検・ 審査を一層慎重かっ 厳正に行 う こととし、 

必要に応じ実地調査を 行うこと。 

ィ 既存事業場についても、 必要に応じその 実在確認を行うこと。 

ウ 労働局・監督署・ 公共職業安定所間において、 架空事業、 架空労働者等に 係る疑義事案が 

発生した場合の 相互の通報体制のより 一層の強化を 図ること。 

(2) 個別的事項 

不正受給の防止に 当たり、 次のとおり各種請求書等の 点検・審査の 充実強化を図ること。 

(3) 不正受給事件等発覚後の 処理体制 

ア 労災保険又は 雇用保険に係る 不正受給事件が 発覚した場合 ( 関係機関からの 通報等により 

事業の実在について 疑義の生 - じた場合を含む。 ) 、 その手口等が 極めて悪質かつ 計画的なもの 

にあ っては、 労災・雇用 両 保険にわたって 不正受給が行われていることが 十分考えられるこ 
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とから、 労働局関係各課は 相互にその内容等について 速やかに連絡通報すること。 

イ 複数の都道府県にわたる 不正受給事件の 処理に当たっては、 不正受給容疑者の 発見、 捕捉 

を行った労働局、 不正受給者の 住・居所を管轄する 労働局、 被害額の最も 大きい労働局など 

がもとなって、 本省への通報、 不正受給事実の 調査、 告発等の事務処理を 行うこととし、 他 

の 労働局にあ っては、 不正受給事実の 調査等に全面的に 協力すること。 

(4) 不正受給防止対策の 連用上の留意事項 

(5) そ の 他 

ア 不正受給の疑いが 生じた事案については、 当該労働局は 各監督署に対し 必要な指導及び 連 

結体制を強化し、 当該事案の未然防止に 努めることとする。 なお、 同種の不正受給の 発生が 

複数の都道府県においても 懸念される場合には、 関係労働局あ て情報を提供するとともに、 

関係労働局との 連絡を密にし、 情報交換に努め 再発防止を図るものとする。 

不正受給事件として 事案の概要が 判明次第、 本省補償 課 ( 業務 係 ) あ て速報するとともに、 

事案の内容がまとまり 次第、 「 補 501 労災保険法違反容疑事件に 関する報告」により 報告す 

ること。 

イ 不正受給の疑いが 生じた事案は、 その後「告発」する 場合があ ることから、 調 査を実施す 

るに当たっては、 事実関係を的確に 把握しておくことが 必要であ る。 
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3  ホ 合ィサ ・支給事務の 流れと決裁ポイント 

労働基準監督署における 給付・支給事務の 流れと 

管理者の決裁ポイント ニ短期給付Ⅰ 

(1) (2) (3) ） （ 4 (6) 

給付請求 吉 受 付 OCR 入力 決議 蕃 出力 内容審査 支給決定・支払 

決議甘の作成 

・療養 ( 補償 ) 給付 ・受付 印 ・入力項目のチェック ・業務上外の 判断 ） （ 5 

( 費用 払 ) ，職員記入欄の 記入 ・労働者性の 判断 実地調査 
・休業 ( 補償 ) 給付 ・療養の内容の 確認 

  
坪田調査 

・介護 ( 補償 ) 給付   
電話確認 

    
  
  ・ 盲面 審査で判断 : できないもの 
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労働基準監督署における 給付・支給事務の 流れと 

管理者の決裁ポイント ( 年金・一時金 ) 

( Ⅰ ) 

給付請求甘 受 付 

陣害 ( 補償 ) 給付 ・ 受ィ 計姉口 

遺族 ( 補償 ) 給付 
葬祭料 ( 葬祭給付 ) 

） （ 2 １ （ 3 (5) (6) 

登録帳 票 内容審査 登録帳 票 
記入・入力 

決議 吉 出力 
年金入力帳 票 

。 業務上外の判断 
))) ((((((( 4 力 記入・ 人 

・人力項目のチェック ・ : 労働者性の判断 実地調査 
坪田調査 

） （ 7 

      
    支給決定・支払 
    決議吉の作成 
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4  労災保険給付のチェックポイント 

田 各請求書共通・ 不正受給防止のチェックポイント 

項 目 

( 拾 付の種類 ) 

1  各請 
末書 共 
通 

審査事項 

1  請求書 

様式の確 
認 

2  記載 事 

項 、 添付 

書類等の 
確認 

3  時効 

4  被災 労 
勘者又は 
請求人 

審査内容・留意点、 

1  業務災害、 通勤災害別に 誤りがないこ 
と 

2  給付種別に誤りがないこと 

1 記載事項に漏れがないこと 

0 請求書の事業主及び 医療機関、 請求人 
の記載 欄 に電話番号が 記載されている 

・と 

2  給付の種類ごとに、 所定の資料が 添付 
されていること 

0 特別加入者の 場合、 事業主の証明を 受 
けなければならないとされている 事項 

を証明することができる 書類その他の 
資料が添付されていること 

3  保険関係の確認 
0 管轄に誤りがないこと 

一 

1  給付を受ける 権 利が時効によって 消滅 
していないこと 

0 療養 ( 補償 ) 給付 ( 費用 ) 2 年 
0 休業 ( 補償 ) 給付 2 年 

0 障害 ( 補は ) 給付 5 年 
0 遺族 ( 補佑 ) 給付 5 年 

0 葬祭料又は葬祭給付 2 年 

0 介護 ( 補償 ) 給付 2 年 
2  災害発生日を 確認 

3  泊 ゆ 日を確認 

1  請求人の確認 

0 疑いのあ る場合には、 事業場への照会 
等により確認すること 

2  特別加入の場合は 承認の有無の 確認 

0 承認時の業務内容等と 異なっていない 
- と 
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0 保険番号の管轄が 自署でな い 場合その 
理由を確認 

6  災害の 1  災害の発生状況が 明確に記載されて ぃ ・実地調査基準用 3 、 6f 
発生状況 ること 

7  傷病名   

が 正しく運用 67 

されているか 

Ⅸ 7 

場
 

の
 

外
 

 
 

算
 

計
 
Ⅰ
 

 
 

見
 
Ⅰ
 

原
 

等
 

山
王
 

口
 

災
 

の
 

後
 

 
 

れ
 

入
 

雇
 

3
 

基
等
 

付
額
 

給
日
 

礎
 

8
 

円 7 ～ 43 

64 、 67 

 
 

合 にあ っては、 給付基礎日額の 算定が的 
確に行われていること 

    

一   " 
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葉
柄
 

季
 
0
 
 
 
証
明
 

主
 

 
 11  不備 返 

戻 手続 

12  支給・ 

不文 結決 
定 に当こっ 

ての調査 

及び調査 
宮の意見 

1  請求人双、 証明印等の漏れ 又は請求内 
容の著しい誤り 等補正し難いものは、 決 

裁後、 不備返戻を行うこと 
2  事業主が証明を 拒む等やむを 得ない事 

情があ る場合や電話照会等によって 補正 
できるものは、 返戻することなく 処理す 

ること ( 電話照会等により 補正した場合、 
その処理経過を 請求書の余白等に 記載し 

ておくこと ) 

3  不備返戻手続を 取る場合であ っても 0 
CR 入力すること 

4  不備返戻を要するもの 又は OCR 入力 
後にキャンセルの 原因となった 項目の補 

正を必要とするものは、 保険給付請求書 
処理 簿へ 記載すること 

PI  8.  19 

P13.@ 14 

1  保険給付の支給又は 不支給に当たって、 
問題点等を的確に 把握し、 これに関して 
調査を実施すること 

また、 調査によって 問題点が解決され 
ていること 

2  職業性疾病の 場合、 認定基準に基づい 
た調査を行うこと 

3  地方労災医員及び 同協議会又は 労災協 
力医を有効に 活用すること 

㎎
㏄
 

～
Ⅹ
 

4
3
 

 
 

  

 
 

3
 

1
 その他 

2  業務上 外 、 障害、 再発、 治ゆの認定に 

あ たっては、 主治医の意見はもちろんの 
こと、 地方労災医員及び 同協議会を有効 

に活用すること 
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3  監督署における 労災担当課と 支払担当 

課との牽制体制を 確立すること 

0 支結 決定通知書は 支払担当課が 責任を 
持って取り扱うこと 

4  保険給付の実地 謂査 及 び 障害認定は、 

極力、 複数の調査官により 行われること 
が望ましいこと 

5  年金については 定期報告書及び 添付 書 

類 が提出されていること 
0 受給権 者の所在が明らかであ ること 
0 受給権 者が失権 していないこと 
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(2) 各請求書 別 

( 虚の晶Ⅰ審 査事項 
審 査 内 容 ・ 留 意 点 

給付事 
務取扱 
手引   

  
椛 6 ～ 34 、 

64,67 

3  長期療養者については、 適正給付対策を 講じること 

l2  療養の l1  指定医療機関を 転医した場合、 その理由が正当であ るこ l 円 6 ～ 34 、 l 
請求 l ナ   64.  67  1   

0 傷病名は常に 確認のこと 

2  休業 1  時期 期 

( 補償 )  間 

給付 2  給付 基 

礎日額等 

待用 期間を正しく 把握すること 
0 災害発生日を 休業日とするか 否かの確認 

「各請求書共通」と 同様 

 
 

3  休業期 

間と休業 
の要否 

  4  由 給付事 

 
 

P49 、 ㎝ 

  

  

休業期間中に 事業主から賃金が 支払われていないこと 回門 

6  受任者 

払の適否 

7
 

6
 

3
 

9
 、
 

6
 

4
 

 
 

 
 

  認 

P50.@ 51 

( 

く 
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4
 

2  当初の 

傷病との 
関係・ 治 
ゆ 

2  X 線写真その他の 必要な資料が 添付されていること 

3  厚生年金等の 受給関係が誤りなく 記載され、 支給額を証 
呪 する畜類が添付されていること 

1  残存した障害が、 当初の傷病と 因果関係を有すること 
2  泊ゆの時期が 適切であ ること 

3  既存の障害があ る場合は、 その部位及び 状態を確認する 
し - と 

仏
 5
 

5
6
 

 
 

9
1
 

H
5
 

  
    

4  給付 基 1  休業 ( 補償 ) 給付と額が一致していること 

礎 日額 2  以下、 「各請求書共通」と 同様 

5  障害 認 1  残存障害を漏れなく 把握すること P51 、 5% 

定及び 謂 2  既往症及び既存障害の 有無を把握すること 65 Ⅹ 

査 復命 書 0 加重の取扱いをすべきか 確認すること 112 ～ 116 

3  医学的根拠により 認定すること 

療
把
 

期
の
 

長
者
 

養
握
 

1
 

2  傷病の 
状態等に 
関する届 
出 

3  内容審 

査 

 
 

6  「障害認定調査復命 書 」を作成すること ( 謂 直結果復命 
善作成要領参照 ) 

0  「障害状態」欄及び「 謂 宵宮意見」欄に 記載されている 
田 障害の状態、 (2 巌足 しょうとする 障害等級は、 「障害 
等級 表 」の内容と一致するか 確認すること 

0 障害認定を行った 場合は、 その日時、 場所、 担当職員等 
を復命 書 に記載すること 

7  認定に当たっては、 必要に応じて 地方労災医員及び 同協 

議会又は労災協力医を 活用すること 

適正給付対策名簿等により 傷病 ( 補償 ) 年金に移行すると P1 ㏄ 

予測される者 ( 移行予定者 ) を把握すること 
0 特にせき 樋 損傷又はその 他の傷病により 長期療養を要す 

ると見込まれる 患者であ って療養開始後 1 年を経過する 者 

移行予定者に 対し、 療養開始後満 1 年 6 ケ 月を経過した 月 P109. 
から 1 ケ月 以内に次の 3 点の様式を送付し、 傷病の状態等に 110 
関する届出を 求めること 
0 傷病の状態等に 関する届書の 提出について ( 年金通知様 

式第 1 号 ) 
0 傷病の状態等に 関する 届 ( 告示様式第 16 号の 2) 
0 傷病の種類別の 診断書 ( 年金通知様式第 2 号の 1    第 3 

君 、 第 4 号 ) 

1 傷病が治っていないこと Pl09 ～ 

2  移行時期が適切であ ること 112 

3  傷害を受けた 同一部位に既存の 障害があ る場合は、 その 
部位及び状態を 確認すること 

4  移行予定者がじん 肺患詣であ る場合、 地方じん 肺 審査医 
の意見を徴すること 

5  休業 ( 補償 ) 給付が併給されていないこと 
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5  遺族 

( 補償 ) 
給付 

4  傷病等 障害等級の認定に 準じて行うこと 

級号 の 確 
認 

1  士仁去色 1 請求人が受給資格者であ り、 かっ、 そのうち最先順位者 
たる受給権 者であ ること 
0 生計維持関係等遺族調査が 適切か 
0 労働者が死亡の 当時、 その収入によって 生計を維持して 

いたこと 

0 妻 以外の者については、 一定の年齢又は 障害の状態にあ 
ること 

0 受給権 者が 2 人以上が る ときは、 その代表の選任が 適切 

( 障害 
等級認 
定必携 ) 

P52 ～ 巨 、 

65 
1% ～ 129 

  

  

@@ Ⅹ @ 

  

0 死亡診断書、 死体検案書若しくは 検視詩書に記載してあ 
る 事項についての 市町村長の証明書又はこれに 代わるべ 

き畜類 
0 戸籍謄本又は 抄本 
0 生計維持関係を 証明する書類 

2  一時金 1  遺族 ( 補償 ) 年金の受給資格者がいない 場合又は最後の P52 ～ 呂 、 
受給権 者が失権 し、 他に受給資格者がいないことが 確認さ 65 
れていること 

0 年金受給資格者がいないことの 確認 

2  以下、 「年金」と同様 

6  葬祭 1  請求人 1  請求人が遺族 ( 補償 ) 給付の受給権 者あ るいは受給資格 巧 5 、 6 氏 

科 ( 葬 者であ るかを確認すること 66 
@@D 2  上記以外の者による 請求の場合 

0 年金受給資格者がいないことを 確認していること 

0 葬祭を行う遺族がいないことにより 葬祭を事業主 x はそ 
の他の者が行っていること 

0 事業主以外の 者が葬祭を行った 場合は、 死亡労働者との 
関係が明確であ ること 

2  支給額 1  給付基礎日額は 正しいこと、 また、 他の保険給付と 額が巧 5 
一致していること 

2  支給額は、 31 万 5 千円 十 給付基礎日額の 30 日 分 又は給付 

基礎日額の 60 日分のいずれか 高い額であ ること 

7  介護 1  請求人 1  要介護障害程度区分に 該当していること P57 ～ 61 、 

( 補償 ) 0 障害等級又は 傷病等級の等級 号 により判断していること 66 
給付 2  現に介護を受けていること 

2  支給額 1  介護に要した 費用があ る時は、 その証明君が 添付されて P56 、 57 
いること 

2  上限額を超えていないか、 又は同居の親族の 場合は 、 一 

定額となっていること 
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5  不正受給の事例 

労災保険給付に 関する不正受給のうち、 平成 9 年 4 月から平成 13 年 12 月までの間に 告発等を行っ 

た 事例を、 労働基準局報告例規「 補 501 労災保険法違反容疑事件に 関する報告」から 抜粋した 

ものであ る。 

また、 いずれの場合にしても 不正受給に関する 情報が端緒になることが 多く、 日常において 外 

部からの電話に 対して誠実に 対応することが 必要といえる。 

No. 1 

円
 

万
 

0
 

9
 

4
 

約
 

額
 

収
 

徴
 

2
 

費
用
 

N
o
 

 
 

 
 

事件の概要 

発覚の端緒 

費用徴収 額 約 160 万円 
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Ⅰ 

費用徴収 額 約 1,300 万円 

N0.4 

事件の概要 

発覚の端緒 

費用徴収 額 約 37 万円 

No. 5 

事件の概要 

発覚の端緒 

費用徴収 額 

N0.6 

約 1 ㏄万円 

事件の概要 

発覚の端緒 

費用徴収 額 

N0, 7 

円
 

万
 

2
 

2
 

約
 

(
 

  
費用徴収 額 約 300 万円 
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N0.8 

事件の概要 

発覚の端緒 

費用徴収 額 

No.9 

約 240 万円 

費用徴収 額 約 10 万円 

No.10 

  

費用徴収 額 約 140 万円 

No ・ ll 

費用徴収類 約 200 万円 

No ， 12 

一 
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費用徴収 額 約 850 万円 

No ， 13 

費用徴収 額 約 270 万円 

No.14 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 円

 
万
 

㏄
 

2
 

約
 

額
 

収
 

徴
 

用
 

費
 

費用徴収類 約 180 万円 
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No.16 

事件の概要 

発覚の端緒 

費用徴収 額 約 150 万円 

No ， 17 
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発覚の端緒 

費用徴収 額 

No.18 

約 100 万円 

  
費用徴収類 約 330 万円 

No ， 19 

事件の概要 

発覚の端緒 

貴用 徴収 額 

No ・ 20 

A  約 l,040 万円 

B  約 940 万円 

  

  

費用徴収類 約 160 万円 ( 平成 AS 年 m2 月末現在来確定 ) 
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厚生年金保険等との 併給調整 

Ⅲ 調整の対象 

次の者に、 労災保険給付と 同一の事由により 厚生年金等の 年金が支給される 場合 

ィ 労災保険年金を 受ける者 

ロ 休業 ( 補償 ) 給付を受ける 者 

(2) 調整の要件 

厚生年金等の 年金が 、 次の要件を備えた 場合 

ィ 同一の事由により 支給されるものであ ること 0 

ロ 厚生年金保険等の 被保険者期間及び 災害の内容からみて、 厚生年金等が 支給される 

ものと認められること。 

(3) 謂 整の方法 

ィ 労災保険年金の 年額に厚生年金等の 種別に応じて 定められた 謂 軽率を乗じて 算定す 

ること。 

( 「労災保険年金と 厚生年金保険等との 調整 表 」参照 ) 

口 休業 ( 補償 ) 給付と厚生年金等の 年金との調整率は、 傷病 ( 補償 ) 年金と厚生年金 

等の年金との 調整率と同一であ ること。 

ハ % 整 率を乗じて減額した 休業 ( 補償 ) 給付の額が、 同一の事由により 支給される厚 

生年金等の額の 365 分の 1 に相当する額を 謂 整 前の休業 ( 補償 ) 給付の額から 減じた 

残りの 額 よりも下回る 場合には、 その残りの額を 休業 ( 補償 ) 給付の額とすること 

( 労災 令 第 1 条 ) 。 
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2
 支給制限 ( 労災保険法 ]2 条の 2 の 2) 

/@ Ⅱ 

支給制限の事由 

ィ 労働者が故意に 事故を生じさせたとき ( 第 1 項 )0 

ロ 労働者が故意の 犯罪行為若しくは 重大な過失により 事故を生じさせたとき ( 第 2 項 

前段 ) 。 

ハ 労働者が、 正当な理由がなく 療養に関する 指示に従わないことにより、 負傷、 疾病 

若しくは障害の 程度を増進させ、 若しくはその 回復を妨げたとき ( 第 2 項後段 ) 。 

Ⅲ 第 1 項関係 

留 
ィ 被災労働者がて 事故の発生について 意図した故意があ る場合について 適用する 

土 
薬玉 ノ し と 。 

事 ロイについて、 被災労働者が 結果の発生を 認容していても 業務との因果関係が 
項 

認められる事故については 適用しないこと。 

(2) 第 2 項前段及び後段関係 

支給制限 第 2  項 前 段 第 2 

の 要件事故発生の 直接の原因となった 行為次のすべての 要     
するものと認められている 暁台 ロ 療養の指示 

き、 正当な理 
ハ 療養の指示 

支給 制 佑 病の程度を 
妨げたことが 

限の方法 められる場合 

なる保険   
支給制限 
の期間   

限
は
 

制
ス
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項 後 段 

 
 

当該傷病に係る 休業 ( 補償 ) 給付 及 
び侮病 ( 補償 ) 年金 

当該傷病の程度を 増進させ、 又は回 
復を妨げた事案 1 件にっき休業 ( 補 
償 ) 給付 010 日 分スは 傷病 ( 補償 ) 年 
金 010/365 相当額 
0 所轄監督署長が 当該傷病の程度 

を 増進させ、 又は回復を妨げた 
と 認めた日以後 10 日未満で支給 
事由が消滅するものについては、 
支給事由が消滅するまでの 日数分 

0 当該労働者が、 休業 ( 補償 ) 給 
付は ついて、 既に第 2 項前段の 
規定による支給制限を 受けてい 
る場合は支給制限により 減額さ 
れた休業 ( 補償 ) の 10 月分 

ア
 

(
(
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3  費 用 徴 収 

Ⅲ 不正受給者からの 費用徴収 ( 労災保険法第 12 条の 3) 

        イ 偽りその他不正の 手段によって 保険給付を受けた 者があ る場合 ( 第 1 項 関係 ) ; 

        ロ 事業主の虚偽の 報告又は証明によって 保険給付を受けた 者があ る場合箆 2 項関係 )           
所轄の労働基準監督署長 

fS¥@(0 ィ 上記について 判断する際、 以下に留意すること。 
変更 ㈹ 第 1 項の「偽りその 他不正の手段」とは、 保険給付を受ける 

手段として不正が 行われた場合のすべてをいい、 その不正行為 

留 ㈲第 は 、 保険給付を受けた 2 項の「事業主の 者の行為に限らないものであ 虚偽の報告 スは 証明」とは、 ること。 保険給付の 
基礎となる重要な 事項について、 事業主が不当に 保険給付を受 

意 けさせることを 意図して、 事実と異なる 報告又は証明を 行った 
場合をいうものであ ること。 

事 い 「保険給付を 受けた 者 」とは、 現実に、 かっ、 直接に保険 給 
付を受けた者をいい、 受給権 を有する者に 限らないものであ る 

項 ㈲徴収の価額は、 、 し。 と 不正に受けた 保険給付に相当する 価額とする 
）と   

口 不正受給を発見した 場合は、 当該給付に係る 処分を変更するこ 

と。 

通 知 当該不正受給者に 対し、 処分の変更について 通知すること。 

所 轄 の 労 働 局 長 

費用の ィ 上記の通知と 同時に、 不正受給者 ( 事業主を含む。 ) に対し、 
徴収 保険給付に要した 費用を徴収する 旨及び徴収金の 価額等を法案 ね 

条 03 に基づく費用徴収の 命令書により 命ずること。 

留口 特別支給金は 労災保険法第 12 条の 3 の適用はなく、 民法第 704 
条 に基づき行うものであ って 、 別に徴収すること。 

意ハ 事業主が連帯して 徴収金を納入すべき 場合、 連帯債務として 債 

事 ニ権 窩鷹聲傍乱課毒ヂ 栗毛三隻自足戻駕 着吝畠臆 皇子 ろ 価額とする 

頂 ことり 

ホ 保険給付に要した 費用の回収の 時効は 2 年であ ること ( 労働 保 
険 徴収 法 第 41 条準用 ) 。 

へ 持刀 技 給金の回収の 時効は 5 年であ ること ( 会計法第 30 条 ) 。   

通 知 ィ 納入告知書を 不正受給者に 対して 発 付する場合 
留 不正受給者の 佳所、 氏名に当該事業主の 氏名を併記し、 当該 事 
土 業主に対しては、 不正受給者に 納入告知をした 旨を明記して 通知 
， モヨ、 することⅠ 

事ロ 納入告知書を 当該事業主の 当該事業主に 住所、 氏名に不正受給者の 対して 発 付する場合 氏名を併記し、 不正 受 

項 治者に対しては、 当該事業主に 納入告知した 旨を明記して 通知す 
ること。 
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(2) 事業主からの 費用徴収 ( 労災保険法第 31 条 ) 

① 第 1 項 第 Ⅰ 号 関係   
i 事業主の故意又は 重大な過失により、 保険関係成立民の 提出を怠っていた 期間中に事故         

        発生   
所轄の方 働 基準監督署長 

通 知 上記来手続事業に 係る労働者又はその 遺族からの保険給付の 請求 
があ った場合、 「様式の 1 」に、 以下について 記載したものを 添付 

し、 また、 事故発生後に 当該事業主から 保険関係成立届の 提出があ っ 

留 
た 場合には、 その写しを併せて 添付し、 所轄の労働局長に 通知する 
こと 廿 

イ 保険関係成立届の 提出のほか所定の 手続をとるよう 指導を行っ 
条の規定に係る 

保険給付通知書   意 ている場合 当該指導を行った 事業等の概要、 加入勧奨に係る 指導経過 

ロ 過去に保険関係成立民の 提出のほか所定の 手続をとっていた 事 

事保険関係成立届を 業を廃止又は 終了した後に 提出していない 開始した当該事故に 事実を把握している 係る事業について、 場合 

過去に労災保険給付に 係る適用手続をとっていた 当該事業の概要 

"  "" 蓑笠 雀 賈誼 ニ韮岳尾芳 葉叢 王臨穿 品目言 こ毒芳臆輯ぢ 手 ㌣ 彗嚢 
事故に係る事業について 保険関係成立届を 提出していない 事実を 
把握している 場合 

労災保険に係る 適用手続をとっている 他の当該事業の 概要 

所轄 の 労 鶴 局 長 

判断 留イ 上記 イ、 ロ 又は ハ に該当する場合、 当該事業主についての 故意 

意 又は重大な過失にっき 判断すること。 

裏 ロ これら判断にあ たり、 局の徴収事務を 所掌する 課 ( 室 ) と連携 

項 を密にすること。 

徴収金 イ 保険関係成立届の 提出期限の翌日から 保険関係成立届の 提出の 

の役 収 あ った日の前日までの 期間中に生じた 事故に係る保険給付 ( 療養 

条の規定に基づ 労災保険法第 31  意定 の都度行うこと。 のあ った日の前日までに 支給事由が生じたものについて、 支給 

く 費用徴収の決 ただし、 療養を開始した 日 ( 即死の場合は 事故発生の日 ) の 翌 
日から起算して 3 年以内の期間に 支給事由の生じたものに 限るこ   とり 

口 徴収の価額は、 前記の保険給付の 額に 40/100 を乗じて得た 価 
額 とすることり 

通 知   
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② 第 1 項第 2 号関係   
; 事業主が、 徴収 法 第 15 条第 1 項又は第 2 項の規定による 概算保険料のうちの 一般保険料 i 

; を徴収 法 第 26 条の規定による 督促状の指定期限内に 納入しない期間中に 事故発生   
所轄の労働基準監督署長 

通 知 壁 上記事故に係る 保険給付を行った 場合は 、 

雪 「様式の 1 」により所轄の 労働局長に対し 通知 
正幸 訂 することり 

条の規定に係る   
所 轄 の 労 働 局 長 

        

徴収金   ィ 督促状指定期限の 翌日から、 当該概算保険料を 完納した日の 前 

の 徴収 日 までの期間中に 生じた事故に 係る休業 ( 補償 ) 給付、 障害 ( 補 
  

債 ) 給付、 遺族 ( 補償 ) 給付及び葬祭料 ( 葬祭給付 ) の事故発生 

留 3 具官房 詣馨苦尋 ㌣ 姿握雰離 月宮昌二㌘ 日 までに支給事由が 生 

く 費用徴収の決 事 日限 馨荻 金の価額は、 前記の保険給付に 相当する額に、 給付すべき   
項 概算保険料に すること。 対する滞納額の 割合 ( 滞納率 ) を乗じて得た 価額と 

( 滞納率が 40/100 を超えるときは 40/100 とする。 ) 

ハ 本条 第 1 項 第 3 号に該当する 事由が同時に 存する場合には、 い 

ずれか高いほ う の価額をもって 徴収金とすること。 

通 知 貿ィ 当該事業主に 対し、 保険給付に要した 費用を徴収する 旨及び 徴 

忌事 
収金の価額等を「様式の 2 」により通知すること。 

項 ロ 納入告知書を 同時に送付すること。 
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③ 第 1 項第 3 号関係 

（ 

  
            法令に危害防止のための 直接的かっ具体的な 措置が規定されている 場合に、 事業主 i 

i  が該当規定に 明白に違反したため、 事故を発生させたと 認められるとき。 

        口 法令に危害防止のための 直接的措置が 規定されているが、 その規定する 措置が具体         

;  性に欠けている 場合に、 事業主が監督行政庁より 具体的措置について 指示を受け、           

;  の措置を講ずることを 怠ったために 事故を発生させたと 認められるとき。 

    / Ⅹ 法令に危害防止のための 措置が規定されていないが、 事故発生の危険が 明白かっ 急         

        道 であ るため、 事業主が監督行政庁より 直接的かっ具体的な 措置について 指示を受け、         

        その措置を講ずることを 怠ったために 事故を発生させたと 認められるとき。   
所轄の方 働 基準監督署長 

通 知   
項 することⅠ 

条の規定に係る 

保険給付通知書   
所 倍 の 労 働 局長 

徴収金 ィ 当該事故に係る 休業補償給付、 障害補償給付、 遺族補償給付 
の 徴収 及び葬祭料について、 支給の都度行うこと。 

留 ただし、 療養を開始した 日 ( 即死の場合は 事故発生の日 ) の 

意 翌日から起算して 3 年以内の期間において 支給事由の生じたも 

項 に相当する 額 とすることっ 
く 費用徴収の決 ハ 本条第 1 項第 2 号に該当する 事由が同時に 存する場合には、 

いずれか高い 方の価額をもって 徴収金とすること。   
@
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4  特別加入の承認事務 

Ⅲ 加入申請の場合 

一人親方等 中小事業主等 海外派道元事業 

特定作業従業者 
',----0 特別加入時健康診断が 必要な場合 ).----: 

          特別佃人時健康診断 申 出書 )           

特別加入団体 労働保険事務組合 く ---,- 

          特別佃人時健康診断指示 書 )         

( 特別加入申請書 コ 
      ( 特別 加 人時健康診断実施依頼書 )         

          健康診断証明書 ( 用紙 ) )       

労働基準監督署 

受付・内容 必要的記載事項の 確認 
確認 健康診断実施 

  
  健康診断証明書 ) 

労 働 局   
審 査 留 ィ 特別加入することができる 者であ ることの確認 

意 
口 中小事業主等、 海外派遣者の 場合、 保険関係の確認 

事 
ハ 一人親方等、 特定作業従事者の 場合、 特別加入団体の 確認 

項 一その他 ，、 ホ 特別加入時健康診断が 必要な者の場合、 健康状態の確認 

承認・制限付 承認の場合、 申請受付日の 翌日から 14 日の範囲内において 加入申請者 

き 承認・不承 l が加入を希望する 日付けで承認 

認の決定 
  

通 知 イ 承認通知の場合 

留 当該申請受付日の 翌日から 14 日の範囲内において 加入申請者が 

意 加入を希望する 日を承認年月日とすることとし、 通知書 ( 時様式 

事 第 1 号Ⅰにより行うこと 0 

頃 ロ 不承認通知の 場合 

通知書 ( 時様式第 3 号 ) により行うこと。 

( 注 ) 特別 h 入 予定者が次の 業務に従事することとなる 場合に特別 加 人時健康診断が 必要となり 

ます。 
・粉じん作業を 行う業務づ特別加入双に 左記業務に通算 3 年以上従事した 場合 

・振動工具使用の 業務 づ特別加入前に 左記業務に通算 1 年以上従事した 場合 
・船業務 +  特別加入前に 左記業務に通算 6 か月以上従事した 場合 

・有機溶剤業務 づ 特別加入前に 左記業務に通算 6 か 月以上従事した 場合 
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( 

(2) 変更届出、 変更決定、 脱退申請の場合 

一人親方等 中小事業主等 海外派遣元事業 

特定作業従業者 
        ( 特別加入時健康診断が 必要な場合 )  .--: 

          特別 加 人時健康診断 申 出書 )         

特別加入団体 労働保険事務組合 く -----   

          特別 前 人時健康診断指示 書 )         

:  ( 特別加入時健康診断実施依頼書 )         
( 特別加入に関する 変更届 )  4/1 ～ 5/20 

( 給付基礎日額変更申請書 )  ( 保険料申告書内訳等             健康診断証明音 ( 用 祇 )         

(  特別加入脱退申請書 )  の提出期限 ) 

健康診断実施 

  
( 健康診断証明書 )   

( 海外派遣の内容が 具体的に確定した 場合 ) 

労 働 基 準監 督 署 海外派遣に関する 報告書 

受付・内容 必要的記載事項の 確認 
確認 

労 働 局 

審 査 変更事項の確認 

//@@l@@ 

決 裁 
( 変更届出 ) 
変更決定の場合、 変更届の受付日の 翌日から 14 日の範囲内において 変 
更届出を行う 者が変更を希望する 日付けで変更決定 

承認・制限付 （ 脱退申請 ) 
き 承認・不承 承認の場合、 申請受付日の 翌日から 14 日の範囲内において 加入申請者 
認の決定 が 加入を希望する 日付けで承認 

通 知一 新たな特別加入等を 認める場合 

  

( 注 ) 変更届が必要な 場合 
Ⅲ 中小事業主等 

・既に特別加入している 考の氏名に変更があ ったとき 

・従事する業務内容を 変更したとき 
・従来特別加入していない 者が 、 新たに当該事業の 事業主又は従事する 者となったとき 

等 
(2) 一人親方等及び 特定作業従事者 

・既に特別加入している 者の氏名に変更があ ったとき 
・従事する業務内容又は 作業内容を変更したとき 
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・当該業務又は 作業に従事しなくなったとき 
・当該団体の 構成員でなくなったとき 
・当該団体の 構成員又はその 者の事業に従事する 者であ って従来特別加入を 希望してい 
ないものを新たに 特別加入させようとするとき 

等 
(3) 海外派遣 者 

・既に特別加入している 者の氏名に変更があ ったとき 
・派遣先事業又はその 所在地が変更したとき 
・派遣先事業において 従事する業務の 内容、 地位が変更したとき 

等 
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(3) 承認の取 消 ・自動消滅処理 

労 働 局 

      

承認の取 消一留 特別加入者が 労災保険 自動消滅 一 

章 法若しくは徴収 法 又はこ 

奉 れるの法律に 基づく省令 

項 の規定に違反した 場合 
  

決 裁 

通 知 

  

々 特別加入者が 労災保険 

法第 33 条各号に掲げるも 

のに該当しなくなった 場 

合 

口 中小事業主等の 特別加 

入に関し、 その使用する 
労働者について 成立して 

いる保険関係が 消滅した 

場合 

ハ 一人親方等及び 特定作 

業従業者について 当該 団 

・体の構成員でなくなった 

場合 

ニ 一人親方等及び 特定作 

業従業者について 当該団 

体の解散があ った場合 

ホ 海外派遣者の 特別加入 

に日し、 派遣元事業の 廃 

止等により、 成立してい 

る保険関係が 消滅した場 

合 

（
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5
 第三者行為災害に 係る事務処理 

0  署の業務 

第三者行為災害の 発生 

( 届 提出 ) 
第三者行為災害 届 受理 第一当事者 ( 被災者 ) スは 遺族 第二当事者 W Ⅱ言者 ) 

( 請求 ) 
第三者行為 

( 報告 ) 
受付台帳 ・処理経過簿の 作成 加害者に対し 報 

保険給付請求書受理 災害報告書 吉書を送付し、 
・受理番号の 振出 様式の送付 事故の状況、 過 
・処理経過の 記録 受付台帳 等により 欠割合、 自賠責 

災害届の提出承認 保険の内容等を 
報告させる。 

第三者行為災害報告書受理 

・保険会社等への 照会 
業務 ( 通勤災害 ) 上界の 謂査 照会・確認、 ・加害者からの 損害賠償受領の 有無の確認 

・示談成立の 有無の確認 

復命善作成 

( 労災保険先行 ) ( 損害賠償受領 済 ) 

支給決定決議 
支給停止決議 
支給停止解除決議 

控除 ・支給停止決議 

支払決議 ・支給停止解除決議   
第一当事者等に 通知・支払 

第一当事者等に 通知・支払 

過失割合の判断 

求償差し控え 基準該当の有無の 判断 
( 第三者行為災害事務取扱手引 91 ぺージ 参且の 

( 求償する場合 ) ( 求償しない場合 ) 

保険給付 ( 求 債権 取得・債権 発生 ) 差し控え事案に 係る 求 債権 取得 ( 債権 発生 ) 
通知の作成 通知吉の作成 
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( 求償しない場合 ) 

債権 確認決定決議 

求 債権 行使の差し控えの 凝 
  

求償差し控え 事案に係る債権 管理簿の作成 

  

0  局の業務 

( 求償する場合 ) 

調査確認 

・過失割合の 決定 

・損害賠償額の 算出 

・資力 謂査 

債権 確認調査決定決議 

債権 管理 簿 登載 

納入告知書の 送付 

保険会社等 スは 第二当事者等                                                                     

( 応伍 する場合 )         

債権 管理 ( 送付 )   
@
 

  
合
 
)
 

場
 
 
 
@
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6  審査請求及 び 再審査請求の 受付業務 

( 参考 : 「労災保険審査請求事務取扱手引」平成 10 年 3 月 )     
; 監督署を経由して 審査請求又は 再審査請求がなされる 場合 ;   
労働基準監督署   
事情聴取・説明 

  留 
田 請求人に認められた 審査請求等の 権 利の行使を制 

約しないこと。 

意 
(2) 請求人が、 監督署長の処分を 不服とする理由等を 

十分に聴くこと。 

事 
(3) 監督署長の処分理由について 十分に説明するこ 

とり 

項 
(4) 労災保険制度の 趣旨、 目的、 手続、 内容等にっ い 

ても説明すること。 

  

受 付 Ⅲ 請求を受け付けた 時期を明らかにすることぐ 受付日付 印の 

押印 ) 。 

留 
(2) 請求書の記載に 不備があ る場合、 審査官等の補正命令の 対 

象 とならないように、 可能な限りの 訂正を行わせるよう 努め 

ることり 

(3) 請求書の記載については、 懇切丁寧に指導すること ( 請求 

急 書の記載 何 等の参照 ) 。 
(4) 申 出人が請求人本人か 代理人かを確認し、 申出人が代理人 

の場合には、 請求人の委任状が 必要であ ること。 

事 (5) 審査請求は、 書面又は口頭により 行えるが、 再審査請求で 
は 、 口頭による請求が 認められていないこと。 

(6) 口頭にょり審査請求がなされた 場合には、 聴取書 ( 審査 請 

頃 (7) 来様式第 受付を行えるのは、 2 号 ) を作成すること。 請求人の住所を 管轄する監督署又は 原 

処分をした監督署であ ることり 

(8) 必要に応じて 審査官と十分に 連絡をとること。 

送 付 - 

  留 Ⅲ 審査官又は審査会に 速やかに送付すること。 
垂 
息， 

事 
(2) 申 出人が代理人の 場合には、 請求人の委任状もあ 

項 わせて送付すること。 
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7
 窓口における 基本的接遇 

ぐ 

Ⅲ 窓口での応対の 仕方 

イ 相談者来訪時の 心得 

相談者が最初に 接するのが窓口であ り、 そこでの印象が 労働基準行政全 
体のイメージを 作ることとなるので、 窓口での応対の 重要性を認識するこ 
とが大切であ る。 

窓口においては、 次の点についての 注意が必要であ る。 

ヒ ) 相談者を待たせない。 

悼 ) 常に親切な気持ちを 忘れずに接する。 

け 正しい礼儀で 接する。 
㈲ 積極的な態度で 相談者の意図を 確実にっかむ。 

口 言葉づかい 

相談を受けるに 当たっては、 言葉づかけに 十分注意を払わなければなら 
ない。 言葉の使い方によって、 相談者が好感や 悪感情を抱くよ う になり、 

相談が円滑に 進んだり、 進まなかったりするようになる。 そこで、 言葉の 

使い方について、 次の点に注意する 必要があ る。 

ヒ ) はきはきと、 正しく、 分かりやすく、 感じのよい言葉を 使う。 
伸 ) 柏手に誤解されたり、 柏手に不快感を 与えるような 言葉づかいをしな 

い 。 

クラ 専門用語はなるべく 避け、 親しみやすい 言葉を用いるようにする。 

八 相談内容の聴取に 当たっての注意事項 

ヒ ) 話しやすい雰囲気をつくる。 
同 相談者の話をよく 聴く。 
け 柏手の立場を 理解する。 
㈲ 必要な質問を 行 う 。 以下についても 確認する。 

a  労災の相談かどうか 

異なる場合は 他の担当者へ 

b  事案の内容 
c  被災者の氏名、 勤務先等 
d  災害発生の日時 
e  災害発生の場所 
士 災害発生の状況 

9  相談者の氏名、 住所等 
㈲ 労災請求事案かどうかの 確認 

該当する事案であ れ ば、 請求方法等をリーフレットを 使用するなどに 
ょり説明 

㈲ 相談内容をメモする。 

一 回答に当たっての 注意事項 

相談に対する 回答については、 まず、 自ら処理すべき 事項かどうか 判断 

する。 自ら処理すべき 事項については、 専門用語はなるべく 避け、 分かり 
やすい言葉で 説明する。 自ら処理すべき 事項ではなく、 上司の判断を 必要 
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とする事項や 即答すべきではない 事項については、 例えば、 後日上司の判 

断を得た上で 回答する等説明し、 相手の了解を 得るようにする。 

(2) 電話での応対の 仕方 

電話は相手の 顔が見えないだけに、 その受け方に 気を付けなければ、 かけ 

てきた柏手に 不愉快な気持ちを 与えたり、 応対の仕方によっては 行政の信用 
を 失 う ことにもなりかれない。 そのため、 適切かっ柏手に 好感を持たれるよ 
う な、 応対を心がける 必要があ る。 

イ ベルが鳴ったらすぐに 出ること。 

ベルが鳴ったら、 電話機の近くにいる 者がすはやく 受話器を取り 上げ 
る 。 すぐに出られなかった 場合には、 「お待たせしました」と 一言詫びるよ 
う にする。 

口 受話器を取ったら 先ず名乗ること。 

受話器を取ったら、 先にこちらの 役所名、 課各等を名乗る。 

八 相手を確認してあ いさつをすること。 

相手の名前等を 確認、 し 、 あ いさつする。 

=  用件を正確に 聞くこと。 

用件は必ずメモを 取りながら正確に 聞き取るⅠ 5WlH の要素にしたがっ 

て 要領よく要点をメモするⅠ聞きもらしたこと、 不明確なこと 等は、 その 
都度確認する。 

木 返答に時間がかかるときは 理由を告げて 相手の意向を 確かめること。 
相談や間合わせの 内容が 、 調べたり、 内部で確認する 必要があ る場合 

等、 直ちに返答できない 場合は、 事情を説明し、 そのまま待ってもらえる 
か 、 こちらからかけ 直すのか、 柏手の意向を 確認する。 そのまま待っても 
ろう 場合でもできるだけ 早く対応するようにすること。 

へ 取り次ぎは迅速・ 確実にすること。 

相手から名指しで 依頼された場合、 自分の担当以外の 問題の場合等は 電 
話を取り次ぐ 必要があ るが、 その場合、 柏手を待たせないよう 迅速に取り 
次ぐことり取り 次ぎに時間がかかる 場合は理由を 告げて改めてかけ 直すよ 

うにする。 また、 取り次ぎを受けた 場合は、 すぐ電話に出るようにする。 
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(3) 集団陳情等での 応対の仕方 

被災労働者等の 支援団体や労働組合等から 集団陳情等の 形で行政運営に 関 ， 
する様々な要請がなされることがあ る。 行政としてはこれらの 要請に対して 

誠意をもって 応対する必要があ るが、 陳情者等との 無用の混乱を 避けるため 
に ち 、 次の点に留意する 必要があ る。 

ィ 窓口を一本化し、 担当者が責任をもって 調整に当たること。 

ロ 日時、 場所、 内容、 人数、 時間、 秩序等についてあ らかじめ約束するこ 
と 。 

ハ 役割分担の決定、 想定問答の作成等対処方針を 検討すること。 
二 本省、 局、 署、 関係機関等との 連絡を密にし、 取扱い等に 卸臨 のないよ 

うにすること。 

ホ 必要に応じて、 庁舎管理、 警備等の問題について 関係機関との 打合せを 
行うこと。 

へ 集団陳情 時 

㈲集団陳情は、 勤務 日 、 勤務時間内に 受けること。 

㈲必ず責任者 ( 例えば、 局にあ っては課長、 署にあ っては署長・ 課長 ) @ 

を 含め複数で応対すること。 

の 発言は、 慎重かっ的確に 行い、 言葉尻をとらえられたり 誤解を与える 

ような不用意な 発言は行わないこと。 

㈲ フライバシ一に 係わる事項等守秘義務に 係わる事項についての 発言は 

行わないこと。 

㈲将来、 裁判に提出される 恐れがあ るので、 覚書等の文書の 提出の求め 
には応じないこと。 

㈹ 相手方の主張する 事項については、 確認、 しないまま鵜呑みにしないこ 

と 。 

( ト ) 他の来序者への 迷惑とならないように 気をつけること。 
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8
 法令等規定文の 用語の解説 

「推定する」と「みなす」とは、 日常の文章では、 さして違いはあ りません 
が、 法令等の文章では、 はっきりとした 使い分けがあ ります。 こうしたものを 
いくつか説明します。 

O  以上・以下・ 超える ( 超過 ). 満たない ( 未満 ) 

以上・以下は、 どちらも基準点を 含み、 超過・未満は 基準点を含みません。 
したがって、 「 10 円以上」といえば、 10 円を含みます。 「 10 円を超え」と い え 

は 、 10 円を含みません。 

0  以前・以後・ 前 ・ 後 

以前・以後は、 どちらも基準点を 含み、 前 ・後は基準点を 含みません。 した 
がって、 「 4 月 1 日以前」なら、 4 月 1 日 までのことであ り、 「 4 月Ⅰ目前」 な 

ら 3 月 31 日までのことです。 

0  以内・以外 
以内も以上と 同じく、 基準点を含みます。 したがって 、 「 7 日以内」なら、 7 

日も含みます。 しかし、 以外については 別で、 「関係者以覚は 出入り禁止」は、 
「関係者のほかは……」の 意味で「関係者」を 含みません。 

0  並びに・及び 
田 っほ げる語句が 2 個のときは ; 

A 及び B 

(2) っ なげる語句が 3 個以上のときは ; 

A 、 B 、 C 及び D 

(3) っ なげる語句に 段階があ るときは、 大きなつなぎに「並びに」を 小さな っ 

なぎに「及び」を 使用します。 

手当て及び宿泊費並びにその 支給方法 

0  又は・若しくは 
  

(1) 並ぶ語句が 2 個のときは ; 

A 又は B 

(2) 並ぶ語句が 3 個以上のときは ; 

A 、 B 、 C 又は D 

(3) 並ぶ語句に段階があ るときは、 大きなっなぎに「 スは 」を使用し 、 小さな 

っ なぎに「若しくは」を 使用します。 

中学校、 小学校、 若しくは養護学校の 校長又は幼稚園の 園長 

0  適用・準用 
「適用」とは、 規定や規則をそのまま 当てはめて用いるという 意味で、 「 準 

用」とは、 あ る規定を別のことに 置き換えて適用するという 意味です。 

0  みなす・推定する 
「みなす」は、 あ るものをもともと 性質の違 う 別のものと法律的に 同一視す 

ることであ り、 「推定する」は 、 「みなす」ほど 強くなく、 反証があ れば、 その 
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推定を覆すことができます。 

0  その他・その 他の 

「その他の」は、 「内閣総理大臣その 他の国務大臣」のように、 内閣総理大臣 
は 国務大臣の一部で、 一例として前に 出ているような 場合に使用します。 

「その他」は、 「賃金、 給料その他これに 準ずる収入」のように、 例示ではな 

く 「及び」と同様と 解釈してもかまいません。 

0  場合・とき・ 時   
で 小さいほ う を「とき」とします。 

また、 「相続開始の 時」、 「事故のとき」のように、 時刻・時期などをはっきり 
させたいときは「 時 」を使用し、 不特定なときは「とき」を 使用します。 

0  ところ・ 所 
「 見通しのよい 所に」、 「現在のところ」のように、 場所の意味については 

「 所 」を使用します 一 俺 

0  物 ・ 者 ・もの 
「 物 」は形のあ る物体に、 「 者 」は人問や法人に 、 「もの」は、 抽象的なもの 

や物や者に限定を 加えたときにも 使用します。 

( 例 ) 
・・・所有に 属する 物 
・・・の行為をした 者 

人間というものは・・   

2Q 歳 以上の者で、 住居を有するものは・・     

@/@@@@@ 

Ⅰ
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労働者災害補償保険制度の 概要 
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( 療養査の全額 ) 

療養のため休 が 湧牲く 休業 4 日目から休業 1 日にっき休業 給 

保険給付 柴 する場合     行基礎日額の 60% 
8,938 億円 

      (13 年度予算 )   
  

休業 
貸金変動 1Q% 超 

年金・一時金 
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世族数に応じ 年金給付基礎日額の 153 
口 分～ 245 日分の年金   

自動賃金スラ 
イド十片Ⅰ 

て 毎年スライド ノ   
      

    ） 

（ 

脳血管及 び 心臓の状態を 把握するための 二 
次 健康診断及び 医師等に よ る特定保健指導   

社会復帰促進事業 ( 義肢等の支給、 労災病院等の 投 置 ・運営 等 ) 

労働福祉事業 
被災労働者等援護事業 ( 特別支給金、 労災就学等援護寅の 支給等 ) 

2,947 億円 
安全衛生確保事業 ( 労働災害防止対策の 実施、 産業医学の振興等 ) 

(13@j@@) 労働条件確保事業 ( 末弘集金の立 替払 専業等 ) 

惟 ] . 給付基礎日額とは、 原則として被災前直前 3 ；月間のま 金 総額をその期間の 暦日数で除した 
額 ( 最低保 障額 4,250 円 ) であ る。 

・年金給付及び 長期 (1 年 6 ；月経過 ) 療養者の休業補償給付に 係る給付基礎日額については、 
年齢階層ごとに 鼓低 ・最高限度額が 設定されている。 
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 労災保険給付及び 特別支給金の 概要 

支給手白 保 険 給 付 特 Ⅰ 月 支 給 金     休業特別支給金 ( 休業 4 日目から ) 

黄金を受けない 場合 t 日につき 原貝 Ⅱとして給付基礎日額 く 注 1) の 60% 1 日につき 原貝 Ⅱとして給付基礎日額の 20% 
肋 ( 療養 1 年 6 か月経過後 ) 畑 

( 注 3  )  の 313 日 分 

      
業務上の事由 (X は 通 

勤 ) に よ る負傷 スは疾 ～ 

  

津 基礎日額の 503 日 分 時 障害等級第 8 級 65 万円     
障害等級 第 lm 級 29 万円   障害等級 第は級 20 万円 

時 陪 官等級第 13 級 給付基礎日額の 101 日 分 障害等級 第 lm 級 14 万円 
金 障害等級 第 lm 級 給付基礎日額の 56 日 分 障害等級 第 LM 級 8 万円 

日 245 

年 
金 

  
算定基礎日額に 読み替えて算出し 
た 額を支給する。   

別 算定基礎日額の 223 日 

分   
へ イ "" 
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疾病で年金を 

受給している 

考で介護を要 

する場合 

事業主が実施する 

定期健康診断等の 
桔果 、 脳・心臓疾患 
に 関連する一定の 
項目く血圧、 血中指 

質 、 血糖、 肥満 度 ) 
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① 常時介護を要する 者 
介護の寅用として 支出した 額 (108.300 円を上限 ) を支給す   
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②
 
① 二次健康診断 

脳血管及び心臓の 状憩を把握するために 必要な検査 
② 特定保健 指め 

二次健康診断の 結果に基づき、 脳スは 心臓疾患の発症の 予 
防を図るため 医師等に ょ 0 行われる保健 指め ( 栄養 指め 、 
運動指導、 生活 指め ) 

特 ⅡⅡⅡ 月 支 給 金   
遣 族 175 日 分 

族 特 
2 人 算定基礎日額の 

201 日 分 
特 

ⅡⅡ 月 ， 3 人 算定基礎日額の 
ⅡⅡ ル 申 （ @ Ⅰ 年 223 日 分 
支 

金 
4 人以上 算定基礎日額の 

給 300 万円 245 日 分 

金 

（ 
沖 

  族 遺族 ( 補償 ) 一時金の受給権 者 

時 
特 に対して給付基礎日額を 算定基 

金 
別 礎 日額に読み替えて 算出した 額 

） 一 を支給する。 

時 
金 

く 注 1) 給付基礎日額二平均皮金相当額 ( ただし、 最低保障額 4,250 円 ) 

平均賃金 = ( 
算定事由発生日以前 8 か月間の賃金の 総額 

3 ；，月間の総暦日数 
  

0  年金給付及び 長期 (1 年 6 か 月経過 ) 療養者の休業補供給付 
に係る給付基礎日額には、 年齢階 層 ごとに最低・ 最高限度額が 
設定されている。 

( 注 2) 遺族 ( 補償 ) 年金受給資格者 
生計維持関係にあ る遺族のうち 次の者 
① 妻 、 ② 55 歳以上の夫、 父母、 祖父母、 ③ 18 歳に達する日以 
後の最初の 3 月 31 日 までの間にあ る子、 孫、 ④ 18 歳に達する 
日以後の仮初の 3 月 31 日までの間にあ るか又は 55 歳以上の兄 
弟 姉妹、 ⑤一定の障害の 状態にあ る夫、 子、 父母、 孫、 祖父 
母、 兄弟姉妹 

( 注 3) 算定基礎日額とは、 負侮スは 発病の以双一年間に 当該労働者 
に対して支払われたボーナス 等特別給与の 一定額を 365 で除し 
たもの。 

く 注 4) 金額は平成 14 年 1 月 1 日現在のものであ る 0 

  認め劣れた 鳴杏 - l 行 l   



3  障害等級 表 

労働者災害補償保険法施行規則 

別表第一 障害等級 表 ( 第 14 条、 第 15 条、 第 18 条の 8 関係 ) 

障害等級 

第 1 級 

第 2 級 

第 3 級 

第 4 級 同 213 日 分 

身 体 陣 亘圭 

1  両眼が失明したもの 

2  そ しゃく及び言語の 機能を廃したもの 

3  神経系統の機能 スは 精神に著しい 障害を残し、 常に介 

護を要するもの 

4  脾腹 部臓器の機能に 著しい障害を 残も 、 常に介護を要 

するもの 

5  削除 

6  面上肢をひじ 関節以上で失ったもの 

7  面上肢の用を 全廃したもの 

8  両下枝をひざ 関節以上で失ったもの 

9  両下肢の用を 全廃したもの 

1  1 眼が失明し、 他 眼の視力が 0 ． 02 以下になったもの 

2  両眼の視力が 0 ． 02 以下になったもの 

2 の 2  神経系統の機能又は 精神に著しい 障害を残し、 随 

時介護を要するもの 

2 の 3  胸腹 部臓器の機能に 著しい障害を 残し、 随時介護を要 

するもの 

3  面上枝 を腕 関節以上で失ったもの 

4  両下肢を足関節以上で 失ったもの 

1  1 眼が失明し、 他 眼の視力が 0 ．㏄以下になったもの 

2  そ しゃく又は言語の 機能を廃したもの   

3  神経系統の機能又は 精神に著しい 障害を残し、 終身 労 

務に 服することができないもの 

4  胸腹 部臓器の機能に 著しい障害を 残し、 終身労務に 服 

の
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@ 1  両眼の視力が 0 ・ 06 以下になったもの 

  2  そ しゃく及 び 言語の機能に 著しい障害を 残すもの 

l 3  両耳の聴力を 全く失ったもの 

A  l 上肢をひじ関節以上で 失ったもの 

5  1 下肢をひざ関節以上で 失ったもの 
6
7
 

  

両手の手指の 全部の用を廃したもの 

両手をリスフラン 関節以上で失ったもの 

(
 

@
@
@
@
 
忘
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1  1 眼が失明し、 他 眼の視力が 0 ． 1 以下になったもの 

1 の 2  神経系統の機能又は 精神に著しい 障害を残し、 特 

に軽易な労務以覚の 労務に服することができないもの 

1 の 3  胸腹 部臓器の機能に 著しい障害を 残し、 特に軽易 

な 労務以外の労務に 服することができないもの 

2  1 上肢を腕関節以上で 失ったもの 

3  1 下肢を足関節以上で 失ったもの 

4  1 上肢の用を全廃したもの 

5  1 下肢の用を全廃したもの 

6  両足の足指の 全部を失ったもの 

1  両眼の視力が 0 ． 1 以下になったもの 

2  そ しゃく又は言語の 機能に著しい 障害を残すもの 

3  両耳の聴力が 耳に接しなければ 大声を解することがで 

きない程度になったもの 

3 の 2  U 耳の聴力を全く 失い、 他 耳の聴力が 4(M センチメー 

トル以上の距離では 普通の話声を 解することができない 

程度になったもの 

4  せき柱に著しい 奇形 スは 運動障害を残すもの 

5  1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 

6  1 下枝の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 

7  1 手の 5 の手指 スは 母指及び示指を 含み 4 の手指を失っ 

たもの 

1  1 眼が失明し、 他 眼の視力が 0 ． 6 以下になったもの 

2  両耳の聴力が 40 センチメートル 以上の距離では 普通の 

話声を解することができない 程度になったもの 

2 の 2  1 耳の硅 力 を全く失い、 他其 の聴力が 1 メートル 

以上の距離では 普通の話声を 解することができない 程度 

になったもの 

3  神経系統の機能又は 精神に障害を 残し、 軽易な労務以 

外の労務に服することができないもの 

4  削除 

5  胸腹 部臓器の機能に 障害を残し、 軽易な労務以覚の 労 

務に服することができないもの 

6  1 手の母指及び 示指を失ったもの 又は母指若しくは 示 

指を含み 3 以上の手指を 失ったもの 

7  1 手の 5 の手指 X は母指及び示指を 含み 4 の手指の用を 廃 

したもの 

8  1 足をリスフラン 関節以上で失ったもの 

9  1 上肢に 仮 関節を残し、 著しい運動障害を 残すもの 

10  1 下肢に 仮 関節を残し、 著しい運動障害を 残すもの 

11  両足の足指の 全部の用を廃したもの 

12  女性の外ぼうに 著しい醜状を 残すもの 

13  両側のこう丸を 失ったもの 
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級
 

級
 

9
 

8
 

第
 

第
 

給付基礎日額 

の 503 日 分 

分
 

日
 

9
1
 

3
 

同
 

1  1 眼が失明し 、 又は 1 眼の視力が 0 ・ 02 以下になったもの 

2  せき桂に運動障害を 残すもの 

3  1 手の母指を含み 2 の手指を失ったもの 

1 手の母指及び 示指 X は母指若しくは 示指を含み 3 以 

上の手指の用を 廃したもの 

5  1 下肢を 5 センチメートル 以上短縮したもの 

6  1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 

7  1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 

8  1 上肢に 仮 関節を残すもの 

9  1 下肢に 仮 関節を残すもの 

10  1 足の足指の全部を 失ったもの 

11 ひ臓 又は 1 側のじん臓を 失ったもの 

Ⅰ 両眼の視力が 0 ． 6 以下になったもの 

2  1 眼の視力が 0 ． 06 以下になったもの 

3  両眼に半盲症、 視野狭さく又は 視野変状を残すもの 

4  両眼のまぶたに 著しい欠損を 残すもの 

5  鼻を欠損し、 その機能に著しい 障害を残すもの 

6  そ しゃく及び言語の 機能に障害を 残すもの 

6 の 2  両耳の時 力が 1 メートル以上の 距離では普通の 話 

声を解することができない 程度になったもの 

6 の 3  1 耳の聴力が耳に 接しなければ 大声を解すること 

ができない程度になり、 他其 の聴力が 1 メートル以上の 

距離では音通の 話声を解することが 困難であ る程度になっ 

たもの 

7  1 耳の聴力を全く 失ったもの 

7 の 2  神経系統の機能 X は精神に障害を 残し、 服するこ 

とができる労務が 相当な程度に 制限されるもの 

7 の 3  胸腹 部臓器の機能に 障害を残し、 服することがで 

きる労務が相当な 程度に制限されるもの 

8  1 手の母指を失ったもの、 示指を含み 2 の手指を失っ 

たもの又は母指及び 示指以覚の 3 の手指を失ったもの 

9  1 手の母指を含み 2 の手指の用を 廃したもの 

10  1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を 失ったもの 

11  1 足の足指の全部の 用を廃したもの 

12 生殖器に著しい 障害を残すもの 
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第 10 級 

第 lm 級 

第 ¥m 級 分
 

分
 

分
 

日
 

日
 

日
 

6
 

4
 
り
 り
 

2
 

5
 

2
 

0
 

1
 

2
 

3
 

同
 

同
 

同
 

の
を
 

な
 

 
 

5
 

4
 

1
2
3
3
 

1 眼の視力が 0 ． 1 以下になったもの 

そしゃく又は 言語の機能に 障害を残すもの 

14 由以上に対し 歯科 補 てつを加えたもの 

@2  両耳の聴力が 1 メートル以上の 距離では普通の 

解することが 困難であ る程度になったもの 

1 耳の聴力が耳に 接しなければ 大声を解することが 
い 程度になったもの 

1 手の示指を失ったもの ス は母指及び示指以覚の 2 

i を失ったもの 

1 手の母指の用を 廃したもの、 示指を含み 2 の手指の用 佐 

もの又は母指及び 示指以覚の 3 の手指の用を 廃したもの 

1 下肢を 3 センチメートル 以上短縮したもの 

1 足の第 1 の足指 X は他の 4 の足指を失ったもの 

1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に 苦しい障害を 残すも 

1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に 著しい障害を 残すも 

声
き
 
手
し
 

の
の
 

 
 

話
 

で
の
 
廃
 

1  両眼の眼球に 著しい調節機能障害又は 運動障害を残す t 

2  両眼のまぶたに 著しい運動障害を 残すもの 

3  1 眼のま ぶ たに著しい欠損を 残すもの 

3 の 2  10 由以上に対し 歯科 補てっ を加えたもの 

3 の 3  両耳の聴力が 1 メートル以上の 距離では小声 

ることができない 程度になったもの 

4  U 耳の聴力が 40 センチメートル 以上の距離では 音 

声を解することできない 程度になったもの 

5  せき桂に奇形を 残すもの 

6  .1 手の中指又は 薬指を失ったもの 

7  1 手の示 f 旨の用を廃したもの 又は母指及び 示指似 

の手指の用を 廃したもの 

8  1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の 用を廃し 

9  胸腹 部臓器に障害を 残すもの 

1  1 眼の眼球に著しい 諸姉機能障害 スは 連動障害を残す t 

2  1 眼のまぶたに 著しい運動障害を 残すもの 

3  7 歯 以上に対し歯科捕て っ を加えたもの 

4  1 耳の耳かくの 大部分を欠損したもの 

5  鎖骨、 胸骨、 ろく 骨 、 肩こ う骨 又は骨盤 骨 に著し 

  を 残すもの 

6  1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に 障害を残す 

7  1 下枝の 3 大関節中の 1 関節の機能に 障害を残す 

8  具 管骨 に奇形を残すもの 

9  1 手の中指又は 薬 f 旨の用を廃したもの 

10  1 足の第 2 の足指を失ったもの、 第 2 の足指を含み 20 

失ったもの X は第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの 

11  1 足の第 1 の足指又は他の 4 の 足 f きの用を廃した 

12 局部にがん 固 な神経症状を 残すもの 

13 男性の覚ぼうに 著しい醜状を 残すもの 

14  女性の外ぼうに 醜状を残すもの 

3 の 

を解 

通の 

外の 

た ち @ 

  
) の 

い奇 

の
の
 

も
も
 

) 足指 

もの 

を
 

形
 

2
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一
 

す
話
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第 13 級 

第 14 級 

1  1 眼の視力が 0 ． 6 以下になったもの 

2  1 眼に半盲症、 視野狭さく ス は視野変状を 残すもの 

3  両眼のまぶたの 一部に欠損を 残し ス は ま つげはげを残すもの 

3 の 2  5 由以上に対し 歯科 補 てつを加えたもの 

4  1 手の小指を失ったもの 

5  1 手の母指の f き 骨の一部を失ったもの 

6  1 手の示指の指骨の 一部を失ったもの 

7  1 手の示指の末関節を 屈伸することができなくなったもの 

8  1 下肢を 1 センチメートル 以上短縮したもの 

9  1 足の第 3 の足指以下の 1X は 2 の足指を失ったもの 

10  1 足の第 2 の足指の用を 廃したもの、 第 2 の足指を含 

み 2 の足指の用を 廃したもの又は 第 3 の足指以下の 3 の 

足指の用を廃したもの 

1  1 眼のまぶたの 一部に欠損を 残し、 又はまっ げ はげを 

残すもの 

2  3 歯 以上に対し歯科 補 てつを加えたもの 

2 の 2  1 耳の時 力が 1 メートル以上の 距離では小声を 解 

することができない 程度になったもの 

3  上肢の露出面にてのひらの 大きさの醜いあ とを残すもの 

4  下肢の露出面にてのひらの 大きさの醜いあ とを残すもの 

5  1 手の小指の用を 廃したもの 

6  1 手の母指及び 示指以覚の手指の 指骨の一部を 失ったもの 

7  1 手の母指及び 示指以覚の手指の 大曲節を屈伸するこ 

とができなくなったもの 

8  1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を 廃したもの 

9  局部に神経症状を 残すもの 

10 男性の覚 はう に醜状を残すもの 

備考 

1  視力の測定は 万国主 試 視力表による。 屈折異常のあ るものについては 矯正視力について 測定する。 

2  手指を失ったものとは、 母指は指関節、 その他の手指は 第一指関節以上を 失ったものをいう。 

3  手指の用を廃したものとは、 手指の末節の 半分以上を失い、 又は中手指 節 関節若しくは 第 

一指 H 節 ( 母 y きにあ っては 指 関節 ) に著しい連動障害を 残すものをいう。 

4  足指を失ったものとは、 その全部を失ったものをいう。 

  足指の用を廃したものとは、 第一の足指は 末節の半分以上、 その他の足指は 末関節以上を 

失ったもの又は 中足指 節 関節若しくは 第一指 H 節 ( 第一の足指にあ たっては 指 関節 ) に著し 

い運動障害を 残すものをいう。 
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4  傷 病 等 級 表 

労働者災害補償保険法施行規則 

別表第二 傷病等級 表 ( 第 18 条関係 ) 

  

傷病等級 

第 1 級 

第 2 級 

第 3 級 

備考 

給付の内容 

当該障害の状 

態 が継統して 

いる期間工手 

ほ つき給付 基 

礎 日額の 

313 日 分 

同 277 日 分 

同 245 日 分 

障 害 の 

  
状 態 

1  神経系統の機能 X は精神 

護を要するもの 

2  胸腹 部臓器の機能に 著し 

するもの 

常
に
 
介
 

  要
 

を
 

護
 

介
 

 
 

し
 

 
 

常
 

有
 

を
 

し
 

害
 

有
 

障
 

 
 

@
 Ⅰ
 

を
 

し
 

害
 

障
 

著
 

 
 

 
 

Ⅰ
 

 
 

3
4
5
6
7
8
9
 

両眼が失明しているもの 

そしゃく及び 言語の機能を 廃しているもの 

雨 上肢をひじ関節以上で 失ったもの 

面上肢の用を 全廃しているもの 

両下肢をひざ 関節以上で失ったもの 

両下肢の用を 全廃しているもの 

前 各号に定めるものと 同程度以上の 障害の状態にあ るもの 

l
 
Ⅰ
 
ム
 

神経系統の機能又は 精神に著しい 障害を有し、 随時分 

る
 

す
 

要
 

を
 

護
 

もの 

2
 胸腹 部臓器の機能に 著しい障害を 有し、 随時介護を要 

するもの 
3
 両眼の視力が 0 ． 02 以下になっているもの 

4  面上肢を   腕 関節以上で失ったもの 

5
 両下肢を足関節以上で 失ったもの 

6  所各号   に 定めるものと 同程度以上の 撞害の状態にあ るもの 

1  神経系統の機能又は 精神に著しい 障害を有し、 常に労 

務に服することができないもの 

2  脾腹 部臓器の機能に 著しい障害を 有し、 常に労務に服 

することができないもの 

3  1 眼が失明し、 他 眼の視力が 0 ． 06 以下になっているもの 

4  そ しゃく又は言語の 機能を廃しているもの 

5  両手の手指の 全部を失ったもの 

6  第 1 号及び第 2 号に定めるもののほか 常に労務に服す 

ることができないものその 他前各号に定めるものと 同程 

度以上の障害の 状態にあ るもの 

1  視力の測定は 万国 式試 視力表による。 屈折異常のあ るものについては 矯正視力に 

2
 手指を   失ったものとは、 母指は指関節、 その他の手指は 第一指関節 以 

つい て 測定する。 

上を失ったものをい つ ・ 
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6  介護 ( 補償 ) 給付の支給要件となる 障害の程度の 区分 

( 障害等級 ) 

介護 ( 補償 ) 給付の障害の 程度の区分 
障害の程度 ( 級 ・音別 ) 

常時介護 随時介護 

精神神経障害 3 号 ( 精神神経障害・ 常時介護 )   O   
胸腹 部臓器障害 4 号 ( 胸腹 部臓器障害・ 常時介護 O 

1 号 ( 両眼失明 ) O   
2 号 ( 咀彊 言語機能用 廃 ) O   
5 号 ( 半身不随 現行法では 削弗 O   
6 号 ( 市上肢ひじ関節以上亡失 ) O   

1 7 号 ( 面上肢 用廃 ) O   
8 号 ( 両下枝ひざ関節以上亡失 ) O 

O 

級 
精神神経障害 胸腹 部臓器 障                                               両 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
害 以外の者         ・ 4 号 十 他の障害 O   

        両眼失明 +1 . 2 級障害 O   
O   

; 上記以外 O   
; その他これらと 同等の介護を 

; 要する状態と 考えられるもの 
( 一定の範囲について 本省に照会 ) 

精神神経障害 2 一 2 ( 精神神経障害・ 随時介護 ) O   
脾腹 部臓器障害 2 一 3 ( 胸腹 部臓器障害・ 随時分譲 O 

1 号 ( 一眼失明・地唄 0 ． 02 以下 ) 
2   

2 号 ( 両眼 0 ． 02 以下 )   
併合 ; 2 一 2 . 2 一 3 号十 地 の障害   
準用 i 上記以外 
  

( 注 1) 介護料を受給していた 者については 常時介護とする。 

( 注 2) 斜線は不支給を 表す。 なお、 3 級以下には支給しない。 
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( 傷病等級 ) 

障害の程度 ( 級 ・ 号 8u) 

精神神経障害 1 号 ( 精神神経障害・ 常時介護 )   
胸腹 部臓器障害 2 号 ( 脾腹 部臓器障害・ 常時分譲 

3 号 ( 両眼失明 )   
4 号 ( 咀哺 言語機能用 廃 )   
5 号 ( 面上肢ひじ関節以上亡失 )   
6 号 ( 面上肢 用廃 )   
7 号 ( 両下肢ひざ関節以上亡失 )   

1 
8 号 ( 両下肢 用廃 )   

精神神経障害 9 号 く前 各号に定めるものと 同程度 

級 
胸膜部臓器 樟 以上の樟害の 状態にあ るもの )   
害 以外の者 1   ・ 2 号 十 他の障害   

        両眼失明 +1 . 2 級障害   
; 市上肢及び両下肢が 亡失 ス 

    ; は 用廃   
      上記以外   
; その他これらと 同等の介護を 

        要する状態と 考えられるもの 

精神神経障害 1 号 ( 精神神経障害・ 随時介護 )   
胸腹 部臓器障害 2 号 ( 脾腹 部臓器障害・ 随時分 蕾 

3 号 ( 両眼 0 ． 02 以下 )   
2 4 号 ( 市上肢 腕 関節以上亡失 )     
級 脾腹 部臓器 樟 6 号 ( 前 各号に定めるものと 同程度 

害 以外の者 以上の障害の 状態にあ るもの )   
1   ・ 2 号十地の障害   
; 上記以外 

介護㎝ 償 ) 給付の障害の 程度の区分 

常時介護 随時介護 

O   
O 

O   
O   

O   
O   

O   
O     

O   
  O   
O   

O   
( 一定の範囲について 本省に照会 ) 

O     
O 
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7  保険給付請求権 の時効 

( 労災保険法第 42 条 ) 
  

各保険給付請求書 権 利の発生及び 時効の起算日 消滅期間 療養 る療養の費用 ( 補償 ) 給付た療養の の翌日から進行 費用の支出が 具体的に確定した 都度発生し、 そ 
2 年 

休業 ( 補償 ) 給付 
療養のため労働することができないため 賃金を受けな 

い 日ごとに発生し、 その翌日から 進行 
2 年 

障害 ( 補償 ) 給付 当該傷病の治った 日に発生し、 その翌日から 進行 5 年 

障害 額一時金 ( 補償 ) 年金差 労働者の死亡した 日に発生し、 その翌日から 進行 
5 年 

障害 払一時金 ( 補償 ) 年金前 当該傷病の治った 日に発生し、 その翌日から 進行 
2 年 

遺族 ( 補償 ) 年金 労働者が死亡した 日に発生し、 その翌日から 進行 5 年 

遺族 払一時金 ( 補償 ) 年金前 労働者の死亡した 日に発生し、 その翌日から 進行 
2 年 

葬祭料 x は葬祭給付 労働者の死亡した 日に発生し、 その翌日から 進行 2 年 

傷病 ( 補償 ) 年金 
請求によって 行われるものでないから、 時効の問題は 
生じない 

介護 ( 補償 ) 年金 支給事由が生じた 月の翌月の初日から 進行する。 2 年 

支給事由となる 一次健康診断の 結果を承知し 得る日の 

二次健康診断等給付但し、 翌日から進行する。 一次健康診断を 受けた日から 3 箇月以内に請求 2 年 

しなければならないことに 留意すること。 

注 1  指定医療機関の 診療費請求権 、 指定薬局の薬剤費請求権 の時効及び健診給付病院等 

の健診 費 請求権 は 3 年 ( 民法第 170 条 ) であ る。 ただし、 公立医療機関の 場合は 5 年 

( 地方自治法第 236 条 ) であ る。 

2  保険給付請求権 の時効は、 援用を要せず、 また、 その利益を放棄することができな 

い ( 会計法第 31 条 ) こととなっている。 

3  既に支給決定のあ った保険給付支払請求権 ( 年金たる保険給付については、 支払 期 

日 ごとの支分権 たる支払請求権 をいう。 ) の時効は 5 年 ( 会計法第 30 条 ) であ る。 

4  時効期間の満了 日 が行政機関の 休日 ( 日曜日、 土曜日、 国民の祝日に 関する法律に 

規定する休日並びに 12 月 29 日から 1 月 3 日までの 日 ) に当たるときは、 行政機関の休 

日の翌日をもって 時効期間が満了するものとして 取り扱うこととなる ( 行政機関の休 

日に関する法律第 2 条参照。 ) 。 
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8
 特別支給金の 申請期間 
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0
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金
金
 

年
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 補

 

補
力
 

（
（
  
 

善
吉
 年
 

陣
陣
 5
 

障害特別一時金 障害 ( 補償 ) 一時金の受給権 者となった日の 翌日から起算して 5 年以内 

遺族特別支給金 労働者の死亡した 日の翌日から 起算して 5 年以内 

遺族特別年金 遺族 ( 補償 ) 年金の受給権 者となった日の 翌日から起算して 5 年以内 
 
 

  遺族特別一時金   遺族 ( 補償 ) 一時金の受給権 者となった日の 翌日から起算して 5 年以内 
  

傷病特別支給金 

傷病特別年金 
及 び 
傷 病 差 額 
特別支給金 

傷病 ( 補億 ) 年金の受給権 者となった日の 翌日から起算して 5 年以内 

傷病 ( 補償 ) 年金の受給権 者となった日の 翌日から起算して 5 年以内 

く
、
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9  労災保険率 表 

( 平成 13 年 4 月 1 日現在 ) 

  

  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
 

8
  

 

  



表
 

率
 

費
 

務
 

労
 

0
 

l
 

在
 

)
 

現
 

日
 

Ⅰ
 l
 
■
Ⅰ
 

月
 

4
 

年
 

3
 

l
l
 

Ⅰ
 

成
 

(
 
平
 

事業の種類の 分類 

建 設 事 業 

事 業 の 種 類 l 請負金額に乗ずる 率 

水力発電施設、 ず い 造寺新設事業 20% 

道路新設事業 21% 

舗装工事業 20% 

鉄道 x は軌道新設事業 23% 

建築事業 ( 既設建築物設備工事業を 除く。 ) 21% 

既設建築物設備工事業   21% 

機械装置の組立て X は据付けの事業 

組立て又は取付けに 関するもの 
その他のもの 

好
 
・
 
イ
 

1
1
 
4
2
 その他の建設事業 24% 

備考 この表の事業の 種類の網目は、 徴収法施行規則別表第 1 ( 労災保険率 表 ) の事業の種 

類の細目のとおりとする。   

賃金総額の算定に 当たっては、 平成 13 年 4 月 1 日に消費税率 5% に対応した労務費率 

に 改定されたことに 伴い、 工事開始時期が 平成 13 年 4 月 1 日以降であ る事業については、 

請負金額に改定後の 労務費率を乗ずるものとし、 工事開始時期が 平成 13 年 3 月 31 日以前 

であ る事業については、 請負金額に 105 分の 103 を乗じて得た 額に工事開始時期に 応じた 

労務費率を乗ずるものとする。 
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Ⅱ 労働者性の判断基準 

雇用契約、 請負契約といった 形式的な契約形式のいかんにかかわらず、 実質的な使用従属 

性を労務提供の 形態や報酬の 労務 対憤 性及びこれらに 関する諸要素をも 勘案して総合的に 判 

断 する必要があ る。 

「使用従属性」に 関する判断基準 

 
 

  

田 「指揮監督下の 方 俺 」に関する判断基準 

ィ 仕事の依頼、 業務従事の指示等に 対する諾否の 自由の有無 

口 業務遂行上の 指揮監督の有無 

㈲ 業務の内容及び 遂行方法に対する 指揮命令の有無 

㈲ 「使用者」の 命令等により、 通常以外の業務に 従事することの 有無 ( 補強要素 ) 

ハ 拘束性の有無 

二 代替性の有無 ( 補強要素 ) 

(2) 報酬の労務 対 慣性の有無 

  

「労働者性」が 問題となる限界的事例について、 「使用従属性」の 判断が困難な 場合には、 

以下の要素を 勘案して総合判断する。 

  

「労働者 佳 」の判断を補強する 要素 

Ⅲ 事業者桂の有無 

4  機械、 器具の負担関係 

口 報酬の額 

(2) 専属性の程度 

ィ 他社の業務に 従事することの 制約の有無 

ロ 報酬に固定給部分があ る等生活補償的要素が 強いと認められるか 否か 

(3)  その他 

イ 報酬について 給与所得としての 源泉徴収を行っているか 否か 

口 労働保険の適用対象としているか 否か 

ハ 服務規律を適用しているか 否か 

ニ 採用、 委託等の際の 選考過程が正規従業員の 場合と同様であ るか否か 

ホ 退職金制度、 福利厚生を適用していること 等「使用者」がその 者を自らの労働者と 認 

隷 していると推譲されるか 否か 

Ⅹ詳しくは、 「平成 8 年 3 月 労働基準法研究会報告」参照のこと。 
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12  給付基礎日額に 関する法令条項の 関係 
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01 項……休業給付基礎日額の 

  

09 条の 2 ……平均給与額の 算定   スライド 

02 項… - 休業給付基礎日額の 09 条の 3 ……年齢階層 

最低限度額と 最高 限 

度額 09 条の 4 ……最低限度額と 最高 

3 項 限度額の算定方法 

4 項 

：Ⅰ 

01 項 ……年金給付基礎日額の 

08 粂の 3 
スライド 

02 項……年金給付基礎日額の 一一一 09 条の 5 ……平均給与額の 算定 

最低限度額と 最高 限 

度額 

0  8 条の 4               特金の給付基礎日額のスライド 

08 条の 5 ……給付基礎日額の 端数処理 

特別加入者の 給付基礎月額 

034 条 1 項 3 号 (33 条 1 号及 び 2 号の特別加入者 ) 一 046 条の 20 

035 条 1 項 6 号 (33 条 3 号～ 5 号の特別加入者 ) 046 条の 24 

036 条 1 項 2 号 (33 条 6 号及び 7 号の特別加入者 ) 一一一 046 条の 25 の 3 
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13 平均賃金算定方法 一 寛 一 一 一 通 達 
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控除期間の初日を 算定事由 
発生日とみなす 等   

められた 貨 金等から 
  

㏄ 2 年発基 17 号 則 4 条の基準準用 ) 

は 違法な実物給与が 多 い 場合 

( 改正 57. 4. 1 基発 218 号 ) 

「 @ ｜ 8 ス @ Ⅱ I 叶柵朋 Ⅲ 肯 り ・ 旬 ・ 53 91 基 2 sp@ii] BSHX42404   

一 ¥m 条 7 項 ( 大臣 ) 

  

    
2 皆が 岳 雙皆窟至 渡君 恵 前約定方法   

  
  



  

14  遺族 ( 補償 ) 年金の受給資格者と 受給順位 

9 祖 父 母 

10 兄弟 姉 妹 

労働者の死亡当時の 要件 

60 歳以上又は障害の 状態にあ ること 

死生こと又は 18 歳に達する日以後の 障害の状態にあ 最初の ること 3 月 31 日までの間にあ る   
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   55 歳以上 60 歳未満   

  

      

55 歳以上 60 歳未満 
60 歳に達するまでの 間は 

55 歳以上㏄歳末満 
支給停止されます。 

    
  

  55 歳以上 60 歳末 溝   

Ⅹ労働者の死亡の 当時、 その収入によって 生計を維持していた 者が、 55 歳未満の夫のみ 等遺 

族 ( 補償 ) 年金の受給資格者とならない 場合は、 給付基礎日額の 1,0 ㎝自分の遺族 ( 補償 ) 
一時金が支給されます。 

 
 

（
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15  労災保険給付と 厚生年金保険等との 調整 率表 

社会保険 
国 民               合法 

耳 生年金保険法 国 民 年 金 法 

遺族基礎年金 

労災保険   陣吉厚生年金 造族煤 生年金 陣吉基礎年金 スは 
寡婦年金 

傷病 ( 補償 )  年 礫器 T33  兆 年鰯裟 。 " 。 % 強。 % 
年金 全 鱗趨ね 全幼趨給 全 親接 ね 

障害 ( 補償 )  年鑑 努卸 3 兆 年鑑 裟 ， " 。 覇裟 ， % 
年金 金貨 製給 金紋 鵠給 金紋 鵠給 
世族 ( 補償 ) 年 。 緒戦 0, 年 ぷ花姿 94% 。 鰯裟 ， "   

年金 全鯛域ね 全簿篭ね 全簗捜ぬ 
休業 ( 補償 )  年笘窃ぜ 3% $ ぽ裟 。 ， 年ふ琵努宝 。 ， 

。 め l.  給付 ， 全鯛鵠給 ・ / ，金鱗 趨紬レ ，金紋 趨給 。 / 
                

  

社会保険 l 旧厘 生年金保険法 @ 国民年金法 旧 船員保険 怯 

労災保険   
傷病 ( 補償 )  年 ・ 才努 ?5% 年由己努轟 肘 金客裡 給 年 撰銭。 ， 
年金 全 

幼穏ね 金紋製糖 全 ( 轟詔止 ( 耳生 ) 
金 頭 立 給 

障害 ( 補償 )  手ぽ 努 ?4% 早る銘裟 。 肘 金 ( 桶裟給 芋雛 銭 。 % 
年金 全 簗穫ね 金紋 鵠ね 全階 帝土 金鱗㌔ 給 

世族 ( 補償 ) 年ぷ 活発 800  兆 年は宅発 900  石 金 簗裟給     裟 o 好 

年金 金釘 司は 全簗壌 給 金 簗詔 上 全 ( 簗製給 

簿裟ね 
給付     ( 土 )   

( 注 ) 何 % 生年金保険法Ⅰ旧国民年金法、 旧船具保険法とは、 「国民年金法 等 の一部を改正ナ 6 法律 ( 昭和 60 年法律第 34 号 ) 」施行双のものであ る。 



16 特別加入制度の 概要 

区 分 l 特別加入者の 種類 l 中心となる作業等の 内容 @ 保険料率 l 

中小事業主 中小事業主等 
内に行う労働者と 同様の作業 当該中小事業主が 使用する労働者の 所定労働時間適用する 率当該事業に 

一人親方 個人タクシー・ 
笹人 貨物運送業者 事業用自動車を の作業 使用して行う 旅客又は貨物の 運送 15 Ⅰ 10 ㎝ 

の
方
 

業
親
 

投
入
 

建
一
 

請負工事現場における の建設等の作業 土木、 建築その他の 工作物 21/1000 
漁船による水産動植物の 採捕の作業 48/1000 

  

富
者
 

自
 

る
 

よ
葉
 

ブ
 
Ⅰ
 

 
 船

 
漁
漁
 

  

林業の一人親方 

医薬品口の配置 
販 売 業 者 

  
森林の中の作業地、 作業路等における 伐木、 木材 
の搬出等の作業 

医薬品の配置販売の 作業 

53/1000 

7/1000 

源
者
 

資
業
 

生
扱
 

高
取
 

@
 

金
属
 
作
業
 

、
の
 

紙
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等
 

古
 
た
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u
 、
 

用
達
 

甘
 

 
 

高
運
 

ず 等の回収、 13/1000 

/
@
@
 

 
 

特定作業従 
事 者 

年間農業生産物総販売額 300 万円以上又は 経営耕地 
面積 2 ヘクタール以上の 規模の事業場において 行 

特定農作業 従事者 う 2m 農作業であ 以上の高所における って、 動力機械を使用して 作業、 酸素欠乏危険場所 行う作業、 8/10 ㎝ 
における作業、 農薬散布に係る 作業及び 牛 ・ 馬 ・ 

豚に 接触し又は接触するおそれがあ る作業 

農業用トラクタ 一等 ( 厚生労働大臣が 定める種類 
の機械 ) 重度の傷害を 起こす危険度が 高いと認め 
られる農業機械を 用いる農作業であ って、 圃場又 
は圃道の作業場におけるもの 

指定農業機械 
作業従事者 

6/1 ㏄ 0 

  

忠
吉
 

適
 従
事
 

場
棟
 

職
訓
 

構場 適応訓練の委託を 受けた事業主の 使用する労 
勘者と同様の 作業形態で行われる 当該磯場適応訴 
棟の作業 

7/1000 

事業主団体等   

委託訓練従事者 
労働者と同様の 作業形態で行われる 事業主団体等 
委託訓練の作業 

プレス機械等を 使用して行う 金属等の加工の 作業、 
研削盤等を使用して 行う金属性洋食器等の 製造又 
は加工の作業、 有機溶剤等を 用いて行う履物等の 
製造又は加工の 作業、 粉じん作業、 鉛化合物等を 
用いて行う陶磁器の 製造の作業、 動力により揺動 

7/1000 

4 ～ 18 

/1 ㎜ 
危険有害作業の 
家内労働者 

される合糸機等を 使用して行う 作業及び木工機械 
を使用して行う 仏壇等の製造 スは 加工の作業 

0
 具
 

 
 

 
 

弟
宮
 

労働組合等の 事務所、 事業場、 集会場又は道路そ 
の他の公共施設における 集会の連 宮 、 団体交渉そ 6/1 ㏄ 0 

の他の労働組合活動に 係る作業 

入浴、 の世話、 排せつ、 機能訓練 食事等の介護その スは 看護に係る作業 他の日常生活上 7/10 ㏄ 

  
海外派遣者 介 護 作 業 

従 事 者 

国際協力事業 
への派遣者 
国外での事業 
への派遣労働者 

  

O
 

0
 

0
0
 

1
0
 

1
0
 

/
 
/
 

6
 

6
 

施
る
 

美
す
 

の
事
 

力
従
 

協
て
 

術
し
 

技
と
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者
 

行
劫
 

て
労
 

し
て
 

 
 塚

造
 

地
脈
 

上
ら
 

途
か
 

 
 の

業
の
の
 

外
事
内
外
 

海
の
国
穂
 小善 海事 井 業 中生 海外の中小事業の 行 う 労働者と同様の 代表者等として 作業 派遣される者が 6/1000 
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17  業務上疾病の 範囲 

労働基準法施行規則別表 第 ] の 2 ( 労働基準法第 75 条、 労働基準法施行規則第 35 条関係 ) 

1  業務上の負傷に 起因する疾病 

2  物理的因子に ょ 6 次に掲げる疾病 

Ⅲ 紫外線にさらされる 業務に よ る箭眼 部 疾患又は皮膚疾患 

(2 Ⅰ 赤外線にさらされる 業務による網膜火傷、 白内障等の眼疾患又は 皮膚疾患 

(3) レーザ一光線にさらされる 業務による網膜火傷等の 眼疾患又は皮膚疾患 

(4] マイクロ波にさらされる 業務による白内障等の 眼疾患 
もいよう 

く 5) 放射線にさらされる 業務に よ る急性放射線 症 、 皮膚潰瘍等の 放射線皮膚障害、 白内障等 

0% 射線眼疾患、 放射線肺炎、 再生不良性貧血等の 造血器障害、 骨壊死その他の 放射線障害 

(6) 高圧室内作業又は 潜水作業                                                 

(7) 気圧の低い場所における 業務による高山病 スは 航空減圧症 

(8) 暑熱な場所における 業務による熱中症 

(9) 高熱物体を取り 扱う業務による 熱傷 

㎝ 寒冷な場所における 業務 スは 低温物体を取り 扱う業務による 凍傷 

㈹ 著しい 掻 昔を発する場所における 業務による難聴等の 耳の疾患 

⑫超音波にさらされる 業務に ょ 6 手指等の組織壊死 

⑬ Ⅲから⑫までに 掲げるもののほか、 これらの疾病に 付随する疾病その 他物理的因子にさら 

される業務に 起因することの 明らかな疾病 

3  身体に過度の 負担のかかる 作業態様に起因する 次に掲げる疾病 

Ⅲ重徴な業務による 筋肉、 健 九 % 骨若しくは関節の 疾患又は内臓 脱 

(2) 重量物を取り 扱う業務、 腰部に過度の 負担を与える 不自然な作業姿勢により 行う業務その 

他 腰部に過度の 負担のかかる 業務による腰痛 
ウよ う 

(3) さく 岩 機、 鋲 打ち機、 チェーンソ一等の 機械器具の使用により 身体に振動を 与える業務に 

よる 手 f 旨 、 前腕等の末梢循環障害、 」 ，ぅ 末梢神経障害又は し、 ぅ 運動 器 障害 

(4) せん 孔 、 申書、 電話交換又は 速記の業務、 金銭登録機を 使用する業務、 引金付き工具を 使 
けん けん 

用する業務その 他上肢に過度の "  負担のかかる 業務による手指の 痙 。 "M 峯 、 手指、 前腕等の腱、 腱 

硝 し ムラ 若しくは けん 腱 周囲の炎症又は けぃ 頚 肩腕 症候群 

(5) Ⅲから (4) までに掲げるもののほか、 これらの疾病に 付随する疾病その 他身体に過度の 負担 

のかかる作業態様の 業務に起因することの 明らかな疾病 

4  化学物質等による 次に掲げる疾病 

田 厚生労働大臣の 指定する単体たる 化学物質及び 化合物 ( 合金を含む。 ) にさらされる 業務 

による疾病であ って、 厚生労働大臣が 定めるもの 

(2) ム 弗素樹脂、 ， 填化 ビニル樹脂、 アクリル樹脂等の 台 成 樹脂の熱分解生成物にさらされる 業務 

による 眼 粘膜の炎症又は 気道粘膜の炎症等の 呼吸器疾患 

(3) すす 、 鉱物 油 、 うるし、 タール、 セメント、 アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる 業務に 

よる皮膚疾患 

(4) たん 蛋白分解酵素にさらされる 業務による皮膚炎、 結膜炎又は鼻炎、 気管支喘息等の ゼ ん 呼吸器疾患 

(5) 木材の粉じん、 獣毛のじんあ い等を飛散する 場所における 業務 スは 抗生物質等にさらされ 

る 業務によるアレルギー 性の鼻炎、                                                   
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(6) 落綿等の粉じんを 飛散する場所における 業務による呼吸器疾患 

(7) 空気中の酸素濃度の 低い場所における 業務による酸素欠乏症 

(8) Ⅲから (7) までに掲げるもののほか、 これらの疾病に 付随する疾病その 他化学物質等にさら 

される業務に 起因することの 明らかな疾病 

5  粉じんを飛散する 場所における 業務によるじん 肺症又はじん 柿渋 ( 昭和 35 年法律第 30 号 ) に 

規定するじん 姉と合併したじん 航法施行規則 ( 昭和 35 年労働省令第 6 号 ) 第 1 条 各号に掲げる 

疾病 

Ⅰ
 

，
 

 
 

6  細菌、 ウィルス等の 病原体による 次に掲げる疾病 

Ⅲ患者の診療若しくは 看護の業務又は 研究その他の 目的で病原体を 取り扱う業務による 伝染 

性疾患 

(2) 動物若しくはその 死体、 獣毛、 革 その他動物性の 物又はぽろ等の 古物を取り扱う 業務によ 

るプルセラ 症 、 炭壺 病 等の伝染性疾患 

  (3) 湿浦地 における業務によるワイル 病 等の レプトスプラ 症 

(4) 屋外における 業務による叢 つ っ 棺 生病 

(5) Ⅲから (4h までに掲げるもののほか、 これらの疾病に 付随する疾病その 他細菌、 ウィルス等 

の 病原体にさらされる 業務に起因することの 明らかな疾病 

7  がん 原性 物質若しくはがん 原性 因子 ス はがん原佳工程における 業務による次に 掲げる疾病 
し ●よう 

(1) ベンジジンにさらされる 業務による尿路系腫瘍 

(2) べ一 ターナ プ チルアミンにさらされる 業務によ る 尿路系腫瘍 」・ よう 

(3) 4 一 アミノジフェニ ル に さ らされる業務による 尿路系統腫瘍 Ⅰ ，よう 

(4) 4 一 ニトロジフェニ ル にさらされる 業務による尿路系撞鐘 

(5) ビス ( クロロメチル ) エーテルにさらされる 業務による肺がん 

(6) ベンゾトリクロライドにさらされる 業務による肺がん 

(7) 石綿にさらされる 業務による柿がん ス は中臣 瞳 

(8) ベンゼンにさらされる 業務による白血病 

(9) 塩化ビニルにさらされる 業務による 肝 血管内接 

㎝電離放射線にさらされる 業務による白血病、 肺がん、 皮膚がん、 骨肉腫又は甲状腺がん 」， せん 

し ・ ユナ 

㎝ オーラミンを 製造する工程における 業務による尿路系腫瘍 

接 マゼンタを製造する 工程における 業務による尿路系撞鐘 

曲 コークス又は 発生 炉 ガスを製造する 工程における 業務による肺がん 

W4  クロム酸塩又は 重クロム酸塩を 製造する工程における 業務による肺がん 又は上気道のがん 

皿 ニッケルの製錬又は 精錬を行う工程における 業務による肺がん 又は上気道のがん 

。 。 " 潔を含有する 鉱石を原料として 金属の製錬若しくは 精錬を行 う 工程又は無機砒素化合物 

を 製造する工程における 業務による肺がん 又は皮膚がん 

㎝ すす 、 鉱物 油 、 タール、 ビッチ、 アスファルト 又はパラフィンにさらされる 業務による 皮 

膚 がん 

0 田田から mm までに掲げるもののほか、 これらの疾病に 付随する疾病その 他がん 原性 物質若し 

くはがん庶姓因子にさらされる 業務又はがん 原性 工程における 業務に起因することの 明らか 

な 疾病 

8  所各号に掲げるもののほか、 厚生労働大臣の 指定する疾病 

9  その他業務に 起因することの 明らかな疾病 
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18 職業性疾病の 業務起因性判断について 本省にりん 伺 すべき事案の 一見 表 

分 類 
通 運 

年月日及び番号 楳 題 
り ん 伺 す べ き 事 案 備 考 

甘離 放射線障害 昭和 51 年 11 月 8 日 田 離 放射に係る疾病の 業務上界 の 1  認定要件が示されていない 疾病 

墓発 第 810 号 忍足基準について 2  白血病 3  認定基単により 判断しがたい 疾病 

高気圧障害 昭和 36 年 5 月 8 日 面気圧作業による 疾病 ( 潜函病、 業務上外の認定その 他補償取扱いに 関し疑義のあ る場合 

基発 第 415 号 潜水病等 ) の認定について 

１
の
 Ⅱ 
｜
 

  

 
 

 
 

  

  

  

l 振動障害 

VmT 作業による 眼 

柚 疲労 

鉛中毒 

・海外における 感染症 

  
昭和 52 年 5 月 28 日 振動障害の 鰍定 基準について 現行調定 基 単により判断し 難い車乗 

基発 第 307 号 

平成 10 年 10 月 20 日 VDT 作業と眼精疲労について VDT 作業従事労働者に 発症した眼精疲労について 専門医の忘 

事務連絡 見を踏まえてもなお 業務上外の判断が 困難な場合 
協 諾すること 

昭和 46 年 7 月 28 日 鉛 、 その合金 スは 化合物 ( 四ァル 1  鉛中毒を疑わしめる 末梢神経障害、 関節 痛 、 筋肉痛、 腹 部の価 痛 、 

碁発 第 550 号 キル 鉛を除く。 ) による疾病の 認定 便秘、 腹 部不快感、 食欲不振、 易労 感、 倦怠感、 睡眠障害、 焦燥感、 
基 単について 蒼白等の症状が 2 種以上認められるが、 ① 尿 1 z, 中 コプロポルフィ り 

ンが 150 メ 9 以上 スは 尿中デルタアミノレプリン 酸が 6m9 以上棟出さ 

れること、 ②血液 ld 止中鉛が 60%9 以上又は尿 1i 中に 、 鉛が 150 が 9 

以上検出されることの 二 要件のうちいずれかが 基準値に満たない 事案協議すること 

昭和 51 年 1l 月 Hl 日 振動障害の認定基準等の 理用上の 2  現に船業務に 従事している 労働者に、 いわゆる誘発 法 による検査を 

事務連絡第 45 号 留意点について 行い、 尿中 船 且の測定値が 当該検査 法 によるものしか 得られていない 

事案、 鉛業務従事労働者に 発生した伸筋 麻仰 が「鉛の作用によること 

の 明らか T 伸筋 麻暉 」であ るか否かの判断が 困難な事案等、 現行認定 

基 単によることが 困難な手実 

昭和 63 年 2 月 1 日 海外における 感染症の取扱いにつ 研究機関以外における 発症による腎症候性出血 抽 

基発 第 57 号 いて アフリカ出血熱 (7 一 プルバ 病 ) についての労災請求事案 
窩 詣すること 



  

  

  

  

１
の
の
｜
 

分 類 
通 達 

年月日及び番号 @ 標 題 
り ん・ 伺 す べ き 事 案 

  備考     
水銀及びその 化合物 昭和 51 年 8 月 23 日 

による中毒 基発 第 602 号 

昭和 52 年 1 月 10 日 

暮 発 第 13 号 

クロム障害 昭和 59 年 12 月 4  日 

暮 発 第 646 号 
  

日
 

5
 

月
号
 

O
8
 年

 

I
 

1
1
5
 

和
 

3
9
 第
 
発
 

昭
基
 

る
 

よ
 

ブ
牡
 

 
 

物
 

合
 

@
 機

 

燐
 
ィ
 

毒
 

有
申
 

毒 

二硫化炭素化合物 申 昭和 51 年 1 月 30 日 

基発 第 123 号 

  アルキル水銀ィ ヒ 合物による疾病の 

認定墓碑について 

金属水銀、 そのアマルガム ス は水銀 

化合物 ( アルキル基がメチル 基スはエ 

チル基であ るアルキル水銀化合物を   除 

く 0) による疾病の 鰍 定 墓碑について 

クロム ス はその化合物 ( 合金を含 

む 0) による疾病の 蕗 定 基準につい 

て 

有機 燐系 の 楳薬に 因る中毒症の 悪 

定は ついて 

二硫化炭素による 疾病の認定基単 

について 

木通達の基準により 判断し難い手末 

木通達の基準により 判断し難い事案 

1  クロム酸塩 スは宙 クロム酸塩を 製造する工程の 作業環境の 

著しい改善がなされた 後、 同工程における 業務に初めて 従事 

し 始めた労働者の 肺がん又は上気道のがん 

2  亜鉛黄 ( あ えんき ) 又は黄鉛を製造する 工程における 業務 

に 徒手した肺がん 

3  クロム化合物等のばく 露を受ける業務に 従事した労働者に 

発生したがんのうち、 通違 記 01 のⅢに該当し、 業務起因性 
があ ると判断されたがん ( 肺がん ス は上気道のがん ) 以外の 
か ん 

個々の手案について 本通達の森単により 難いか若しくは 判断 

が 苦しく困難な 場合 

木通達の基準により 判断し難い本案 

素 中毒の認定基単について    
 

  

  （   
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｜
 

 
 

  

 
 

  

分 類 
通 達 

題 
り ん 伺 す べ き 事 案 備 考 

年月日及び番号 標 

有機溶剤中毒 昭和 51 年 1 月 30 日 脂肪族化合物、 脂琳式 化合物、 芳 1  有機溶剤中毒予防規則に 定められていない 有機溶剤に係る 

基発 第 122 号 香族 化合物 ( 芳香族化合物の ヱ トコ 疾病 

スは アミノ 誘 群体を除く。 ) スは複 2  自覚症状以覚の 症状が認められない 有機溶剤に係る 疾病 

素 環式化合物のうち 有機溶剤として 

用いられる 物 仮による疾病の 認定基 

串は ついて 

 
 

ニ トコ中毒 

基発 第 489 号 ついて が苦しく困難な 場合 

昭和 36 年 5 月 29 日 ニトロバリコール 中毒症の認定に 個々の 車 案について本通達の 基単により堆いか 若しくは判断 
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一
 

日
 

4
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 号
 
5
6
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和
 

5
1
 
第
 
発
 

昭
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 -

 
Ⅰ
 

6 者に発生した 尿路系 腫痕 
2  「ベンジジン 及びその 塩 」 スは 「 べ一タナプ チルアミン及 

びその 塩 」以覚の芳香族化合物の ュ トロスはアミノ 誘 群体に 

ばく魅した者に 発生した尿路系腫瘍 

カドミウム中音 

事務連絡 

昭和 46 年 2  月 5  日 ヵドミゥム 合金 ス はその化合物に 全ての本案   

よる中毒の認定について   
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朋
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5
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第
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1  製鉄用コークス ス は製鉄用発生 炉 ガスを製造する 工程にお @ 

げる業務のうち、 コークス戸上若しくはコークス 戸側 x はガ 

ス発生炉上において 行う業務への 従事期間が 5 年未満の者に 

発症した原発性の 肺がん 
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分 類 

石綿による疾病 

通 建 

年月日及び番号 l 標 題 
り ん 伺 す べ き 手 実 

  備考 
2  上記 1 以外の業務に 従卑した者で、 上記 1 の業務に匹敵す 

るタール 様物 俺のばく露が 舐 められる者に 発症した原発性の 

肺がん 

3  皮膚がん 

昭和 53 年 10 月 23 日 石綿ぱく 轄 作業従事労働者に 発生 1  石綿ばく 蕗 作業者に発生した 肺がんのうち、 認定基準の記 

基発 第 5% 号 した疾病の業務上 外 の忍足 は ついて の第 2 の 2 の (1@ は (2@ 該当しない肺がん 

2  石綿ばく英作業者に 発生した甲皮膜のうち、 認定基準の記 
の 第 2 の 3 の (1@ 該当しない中度 腫 

ズ
、
 

イ
症
 

ェ
染
 

矢
 、
悠
 
A
 

肝
 S
 

型
 R
 

C
M
 

平成 5 年 10 月 29 日 C 型肝炎、 エイズ、 MRSA 感染 業務起因性について 疑義のあ る、 C 型肝炎、 ヱ イズ、 MRS  協敵 すること 

基発 第 610 号 症 に係る労災保険における 取扱いに A 感染症に係る 車 案 

ついて 

ベンジジン重複がん 昭和 54 年 7 月 4 日 ベンジジンばく 露 労働者で尿路系 職業がんの既往のあ る労働者に、 その 鰍定 に係るがん発生の 協 & すること 

事務連絡 19 号 腫 拐の既往のあ る者に併発した 肺が 部位以外の原発性のがんを 併発したとする 事案 
んの取扱いについて 

脳 ・心臓 援 ㎝、 

心理的負荷による 精 

神障害 

等
掘
て
 

息
 の
い
 

 
 

日
 
2
 
1
 

月
号
 

2
 
 
Ⅰ
：
 

ム
 

1
3
 

年
 
1
3
 
補
完
 

威
力
 

平
蕪
 
平成 11 年 9 月 14 日 心理的負荷による 枯神 陣吉等に係 

基発 544 号 る 業務上外の判断指針について 

平成 11 年 9 月 14 日 心理的負荷による 精神障害等に 係 

専務連結 9 号 る 業務上外の判断指針の 運用に閲し 

ての留意点について 

日々の労働時間の 記録がない場合 スは 時間外労働時間の 算出 

の仕方について 疑義があ る場合 

1  判断指針により 業務上外の判断が 困難な 耳案 

2  I CD 一 l0 の F 5 から F g に分類される 精神障害及び 診断 

の困難な精神庫 官 に係る事案 

3  別表 1 及び別表 2 に示した「具体的出来事」のいずれにも 

類推適用できない 出来事の評価が 必要な事案 

柏 % すること 

窩詣 すること 

脇紙すること 

協破 すること 

（ （ 
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分 類 
通 運 

年月日及び番号 標 題 
り ん 伺 す べ き 事 案 備 考 

じん 肺 合併肺がん 昭和 53 年 11 月 2 日 じん肺癌患者に 発生した肺がんの 地方じん 肺診査 医の判断した 結果に基づいて 処理を行うこと 協 註すること 

基発 608 号 補償上の取扱いについて が 困難であ る事案 

砲手口 53 年 11 月 2  日 じん肺患者に 発生した肺がんの 補 

事務連絡 42 号 償 上の取扱いに 関する 留 忌事項にっ 

いて 



19  本省に協議すべき 本案の一文 表 ( 業務上疾病を 除く ) 

  分 類 
通 達 

  年月日及び番号 楳 題 
協 詣 す べ き を 案 

業務上の負 侮 平成 12 年 5 月 18 日 「運動競技に 伴 う 災害の業務上 外 通達により業務上外の 判断を行 う ことが困難な 手 実 

事務連絡第 12 号 の認定について」の 留意点について 

備 考 

l
,
 
 ト
 0
 
め
 
1
1
 

｜
 
@
@
.
 

１
・
１
１
 ｜ 

迫技 ( 補償 ) 給付 平成 10 年 10 月 30 日 死亡した被災労働者が 重婚的内線 婚姻関係の形骸化及びその 状態の固定化等、 通達等で判断し 
車務 連絡第 22 号 関係にあ った場合に係る 保険給付の 難い 耳案 

取扱いに当たって 留志 すべき手頃 に 

ついて   
通勤災害 

第二者行為災害一 - ,-  、 ， 

平成 7 年 2 月 1 日 単身赴任者等の 通 助 災害の取扱に 本 取扱によると 不合理であ る手束 

事務連絡第 7 号 ついて   

平成 12 年 12 月 28 日 通動 災害保理制度の 在り方の検討 就労日の前日に 自宅から社宅等に 戻る途中の災害であ って 一 

事務連絡 の 開始及び単身赴任者等の 通勤災害 定の要件を満たすもの 
の認定に係る 当面の取扱について 

平成 8 年 10 月 28 日 第三者行為災害本務取扱手引の 改 1  外国籍の航空機 手故 が日本国外で 発生した場合であ って、 疑義が生 

基発 第 643 号 正について じた場合 

2  日本国外で事故が 発生した場合であ って 疑表 が生じた場合 

  

  

    

へ （ 



20  本省経由で照会を 行 うま 案の一覧表 

  

分 類 
通 達 

年月日及び番号 標 題 
照 会 す べ き 事 案 備 考 

大韓民国 昭和 37 年 2 月 15 日 大袖民国の国籍を 有する者に係る 大舶民国の国籍を 有する者に係る 戸籍謄本の取り 寄せ等 

基発 第 132 号 戸籍肝木の取り 寄せ等について 

在外日本大使館 平成 6 年 2 月 4 日 在外日本大使館に 対する照会事案 在外日本大使館に 対する照会 

事務連絡第 3 号 の取扱について 

｜
ト
 0
 の
 ｜
 



  

 
 

 
 

 
 

鰍 ① 負肋によ る 損侮スは 症状と発症した 疾病との間に、 部位的 スは 機能的な関連が 、 医 

定 
学士認められるごと。 

要 ② 負 紡の性質及び 程度が疾病の 発症原因となり 得ることが、 医学上無められること。 

件 ③負傷から症状の 出現までの時間的経過が、 医学上妥当であ ること。 

業務による明らかな 過重負荷を受けたことにより、 脳 ・心臓疾患を 発症したこと。 

異常な出来事 短期間の過重業務 長期間の過重業務 
認由 

  極度の緊張、 興 有 、 恐怖、 持 発症に近接した 時期に 発症前の長期間にわたっ 

がく等の強度の 柚 神 的負荷を引 おいて、 特に過重な業務 て、 著しい疲労の 蓄積を 
定 き 起こす突発的 スは 予測困難な に就労したこと。 もたらす特に 過重な業務 

異常な 耳態 
に 就労したことの 

要 緊急に強度の いられる突発的 身体的負荷を スは 予測 困雄 強 な 

異常な 亨態 

件   急激で苦しい 作業環境の変化 

発症直前から 前日までの間を 評 発症前おおむね 1 週間 発症前おおむね 6 か月 

価 を 評価 間を評価 

  

21 脳 ・心臓疾患の 認定基準 

業務上の負 紡に 起因するもの 
ⅥⅡ Ⅱ -@ Ⅳ 寸 

血 
管 0 脳血管疾患 

疾 対 ・脳出血 

患 

及 象 ・くも膜下出血 ・硬膜上出血 

び 疾 
・硬膜下出血 

虚 ・脳梗塞 

血 病 0 虚血性心疾患等 
桂 ・二次性循環不全 
@ 巴 ¥ 

  疾 患 104                                                                                                                 案磁       i     篤       ;     雙       i       闘鰯鰹       ;i           雙       ;i;     轄   i       鰯腹       i         笘     ;       翻驚驚嬢       ;;iii                     
  等 

の 

話 0 脳血管疾患 

定 ・脳内出血 て 脳出血Ⅰ 

基 対 ・くも膜下出血 

準 ・脳梗塞 
  

  象 ・ 高 血圧性脳症 

0 虚血性心疾患等 

  疾 ・ ・心筋梗塞 

，狭心症 

病 ・ 心 惇正 ( 心臓性突然 

死を含む カ 

・解離性大動脈 溜 

  
@@ 一 '@ （ 

 
 



22  精神障害等の 判断指針 

  
ト " 
。 
ヰハ 

  

  

業務によるストレスを 原因として発症した 自殺・精神随喜 

く 「過労自殺等」事案Ⅰ 

国際疾病分類「 精 神および行劫の 陣吉」に分類される 

射精神庫 害   
象 

疾 ・うつ病等気分 ( 感情 ) 障害 

・重度ストレス 反応等ストレス 関連 陣 官等 
病 

① 枯神陣 害を発病していること。 

Ⅱ 半 
② 精神障害の発病双おおむね 6 か 月の間 

に、 客観的に当該精神障害を 発病させる 

断 おそれのあ る業務による 強い心理的負荷 

が 認められること。 

要 

③ 業務以外の心理的負荷及び 個体側要因 

件 により当該精神障害を 発病したとは 認め 

られないことっ 



23  アフターケア 制度の概要 

( 趣 旨 ) 

業務災害又は 通勤災害により 下記の傷病にり 志 した者については、 その症状が固定した 後にお 

いても、 後遺症状に動揺を 起こす場合があ ること、 後遺症状に付随する 疾病を発症させるおそれ 

があ ることから、 予防その他の 保健上の措置をアフターケアとして 実施し、 被災労働者の 円滑な 

社会生活を図るものであ る。 

( 対象者、 実施期間及び 内容 ) 

区 分 

炭鉱災害による 

一酸化炭素中毒 
症   
せき 髄 損傷 

  
頭頚部覚傷症候 

群 等 

  
白 内 障 等 

  
振 動 陣 吉 

  
尿道狭さ く 

  
慢 性 肝 炎 

  

対 象 者 実 施 期 間 措 置 内 容 

炭鉱災害に よ る一酸化炭素中 症状固定後 3 年間 ①診察及び保健指導 

毒痛 は ついて療養補償給付を ただし、 医学的 ②薬剤の支給 

受けていた者であ って、 当該 に継統する必要の ③健康診断 

一酸化炭素中毒症が 治った者 あ る者は継続   
せき 睡 損傷者であ って障害等 症状固定後必要①診察及び 保健指導 

級 第 3 級以上の障害 ( 補償 )  な 期間 ②処置 
給付を受けている 者又は受け ③検査 
と る 見込まれる者 ④薬剤の支給   
頭 頸部外傷症候群、 頚肩腕症 症状固定後 2 年間 ①診察及び保健指導 

候群 等の傷病にり 患 した者で ただし、 外傷性 て ②処置 

あ って障害等級第 9 級以上の んかん等の脳の 器 質 ③検査 

障害 ( 補は ) 給付を受けてい 内損傷及びせき 樋里 ④薬剤の支給 

8 者又は受けると 見込まれる の減圧症で継続の 必 

者 要 のあ る者は継続   
白内障、 緑内障、 網膜 剥 降等 症状固定後 2 年間 ①診察及び保健指導 

0% 病者であ って、 原則とし ただし、 医学的②検査 
て 障害 ( 補償 ) 給付を受けて に継続する必要の ③薬剤の支 給 

いる者 スは 受けると見込まれ あ る者は継続 

6 者   
振動障害者であ って、 障害補 症状固定後 2 年間 ①診察及び保健指導 

脩 給付を受けている 者スは受 ただし、 医学的 ②理学療法及び 注射 

けると見込まれる 者 に 継続する必要の ③検査 

あ る者は継続 ④薬剤の支給   
尿道断裂、 骨盤骨折等により、 症状固定後 3 年間 ①診察及び保健指導 

尿道狭さくの 障害を残す者で、 ただし、 医学的 ②処置 

障害 ( 補償 ) 給付を受けてい に継続する必要の ③検査 

8 者又は受けると 見込まれる あ る者は継続 ④薬剤の支給   
ウィルス肝炎にり 志 し、 療養 症状固定後 3 年間 ①診察及び保健指導 

( 補償 ) 給付を受けたが 慢性 ただし、 医学的 ②検査 

肝炎となり、 治療の結果、 肝 に継続する必要の ③薬剤の支給 

機能検査 値等 が改善するなど あ る者は継続 

症状が固定した 者   
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区 分   
大腿骨頭部 首 

S.CKflgNw@E 
悦 白 骨 

  
人工関節・   人 

骨 頭 首 

慢性化膿性骨 

炎 

  
虚血性心疾患 

  
尿路系 腫 

  
脳血管 疾 

  
有機溶剤中毒 

  
致   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

一
工
換
 

 
 

一
飯
 

一
一
所
 
ト
折
 

対 象 者   
大腿骨頸部骨折及び 股関節税 

臼・腕白骨折の 傷病者で、 原 

則として障害 ( 補償 ) 給付を 

受けている者又は 受けると見 

込まれる者   
人工関節 x は人工骨頭を 置換 

した者で、 障害 ( 補償 ) 給付 

を受けている 者又は受けると 

見込まれる者 

骨折等により 化膿性骨髄炎を 

併発し、 引き続き慢性化膿性 
骨髄炎に移行した 者で、 障害 

( 補償 ) 給付を受けている 者 
スは 受けると見込まれる 者   
虚血性心疾患にり 患 した者で 

あ って障害等級第 9 級以上の 

障害補償給付を 受けている者 
又は受けると 見込まれる者   
尿路系腫瘍にり 息し 、 労災保 

険 法による療養補償給付を 受 
けていた者で、 当該傷病の病 

状が固定したと 認められる者   
脳血管疾患にり 患し、 脳の血 

管性病変に由来する 器 質的損 

傷による後遺症状が 残存した 

者で、 障害等級第 9 級以上の 

障害補償給付を 受けている者 

スは 受けると見込まれる 者   
有機溶剤中毒等 ( 一酸化炭素 
中毒症を除く ) により脳に 器 

質的損傷が出現した 者で、 障 

害等級第 9 級以上の障害 ( 補 

償 ) 給付を受けている 者 スは 

受けると見込まれる 者   
熱傷の傷病者で、 障害等級第 

12 級以上の障害 ( 補償 ) 給付 

を受けている 者 x は受けると 

見込まれる者   
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③
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ヒ
 
Ⅰ
 

 
 

健
 

  び 保健指導 

支給   
  び 保健指導 

支給   
び 保健指導 

支給 

  
び 保健指導 

支給 

  
び 保健指導 

支給 
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区 分   
外傷による末梢 

神経損傷 

  
サ リ ン 中毒 

  
精 神 障 害 

対 象 者   
外傷により末梢神経を 損傷し 

症状固定後も RSD の激しい 

寒痛 がす残存する 者で、 障害等 

級 第 ¥m 級 以上の障害 ( 補償 ) 
給付を受けている 者又は受け 

ると見込まれる 者   
サリン中毒により 療養 ( 補働 

給付を受けていた 者であ って 、 

治の 後に視覚障害や 心的外傷 

後ストレス障害等が 残存する 

者   
精神障害により 療養補償給付 

を受けていた 者であ って 治ゆ 

後に気分の障害や 意欲の障害 

等が残存する 者 

  

実 施 期 間   
症状固定後 3 年間 

ただし、 医学的 

に 継続する必要の 

あ る者は継続 

  
症状固定後 3 年間 

ただし、 医学的 

に 継続する必要の 

あ る者は継続   
症状固定後 3 年間 

ただし、 医学的 

に 継続する必要の 

あ る者は継続 

措 置 内 容   
①診察及び保健指導 

②注射 

③検査 

④薬剤の支給   
①診察及び保健指導 
②カウンセリング 

③検査 

④薬剤の支給   
' ①診察及び保健指導 

②検査 

③精神療法、 カウン 

セリンク等   

④薬剤の支給 

（
 

 
 

1 ア 
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24  義肢等補装具の 支給制度の概要 

( 趣 旨 ) 

業務災害又は 通勤災害により 傷病を被った 者で四肢喪失又は 機能障害等の 残った者の社会復 

帰 には、 義肢その他の 補装具が必要不可欠なものとなっているため、 労働福祉事業として 義肢 

等の支給を行っているものであ る。 

( 支給種目及び 対象者等 ) 

支給種目 支 給 対 象 者 

1  義 肢 ① 上肢又は下枝の 全部又は一部を 喪失し、 この障害 

に 関し障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた者又は 

受けると見込まれる 者 ( 傷病が治 の した者に限る。 ) 

② 上肢 スは 下肢の全部 スは 一部を喪失し、 労災リハ 

ビリテーシ， ン 医療施設等で 療養している 者で、 治 

の 後障害 ( 補償 ) 給付を受けると 明らかに見込まれ 

6 者 

③ 既に装着していた 義肢で、 業務上の事由 スは 通勤 

により 棄 損し、 修理不能となったものを 有する者 

2  上肢装具 ① 上肢又は下枝の 機能に障害を 残し、 この障害に関 

及び下肢装 し障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた者又は 受け 

具 ると見込まれる 者 ( 傷病が治 の した者に限る。 ) 

② 既に装着していた 上肢装具又は 下肢装具で、 業務 

上の事由 スは 通勤により 棄 損し、 修理不能となった 

ものを有する 者 

3  体幹装具 0  せき柱に常に 体幹装具の装着を 必要とする程度の 

荷重障害を残し、 この障害に関し 障害等級第 8 級 以 

上 の障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた者又は 受 

けると見込まれる 者 ( 傷病が治 の した者に限る。 ) 

4  座位保持 0  四肢又は体幹に 著しい障害を 残し、 この障害に関 

装置 し 障害等級第 1 級の障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 

受けた 者 又は受けると 見込まれる者 ( 傷病が治 の し 

た者に限る。 ) で、 座位が著しく 困難な者 

5  盲人安全 ①両眼に視力障害を 残し、 この障害に関し 障害等級 

つえ 第 4 級以上の障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた 

者 又は受けると 見込まれる者 ( 傷病が治 め した者に 

限る。 ) 

② 既に使用していた 盲人安全 つ えで、 業務上の事由 

スは 通勤により 棄 損し、 使用不能となったものを 有 

する者 
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支給個数 

1 障害部位 

にっき 2 本 

1 障害部位 

ほ つき 2 本 

1 人にっき 

1 個 

1 人にっき 

1 台 

1 人につき 

1 本 

耐用年数 

1 ～ 5 

年 

2 ～ 5 

年 

2 ～ 3 

年 

3 年 

～ 2 5 

    
 
 

 
 

 
 

    



支給種目 

6 義 眼 

7 眼 鏡 

8 点字 器 

9 補聴器 

10  人工喉頭 

11  車いす 

12  電動車 ぃ 

す 

  

（ 

支 給 対 象 者 支給個数 耐用年数 

① 1 眼スは 両眼を失明し、 この障害に関し 障害 ( 補 

償 ) 給付の支給決定を 受けた者 スは 受けると見込ま 失明した 1 

れる者 ( 傷病が治 の した者に限る カ 眼は つき 1  2 年 

②既に装 嵌 していた義眼で、 業務上の事由又は 通勤 個 

により 棄 損し、 使用不能となったものを 有する者 

0  1 眼 又は両眼に視力障害を 残し、 この障害に関し 

障害等級 第 13 級以上の障害 ( 補償 ) 給付の支給決定 1 障害にっ 

を受けた者 x は受けると見込まれる 者 ( 傷病が治 ゆ き 1 個 
4 年 

した者に限る 0) 

0  両眼に視力障害を 残し、 この障害に関し 障害等級 

第 4 級以上の障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた 1 人にっき 5 ～ 7 

者 又は受けると 見込まれる者 ( 傷病が治 の した者に 1 台 年 
限る 0) 

0  1 耳 又は両耳に聴力障害を 残し、 この障害に関し 

障害等級 第 11 級以上の障害 ( 補は ) 給付の支給決定 1 障害にっ 

を 受けた者 スは 受けると見込まれる 者 ( 傷病が治ゆ き 1 器 
4 年 

した者に限る 0) 

0  言語機能を廃し、 この障害に関し 障害 ( 補償 ) 給 
1 障害につ 4 ～ 5 

付の支給決定を 受けた者 スは 受けると見込まれる 者 

( 傷病が治 め した者に限る。 ) 
き l 個 年 

① 両下肢を全廃 スは 喪失し、 この障害に関し 障害 

( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた者又は 受けると 見 

込まれる者 ( 傷病が治 の した者に限る。 ) で、 義足 

反ぴ下肢装具の 使用が不可能であ る者 

②両下肢の全廃又は 喪失にぬ し 療養 ( 補償 ) 給付を 

受けている者で、 治の 後においても 義足及び下肢 装 

具の使用が不可能であ ると認められる 者 1 人にっき 

③ 両下肢を全廃又は 喪失し、 当該障害に関し、 傷病 1 台 
4 年 

( 補償 ) 年金の支給決定を 受けた者又は 受けると 見 

込まれる者 ( 療養開始後、 1 年 6 か 月以上経過した 

者に限る力義足及び 下肢装具の使用が 不可能であ   

8 者 

④ 既に使用していた 車いすで、 業務上の事由又は 通 

動 により 棄 損し、 修理不能となったものを 有する者 

① 両下肢及び面上肢に 著しい障害を 残し、 この障害 

に 関し障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた者又は 

受けると見込まれる で、 車いすの使用が 者 著しく困難な ( 傷病が治 の 者 した者に限る。 ) 1 人につき 
1 ム 口 

5 年 

② 両下肢及び面上肢の 傷病に M し 療養 ( 補償 ) 給付 
を 受けている者で、 治 め 後においても 車いすの使用 

が不可能であ ると明らかに 認められる者 
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支給種目 

13 歩行草 

14 収 尿器 

15  ストマ用 

装具 

16  歩行補助 

つえ 

17  かつ ろ 

18  境場 器付 

排便 剤 

19  褥瘡予防 

用敷 ふとん 

支 給 対 象 者 支給個数 

0  高度の失 譚 又は平衡機能障害を 残し、 この障害に 

関し障害等級第 3 級以上の障害 ( 補償 ) 給付の支給 1 人にっき 

決定を受けた 者又は受けると 見込まれる者 ( 傷病が   ロ 

治 の した者に限る。 ) 

0  せき 髄 損傷、 外傷 佳 泌尿器障害、 尿路系腫瘍等の 

ため、 尿失禁を伴 う者 又は尿路変更を 行った者で、 1 人につき 

この障害に関し 障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 受け 2 話 

た者又は受けると 見込まれる者 ( 傷病が治 の した者 

に限る。 ) 

0  業務上の事由又は 通勤による負傷又は 疾病により 
所轄局長が 

直腸を摘出した 者で、 障害 ( 補償 ) 給付の支給決定 
必要と認め 

を 受けた者 スは 受けると見込まれる 者 ( 傷病が治 ゆ 
た数 

した者に限る。 ) 

① 下肢の全部又は 一部を喪失し、 又は下枝の機能に 
工人にっき 

障害を残し、 この障害に関し 障害等級第 7 級以上の 
1 本 

障害 ( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた者 スは 受ける 両下肢， 

と 見込まれる者 ( 傷病が治 ゆ した者に限る。 ) で、 に 障害 

義足又は下肢装具の 使用が可能であ る者 
のあ る 

場合は 、 

② 既に使用していた 歩行補助つえで、 業務上の事由 必要に 

又は通勤により 棄 損し、 修理不能となったものを 有 、 応じ 本 2 
する者 

①頭部に著しい 醜状を残し、 この障害に関し 障害 

( 補は ) 給付の支給決定を 受けた 者 又は受けると 見 
1 人にっき 

込まれる者 ( 傷病が治 の した者に限る。 ) 
1 個 

② 労働福祉事業として 支給されたかっらを 棄損した 

者 ( 故意に棄損した 者を除く。 ) 

0  せき 樋 損傷者のうち、 障害等級第 3 級以上の障害 

( 補償 ) 給付の支給決定を 受けた者又は 受けると 見 1 人にっき、 

込まれる者 ( 傷病が 冶の した者に限る。 ) で、 腸管 3 日に 1 個 

障害のあ る者 

0  せき 髄 損傷者のうち、 傷病 ( 補償 ) 年金又は障害 
1 人にっき 

( 補償 ) 給付を受けているもので、 常時介護に係る 
Ⅱ 欠 

@  介護 ( 補償 ) 給付を受けている 者 

耐用年数 

4 年 

2 年 

  

2 ～ 4 

年 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一 111 一 

    
 
 



支 給 対 象 者 

次の①又は②のいずれかに 該当し、 かっ 、 ③から⑤の 

すべての要件に 該当する者 

① 傷病等級第 1 級第 1 号又は第 2 号の傷病 ( 補償 ) 

年金の受給者で、 自宅療養者 スは 支給申請の日から 

3 か月以内に退院し、 自宅で療養すると 見込まれる 

入院療養者であ ること 

② 障害等級第 1 級第 3 号又は第 4 号の障害 ( 補償 ) 

給付の支給決定を 受けた者又は 受けると見込まれる 

者 ( 傷病が治 め した者に限る。 ) であ ること 

③ 車いす又は義肢の 使用が不可能であ ること。 

④ 当該療養者の 症状並びにリフタ 一の性能及び 操作 

方法を理解し、 リフターを安全に 使用できる介護人 
かけること 

⑤ 家屋の構造がリフタ 一の円滑な移動に 適するもの 
であ ること 

0  労働福祉事業として 支給された車いす 又は電動車 

いすを使用する 者のうち、 褥瘡が甘辞又は 大腿部に 

発生するおそれがあ り、 担当医がフローテーション 

バッドの使用を 必要と認めた 者 

支給個数 

1 人にっき 

1 台 

1 人につき 

1 枚 

耐用年数 

5 年 

3 一 4 

年 

  
    

次の① スは ②のいずれかに 該当し、 かっ 、 ③の要件に 

該当する者 

① 傷病等級 第 1 級 第 1 号 スは 第 2 号の傷病 ( 補償 ) 

年金の受給者で、 自宅療養者 スは 支給申請の日から 

3 か 月以内に退院し、 自宅で療養すると 見込まれる 

入院療養者であ ること 

② 障害等級第 1 級第 3 号又は第 4 号の障害 ( 補償 ) 

給付の支給決定を 受けた者又は 受けると見込まれる 

者 ( 傷病が治 め した者に限る。 ) であ ること 

③ 車いす X は義肢の使用が 不可能であ ること。 

0  原則として面上肢を 腕関節以上で 失った者又は 両 
上枝にこれと 同程度の障害を 残す者であ って、 障害 

補償給付又は 障害給付の支給を 受けた者又は 受ける 

と見込まれる 者 

但し、 筋電電動義手は 研究用として 支給本数が限 

られているので、 当分の間、 その支給申請があ った 

場合には、 承認決定前に、 補償 課 医療福祉 班 福祉係 

あ て連絡すること。 
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Ⅹ 耐用年数が定められているものについては、 その耐用年数を 超えた場合には 新たに支給を 

受けられます。   
また、 耐用年数経過双に 通常の使用状態においてき 損し ( 本人の故意によらない 事故によ 

りき 損した場合を 含む 0) 、 修理不能となった 場合も新たに 支給されることがあ りますⅠ 
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25 振動障害者等に 対する社会復帰援護制度の 概要一史 

区 分 趣 旨 等 

1  振動障害者社会復帰援護 金 振動障害 り 患者で症状固定となった 者 
に 対する社会復帰のための 援護金の支給 

2  振動障害者雇用援護 金 ①振動随喜 老 職業転換 捜 鍍金 

振動障害者に 対し、 振動業務以外の 業 
務 に転換するための 訓練、 調習等を段階 

  
的に実施しながら、 憶用 する事業主に 振 

ト "   動 障害者の黄金の 一部を補填する 援護 金 
む " を 支給 
    

②振動陣吉 者 職業訓練、 講習等 経廣 

振動障害者に 対し、 振 功業務以外の 業 
務 に転換するための 訓練、 講習等を段階 
的に実施しながら、 雇用する 臆 業主に 訓 
練 、 講習等に要する 費用の一部を 補 垣す 
る 援護金を支給   
③振動障害者指導員 経廣 

振動陣 吉 者を振功業務以外の 業務に 労 
勘者として雇用する 事業主であ って 、 振 
動 障害者の就労上の 間 題 等にっき所要の 
指導を行 う 担当者を配置する 廣 用の一部 
を補 牧する 扱 戎金を支給 

対 象 労 働 者 等 

振動対象者で 治ゆとなった 者 

  

療養継統 1 年以上、 かつ、 
冶の 後 1 年以内の者   

振動陣吉軽快者等を 雇用する事 

業主 

  

治の 後 1 年 以内の者 
スは 、 症状軽快者     

振動障害軽快者等を 雇用する事 
業主 

  

治 の 後 1 年以内の者 
スは 、 症状軽快者     

振動障害軽快者等を 5 人以上雇 
用する事業主 

者又は症状軽快者が 8 人以     

内 容 

援護 金は 1 人 1 回限り、 労災保険法に 
よる給付基礎日額の 120 日分を支給 

ただし、 65 歳未満の治 ゆ 認定者につい 
ては 200 日分を支給 

( いずれも 300 万円を限度とする。 ) 

ィ 対象労働者に 支払われた賃金の 1/ 
8 ( 中小企業事業主については 1/2) 
の 額 

ただし、 対象労働者 1 人につき 8 万 

円 (10 万円 ) を限度 
ロ 対象労働者 1 人につき 12 か月を限度 

とする。   
4  対象労働者 1 人当たり訓練、 講習等 

に 要した 寅 用の額の 2/3 ( 中小企業 
車 業主にあ っては 3/4) の 額 

ただし、 対象労働者 1 人につき 1 か 

月 10 万円を限度とする。 
口 対象労働者 1 人にっき 12 か 月を限度 

とする 0   
ィ 1 事業場 1 か月 当たり指導員の 委嘱 
等に要した 寅 用の額の 3/4 の 額 

ただ但し 、 1 か 同 15 万円を限度とす 

る。 
口 12 か 月を限度とする。 

  

  

  

      
  

    



 
 

 
 

区 分 趣 旨 等 対 象 労 働 者 等 内 容   

3  振動障害者職業復帰促進事 
業特別奨励金 

  
振動障害軽快者及び 症状固定した 者を 

含んで構成された 専業体が 、 新たに振動 

業務以外の専業を 開始するために 要した 
費用の一部を 支給 

    
振動障害軽快者等で 構成する 事 

業体 

  

構成員の 2/3 が振動障害 
者及び振動院宮治 ゆ 者 

( 治の 後 1 年以内の者 )   

  
事業体を構成する 振動障害者及び 症状 

固定した者の 人数により事業開始に 要し 
た 俺 用の 1/3 を支給 

振動障害者・ 症状固定者数 限度額 
3 ～ 5 人 250 万円 
6 ～ 7 人 400 万円 
8 人 以 上 550 万円 

  
I@'   
ム 

  

4
 長期療 荻老 職業復帰援護 金 頭頚部覚侮症候群、 頸肩腕症候群、 腰 

痛にり点し、 その症状が軽快 し 今後 6 か 
月以内に症状固定することが 見込まれる 
者 ( 症状固定 6 か 月以内の者を 含む。 ) を 

常用労働者として 届い 入れ、 段階的に就 
労を行わせる 耳 業主及び職種転換訓練を 
実施する事業主に 援護金を支給 

頭 頸部外侮症候群、 頸肩腕症候 

群、 腰痛にり点し、 その症状が軽 
快した者等を 雇用する手業主 

・①長期療養者就労 技 鍍金 
・対象労働者に 支払われた皮金 の 1/ 

3 ( 中小企業事業主については 1 / 
2) の 額 
ただし、 対象労働者 1 人にっき 8 

万円 (10 万円 ) を限度とする。 
・対象労働者 1 人にっき 6 か月を限度 
とする。 

②長期療養者職種転換訓練 援綾金 
・対象労働者 1 人にっき月額 24,600W 
・対象労働者 1 人にっき 6 か 月を限度 
とする っ 

  

  -"@ ㌧   （ 
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子災 保険給付に関する 不服申立て制度の 概要 

請 求 人 等 

保険の給付請求 

労働基準監督署 

づに轟 x は不支給の遠 直コ Ⅹこの決定を「 原 処分」という。 

審査請求 ( 監督署長の決定に 不服があ る場合 )   
労災保険審査官 ( 局 )   

調査・審理 ( 労災保険審査官が 監督署長の決定内容を 謂 査 ) 

審査請求に対する 決定 原 処分が違法・ 不当であ ると認められる 場合 
( 取消 ) 
原 処分が違法・ 不当でないと 認められる場合 
( 棄却 ) 

  

60 日 

以内 
再審査請求 ( 労災保険審査官の 決定に不服があ る場合 ) 

労働保険審査会 

調査・審理 
( 労働保険審査会の 委員が監督署長の 決定内容を詩 査 ) 

再審査請求に 対する 裁   原 処分が違法・ 不当であ ると認められる 場合 
( 取消 ) 
原 処分が違法・ 不当でないと 認められる場合 

( 棄却 ) 
訴訟提起 

( 労働保険審査会の 裁決にも不服があ る場合 ) 

地 方 裁 判 所 

Ⅰ 半 

1  審査請求をした 日から 3 か月を経過しても 決定がないときは、 決定を経ないで 労働 

保険審査会に 再審査請求をすることができる。 

2  再審査請求をした 日から 3 か 月を経過しても 裁決がないときは、 裁決を経ないで 訴 

訟を提起することができる。 

3  保険給付に関する 決定以外の処分に 不服のあ る者は、 行政不服審査法の 手続きによ 

り不服申立てをすることができる。 
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27  労働者災害補 億 保険主要指標の 推移 

  
  
テ " 
の 

  

公
 

図
 

適用車業場数 ( 千手業 場 ) 

適用労働者数 ( 千人 ) 

新規受給者数 ( 千人 ) 

年金受給者数 ( 千人 ) 

保険給付 責 ( 百万円 ) 
( 短期分 ) 

保険給付 寅 ( 百万円 ) 
( 長期分 ) 

収支率 (%) 

8 年 度   

実 績 対前年度比 

好 
2,G85 101.5 

47,897 101.4 

655 98.5 

212 l0t.3 

449,604 100 ． 8 

389,968 102.9 

63.5 

9 年度 10  年 度 11 年 度 12 年 度 

績 実 対前年度比 実 績 対前年度比 実 績 対前年度比 実 績 対前年度上ヒ 

イ 好 イ イ 
2,699 100 ． 5 2,699 100 ， 0 2,688 99.6 2,700 1o0 ． 4 

48,435 101.1 48,824 100 ・ 8 48,493 99.3 48,546 1o0 ． 1 

649 99.2 625 96.8 603 96.5 603 100 ． 0 

214 l0t.0 216 100.7 217 100.5 218 100.5 

450,218 100 ． 1 437,506 97.2 4221715 96.6 418,286 99.0 

  396,143 101.6 401,453 101.8 402,311 100.2 401,941 99.9 

63.4 67.8 71.7 71.3 

業種ごとの保険給付 俺 ( 特立金を含む ) 
注 ) 収支率 = X100@ (%) 

業種ごとの収納 済額 

  （ ハ、 



28  主な労災保険給付関連通達等 

標 題 

つ
 

 
 

 
 

用
 

適
 

の
 

法
 

倹
 

保
 

償
 

補
 

玉
主
 

巨
 

災
 

者
 

働
 

労
 

る
 

す
 

対
 

こ
 

 
 者

 

働
 

労
 

向
 

出
て
 

 
 

@
 Ⅰ
 

労働者派遣事業に 対する労働保険の 適用及 び 派遣労働 

者に係る労働者災害補償保険の 給付に関する 留意事項等 
について 

    一 

労働保険にかかる 不正受給防止対策等の 充実、 強化に 
ついて 

労災保険金不正受給の 防止対策に係る 留意点について 

労災保険金不正受給防止対策に 係る日本医師会への 協 

力依頼について 

労災補償業務の 連 宮 に当たって留意すべき 事項にっ い 

て 

日
等
 

月
号
 

年
番
 

行
達
 

施
通
 

2
 

比
ロ
 方
 

1
2
 3

 
和
 

3
5
.
 
発
 
第
 

9
 

昭
基
 

O
 
3
 号

 
㏄
 

.
3
 

和
 

6
1
 発
 
第
 

暗
幕
 

昭和 63. 8. 31 

発労役第 63 号 

基発 第 561 号 

職発 第 4 ㏄ 号 

昭和 63. 8. 31 

事務連絡第 24 号 

昭和 63. 10, 13 

基 発 第 665 号 

7
 
1
 

3
.
 揖
 

4
 

成
 

1
2
.
 

発
第
 

Ⅰ
 

平
墓
 

労災補償業務の 運営に当たって 留意すべき事項にっ い 

て 

1
 

2
 

3
 
口
 
五
 

1
 

成
 

1
3
.
 

発
第
 

平
基
 

不正受給防止に 係る短期給付一元管理システムの 活用 

について 

赴任途上における 業務災害等の 取扱いについて 

兵庫県南部地震における 業務上界等の 考え方について 

運動競技に伴う 災害の業務上外の 認定について 

業務上腰痛の 認定基準等について 

7
 

2
 

4
 

 
 成

務
 

手
事
 

平成 3. 2. 1 

基発 第 75 号 

平成 7. 1. 30 

事務連絡第 4 号 

8
 
1
 

5
.
 碍
 

6
 

成
 

1
2
.
 

第
 
発
 
3
 

平
幕
 

6
 

1
 

0
 

号
 

1
0
 

5
 

.
7
 

和
 

5
1
 
発
 
第
 

暗
幕
 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等の 認定基準について 昭和 62. 10. 26 

基 発 第 620 号 
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業務上の疾病 

標 題 

電離放射線に 係る疾病の業務上覚の 認定基準について 

高気圧作業による 疾病 ( 潜函病、 潜水病等 ) の認定に 

ついて 

騒音 性難 時の認定基準について 

振動障害の認定基準について 

林業労働者の 振動障害の補償対策について 

「振動障害の 治療指針」について 

振動障害総合対策の 推進について 

VDT 作業と眼精疲労について 

上肢作業に基づく 疾病の業務上覚の 認定基準について 

労働基準法施行規則の 規程に基づき 労働大臣が指定す 

る単体たる化学物質及 び 化合物 ( 合金を含む。 ) 並びに労 

働大臣が定める 疾病を定める 告示の全部改正について 

鉛 、 その合金又は 化合物 ( 四 アルキル鉛を 除く。 ) によ 

る 疾病の認定基準について 

鉛中毒に関する 認定基準等の 周知登底について 

アルキル水銀化合物による 疾病の認定基準について 

金属水銀、 そのアマルガム 又は水銀化合物 ( アルキル 

基が メチル 基 又は エ チル基であ るアルキル水銀化合物を 

除く。 ) による疾病の 認定基準について 

一 118  一 

施行年月日 
通達番号等 

昭和 51.  11.  8 

墓発 第 810 号 

昭和 36.  5.  8 

基発 第 415 号 

昭和 61.  3  .  18 

英発第 149 号 

昭和 52,  5  .  28 

基発 第 307 号 

昭和 50.  11.  8 

基発 第 659 号 

昭和 61.  10.  9 

基光第 585 号 

平成 5.  3. 31 

基発 第 203 号 

平成 10 ． 10,  20 

事務連絡 

平成 9. 2. 3 

基発 第 65 号 

平成 8.  3. 29 

英発第 181 号 

昭和 46.  7.  28 

基 発 第 550 号 

昭和 47.  8  .  16 

基 発 第 524 号 

昭和 51.  8.  23 

基 発 第 602 号 

昭和 52.  1    10 

基 発 第 13 号 

( 

（
 

  

  



業務上の疾病 

標 題 

マンガン又はその 化合物 ( 合金を含む。 ) による疾病の 
認定基準について 

クロム又はその 化合物 ( 合金を含む。 ) による疾病の 詔 

主基準について 

有機 燐 系の農薬に因る 中毒症の認定について 

二硫化炭素による 疾病の認定基準について 

都市ガス配管工にかかる 一酸化炭素中毒の 認定基準に 
ついて 

歯牙接触症の 業務上疾病としての 認定基準について 

脂肪族化合物、 脂環式化合物、 芳香族化合物 ( 芳香族 

化合物のニトロ 又はアミノ誘導体を 除く。 ) X は複素環式 

化合物のうち 有機溶剤として 用いられる物質による 疾病 

の認定基準について 

芳香族化合物のニトロ 又はアミノ誘導体による 疾病の 

認定基準について 

ニトロバリコール 中毒症の認定について 

カドミウム合金又はその 化合物による 中毒の認定につ 

い て 

塩化ビニルぱく 露 作業従事労働者に 生じた疾病の 業務 

山外の認定について 

タール俵物質による 疾病の認定基準について 

改正じん航法の 施行について 

じん肺の合併症に 係る療養等の 取扱いについて 

一 119  一 

日
等
月
目
下
 

年
番
 

行
達
 

地
道
 
昭和 58.  1.  5 

基発 第 2 号 

昭和 59.  12.  4 

基発 第 646 号 

昭和 39.  10.  5 

基発 第 1158 号 

昭和 51.  1.  30 

基発 第 123 号 

昭和 43,  2  .  26 

基発 第 58 号 

昭和 27. 9, 9 

基光第 646 号 

昭和 51.  1  .  30 

英発 第 122 号 

昭和 51. 8. 4 

基発 第 565 号 

昭和 36.  5.  29 

基発 第 489 号 

昭和 46. 2. 5 

事務連絡 

昭和 51.  7  .  29 

基光第 556 号 

昭和 57.  9.  27 

墓発 第 640 号 

昭和 53. 4. 28 

基登第 250 号 

昭和 53.  6  ,  1 

事務連絡 

  

  

  

  

              



  

  

業務上の疾病 

  
  

標 題 

粉じんぱく 露 歴に労働者性の 認 ， められない期間を 含む 

者に発生したじん 肺症等の取扱いについて 

石綿ぱく 露 作業従事労働者に 発生した疾病の 業務上界 

の 認定について 

じん肺癌患者に 発生した肺がんの 補償上の取扱いにつ 

いて 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等 ( 負侍は 起因するもの 

を除く。 ) の認定基準について 

労働基準法施行規則の 一部を改正する 省令等の施行に 
ついて 

労働基準法施行規則別表第 1 の 2 第 8 号の規定に基づ 

き労働大臣の 指定する疾病を 定める告示等について ( 超 

硬合金による 気管支肺疾患、 サイザル麻による 気管支肺 

疾患 ) 

労働基準法施行規則の 規定に基づき 労働大臣の指定す 

る疾病を定める 告示の一部改正について ( 亜鉛黄又は黄 

鉛による肺がん ) 

労働基準法施行規則の 規定に基づき 労働大臣の指定す 

る 疾病を定める 告示の一部改正について ( ジアニンジン 

による尿路系腫瘍 ) 

せき 髄 損傷に併発した 疾病の取扱いについて 

非 A 型 非 B 型ウイルス 

業
務
 

る
 

ヰ
ノ
 

 
 

お
 

-
 
し
 

 
 外

 
海
 

性 肝炎の業務上外にっ 

による感染症の 取扱い につ 

いて 

いて 

C 型 肝炎、 エイズ及び MRSA 感染症に係る 労災保険 

における取扱いについて 

反応性うつ病等の 心因性精神障害の 取扱いについて 

  

 
 

O
 

2
 

1
  

 

 
 

 
 

 
 

施行年月日 
通達番号等 

昭和 61. 2. 3 

基発 第 51 号 

昭和 53. 10. 23 

基 発 第 5% 号 

昭和 53. 11. 2 

墓発 第 608 号 

平成 13.  12.  12 

基 発 第 1 附与 

昭和 53.  3  .  30 

基 発 第 1 ㏄ 号 （ 

昭和 56.  2  .  2 

基光第 66 号 

昭和 59.  11.  13 

基 発 第 610 号 

昭和 63.  12.  3 

基登第 735 号 

（ 

平成 5. 10. 28 

基 発 第 616 号 

昭和 57. 2. 18 

""""'" 。 ' 

昭和 63. 2. 1 

基発 第 57 号 

平成 5. 10. 29 

基発 第 619 号 

昭和 59. 2. 14 

事務連絡第 5 号 

  



  

業務上の疾病 

療養 ( 補償 ) 

給付 

標 題 

心理的負荷による 精神障害等に 係る業務上外の 判断 指 
針は ついて 

健康保険法等の 一部を改正する 法律の施行に 伴 う 療養補 

償給付に関する 規定等の整備について 

労災診療費算定基準について 

労災保険におけるリハビリテーション 医療について 

労災医療における 切断手指の機能再建化手術の 取扱い等 
ほ ついて 

労災保険リハビリテーション 医療の算定基準の 改定につ 

いて 

「労災保険におけるリハビリテーション 医療について」 

の 一部改正について 

健康保険診療報酬点数表等の 改正に伴 う 労災診療費の 取 
扱いについて 

労災診療費算定基準の 一部改正について 

業務上災害による 破損眼鏡 スは 義肢の修理、 購入にっ い 

て 

歯科診療における 金の使用の原則について 

フローテーションパッドの 取扱いについて 

通院療養申の 傷病労働者の 皮膚 接 等に係る滅菌ガーゼの 
l 取扱いについて 

・ 労災保険における 看護の給付の 取扱いについて 

1
 

2
 

3
 

0
 

 
 

 
 

 
 

  

6
 

2
 

9
 

6
 

Ⅰ
・
Ⅰ
 

1
 

1
 

Ⅰ
 
l
 
■
 
人
 

1
 

1
 

日
等
 

Ⅱ
 

3
 

2
 

2
 

3
 

1
2
 

 
 

2
 

9
 

8
 

◆
 5
 

.
6
 

第
 

第
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）
 

償
 

補
 

（
 

養
付
 

療
治
 

標 題 

労災保険における 看護神算定基準について 

労災保険における 訪問看護の取扱いについて 

労災保険における 看護神算定基準の 改定について   

死体移送 費は ついて 

移送の取扱いについて 

労災保険における 移送費の取扱いについて 

死後処置料の 支給について 

死体捜査費 は ついて 

死体解剖 費は ついて 

死体解剖費の 取扱いの一部改正について 

医師の同意を 要する施術の 範囲等について 

柔道整復師の 施術に関する 医師の同意書の 取扱い 

柔道整復師の 施術にかかるレントゲン 診断の療養補償 
上の取扱いについて 

労災保険における 柔道整復 師 施術料金の算定基準等の 
改定について 

」
 

・
 
ノ
，
、
 

 
 

サ
 

 
 

マ
 

 
 う

つ
 

ゆ
こ
 
4
 

き
い
 

・
 扱
 

り
取
 

は
の
 

 
 け

科
 

お
術
 

に
施
 

検
る
 

保
係
 

災
に
 

労
術
 

施
 

の 

労災保険における「はり・きゅう 及びて， ソ サージ」の 

施術に係る保険給付の 取扱いについて 

日
等
 

月
号
 

年
番
 

行
達
 

施
通
 
昭和 62. 3, 12 

基 発 第 132 号 

平成 6. 9. 30 

基 発 第 610 号 

平成 6. 12. 
基発 第 732 号 

9
 

昭和 27.  10 ． 28 

基 発 第 747 号 

昭和 37. 9. 18 
基 発 第 951 号 

昭和 53. .7. 
基発 第 3 ㏄ 号 

6
 

昭和 23,  7.  10 

基発 第 97 号 

昭和 25. 8. 31 
基 発 第 793 号 

昭和 51. 6. 17 

基発 第 4 ㏄ 号 

6
 

0
 
号
 

1
6
 1

 
和
 

2
5
.
 

第
 
発
 
9
 

昭
基
 

昭和 31.  11. 

基発 第 7% 号 

6
 

2
 

2
 

㌔
 
揖
 

4
 

◆
 2
 

和
 

4
1
 発
案
 

昭
基
 

昭和 53.  3.  16 

基 発第 1 出号 

昭和 57. 5. 11 

""" 鞘 " 。 ' 

 
 

9
 

甘
 
・
 
l
 

㏄
 碍
 

6
 

和
 

3
7
.
 

発
 
第
 

9
 

昭
基
 

昭和 57. 5. 31 

基 発 第 375 号 
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標 題 
    

労災保険における「はり・きゅう 及びマッサージ」の 

施術に係る保険給付の 取扱いの一部改定について 

労災保険における 柔道整復 師 施術料金算定基準の 改定 

について 

労災保険あ ん 摩 マッサージ指圧 師 、 はり師及びきゅう 

師 施術料金算定基準の 改定について 

労災保険指定薬局の 取扱いについて 

労災保険指定医療機関に 係る事務取扱いについて 

診療費請求内訳書等の 被災労働者等への 開示について 

労災保険法第 12 条第 1 項第 2 号の規定による 休業補償 
費の支給について 

  

障害等級認定基準について 

障害等級認定基準の 一部改正について 

眼の障害認定基準の 一部改正等について 

耳及び ロ の障害に関する 障害等級認定基準の 一部改正 
について 

8
 

0
 

8
 

2
 

2
 

日
等
穏
 

2
 

2
.
 
碍
 

 
 

基
発
第
 

9
 

1
8
 

.
4
 

●
 4
 

-
7
 

平成 7. 7. 25 

基 発 第 476 号 

平成 13.  11.  5 

英発第 96 号 

昭和 40 ． 9. 15 

基 災発 第 14 号 

昭和 50 ． 8;  23 
基 災発 第 502 号 

平成 12.  3  .  4 

基発 第 128 号 

平成 13,  3.  29 
基発 第 195 号 

平成 14.  2.  1 

墓発第 ㏄ 01001 号 

労働者災害補償保険法施行規則第 16 条の 2 第 1 項に い 

う 「労働者の死亡の 当時その収入によって 生計を維持し 
ていた」ものの 取扱いについて 

死亡した被災労働者が 重婚的内縁関係にあ った場合に係 
る 保険給付の取扱いについて 

，
 
-
 
打
 

施
 

の
 

律
 

法
 

る
 

す
 

正
 

改
 

を
 

部
 

 
 

の
 

法
 

険
 

 
 

補
っ
 

七
三
口
 

に
 

勘
 

者
災
 
)
 
次
分
 

労
 
(
 
第
 

2
 

昭和 41. 10 ． 22 

基 発 第 11 ㏄ 号 

平成 10.  10. 30 
基発 第 627 号 

1
 

3
 
口
右
目
 

5
 

9
 

 
 平

基
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標 題   
@ 害 

儲整 

; 者 行為 災 

通勤災害   の 保護制度の創設に ついて 

  単身赴任 

  0 通勤災害の取扱いについて 

」 

労災保険の年金たる 保険給付等と 厚生年金等と 
について 

第三者行為災害事務取扱手引の 改正について 

  
の調 

  

  
 
 

整
 

昭和 48. 11. 
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通達番号等 

平成元． 3, 20 

基発 第 127 号 

平成 3. 10 ． 7 

墓発 第 596 号 

平成 6,  5. 16 

基発 第 291 号 

平成 7, 3. 31 
基光第 1 ㏄ 号 

平成 9. 3. 31 

基発 第 215 号 

平成 9,  8. 26 
基発 第 596 号 

昭和 48.  8.  9 

基発 第 467 号 

昭和 60 ．・ 4  ,  17 

基発 第 222 号 

平成 8. 5. 11 

基発 第 311 号 

平成 5. 3. 22 

英発第 172 号 

昭和 59.  8  .  3 
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平成 8.  1.  25 

墓発 第 35 号 

平成 5. 3. 31 
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平成 8. 3. 29 

基 発第 176 号 
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29  報告例規以外の 定期・随時報告 ( 補償 課 関係 ) 

    

報 告 名 

定期報告 

厚生労働大臣の 指定する単体たる 化学物質 

及び化合物による 疾病並びに「その 他に包 

括される疾病」に 係る統計調査報告 

[ 前年度分を 8 月 15 日まで ] 

適正結 付 管理実施状況報告 

[ 前年度分を 4 月末日まで ] 

労災協力 医 に係る名簿の 本省への送付につ 

いて 

[ 第 2 四半期末時点での 就任状況を報告 ] 

指定訪問看護事業者数 謂 

[ 毎年 12 月 1 日現在の数を 報告 ] 

休業補償特別援護金の 支払状況について 

[ 前年度分を 4 月末日まで ] 

労災はり・きゅう 施術特別援護措置状況 報 

& 口 

[ 前年度分を 4 月末日まで ] 

社会復帰実績・ 計画報告 

[ 各々 4 月末日まで ] 

労災診断サービス 等実施状況報告 

[ 上半期 10 月 25 日まで ] 

n 下半期 4 月 25 日まで ] 

四半期審査請求処理状況等報告 

[ 四半期毎に翌月の 20 日まで ] 

主たる報告事項 

労働大臣の指定する 単体たる化学物質及び 

化合物による 疾病並びに「その 他に包括さ 

れる疾病」に 係る数値 

[554, 7. 3  基 発 第 331 号 ] 

適正給付管理の 実施状況 

[559. 8. 3  基 発 第 391 号 ] 

労災協力医の 履歴等 

[H8. 3. 29 事務連絡 ] 

指定訪問看護事業者指定状況 

LH6. 9. 30 事務連絡 ] 

休業補償特別援護金の 支払状況 

[H2. 4. 23 事務連絡第 11 号 ] 

はり・きゅう 施術を受けた 者の氏名、 格病 

名、 障害等級等 

[557. 6. 14  基 発 第 410 号 ・ ] 

僅病別 症状固定者の 実数と予定数 

LH5. 3. 22  基 発 第 172 号 ] 

労災診断サービス 等の利用状況 

[551. 8. 9  基 発 第 571 号 ] 

当該四半期の 請求件数、 決定件数等 

LHl0 ，・ 6. 2  事務連絡 ] 

 
 

6
 

2
 

1
  

 

  

  

    



  

報 告 名 主たる報告事項 

随時報告 

不法に就労する 外国人に対する 労働者災害 不法就労と思われる 外国人に対する 保険 給 

補償保険法の 適用について 付の支給決定を 行った事案の 件数 

[562. 8, 5  事務連絡 ] 

脳血管疾患及び 虚血性心疾患等の 処理経過 脳 ・心臓疾患に 係る請求事案の 処理経過 

簿の送付について 

業務上疾病の 労災補償状況調査報告 業務上疾病の 労災補償状況 

精神障害等の 処理経過報告の 送付について 精神障害等に 係る請求事案の 処理経過 

協議会等達官状況報告 協議会及び地区協議会の 運営状況 

[ 協議会等開催終了後 30 日以内 ] [H9. 3. 31 事務連絡第 10@ 号 ] 

労災診断サービス 等委託報告 労災診断サービス 実施機関及び 作業環境 測 

走筆実施機関の 委託内容 

[551. 8. 9  基 発 第 571 号 ] 

労災保険指定病院、 診療所、 薬局の指定等 労災保険指定病院、 診療所、 薬局の指定 状 

の 報告 祝箸 

[5  33.  10.  2  基 発 第 619 号 ] 

特別加入に係る 加入時健康診断実施医療機 特別加入健康診断実施医療機関の 名称等 

関 との委託契約等に 関する報告 [562, 4. 14 事務連絡第 12 号 ] 

外科後処置実施医療機関指定報告 指定した医療機関君、 所在地、 診療科目等 

[5  56.  2.  6  基 発 第 69 号 ] 

義肢 採型 指導医委託契約報告 契約した内容 ( 医療機関 名 、 所在地、 担当 

医師各等 ) 

[5  56.  2.  6  基 発 第 69 号 ] 

温泉保養委託報告 契約した内容 ( 施設名、 所在地、 料金等 ) 

内容に変更があ った場合にも 要 報告 

[5  56,  2.  6  基 発 第 69 号 ] 

労災特別援護措置 (E 療 ) 状況報告 特別援護措置を 受けた者の氏名、 疾病名、 

実施医療機関等 

[548. 8. 9  基 発 第 467 号 ] 
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報 告 名 

労災はり・きゅう 施術特別援護措置指定報 

と口 

地方被災労働者社会復帰促進連絡会議運営 

状況報告 

林業振動障害者職業復帰対策協議会連 宮状 

現報告 

林業振動障害者職業復帰対策地区協議会運 

宮 状況報告 

労災特別援護措置実施医療機関委託報告 

主たる報告事項 

指定した施術所の 名称、 所在地、 施術者名 

等 

[557. 6. 14  基 発 第 410 号 ] 

連絡会議の連 営 状況 

[562. 12. 16 事務連絡第 31 号 ] 

協議会の運営状況 

[556. 11. 30 事務連絡第 56 号 ] 

地区協議会の 運営状況 

[557. 6. 21 事務連絡第 41 号 ] 

委託 先 医療機関君、 所在地等 

[548. 8. 9 基登第 467 号 ] 

(
1
 

イ
 
Ⅰ
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30  労災専門用語集 

アフターケア 

業務災害 スは 通勤災害により 被災した労働者には、 症状固定後も 後 
遺症状に動揺を 来したり、 後遺障害に付随する 疾病を発症させるおそ 
れがあ ることから、 必要に応じ予防その 他の保健上の 措置を行 う 労働 
福祉事業の制度 (H 元 ， 3. 20  基登第 127 号参照。 ) 。 

いしょう ( 医証 ) 
医師の作成する 意見書 等 。 業務上付、 障害等級の認定等保険給付す 

る 上での判断材料として 使用する。 

いそう ( 移送 ) 
療養を必要とする 労働者が診療を 受けるために 公共交通機関等を 利 

崩 して医療機関へ 赴くために要した 費用等について、 政府が必要と 認、 
める範囲で「移送 費 」として保険給付する。 一定の要件を 満たせば通 
院 費 もこれに含まれ、 支給される (537. 9. 18 基 発 第 951 号参照。 ) 。 

いちぶふた んきん ( 一部負担金 ) 
通勤災害により 療養給付を受ける 労働者については、 政府により、 

一部負担金を 徴収されることとなっている ( 法 第 31 条第 2 項 ) 。 一部 
負担金の額は、 原則として 200 円であ り、 当該労働者に 支払うべき休 
業給付の額からこれに 該当する額を 控除することによって 徴収される。 
ただし、 第三者行為災害により 療養給付を受ける 者や休業給付を 受け 
ない者等については、 一部負担金は 徴収されない。 

いつだつ ( 逸脱 ) 
通勤災害における「逸脱」とは、 通勤の途中で 就業 スは 通勤とは 関 

係 のない目的で「合理的な 経路」から覚れることをい う (548. 11. 
12 基登第 105 号・「中断」参照。 ) 。 

えんご きん ( 援護 金 : 「振動障害者社会復帰援護 金 」「振動障害者雇用援 
護 金 「長期療養者職業復帰援護 金 」の略 ) 

* 「振動障害者社会復帰援護 金 」   

振動障害 治ゆ 者が社会復帰するには、 振動業務以外の 業務に就く 必 
要 があ ること等困難を 生じる場合があ る 0 これら振動障害 治ゆ 者の社 
会 復帰を促進させるために、 労働福祉事業として 支給する援護 金 (H 
8.  5,  11  基登第 311 号参照。 ) 。 

* 「振動障害者雇用援護 金 」 

振動障害者の 社会復帰を促進させるために、 振動障害者を 雇用する 
事業主に対して、 賃金助成に加え、 訓練、 講習等経費並びに 職業生活 
に関する相談及び 指導に係る費用について 労働福祉事業として 支給す 
る援護 金 (H8. 5. 11 基登第 311 号参照。 ) 。 
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* 「長期療養者職業復帰援護 金 」 

業務災害又は 通勤災害により 頭 頸部外傷症候群等にり 患 、 した者の職 
場復帰には、 段階的就労や 再発防止のために 職種転換を行う 必要があ 
る 。 そうした労働者を 雇用する事業主に 対して労働福祉事業として 支 
給する援護 金 (H8. 5, 11 基 発 第 311 号参照。 ) 。 

えん ごひ ( 援護 費 : 「労災就学等援護 費 」の略 ) 

業務災害 スは 通勤災害により 死亡又は重度障害となった 労働者の子 
弟の中には、 その死亡 や 災害が原因で 就学を断俳する 者がいろ。 そ う 

した者の就学及び 保育を援助するために 労働福祉事業として 支給する 
援護 費 C545. 10. 27  基 発 第 774 号参照。 ) 。 

お んせん ほ よ う ( 温泉保養 ) 
障害 ( 補償 ) 給付を受けた 者又は受けると 見込まれる者に 対して、 

障害等級第 8 級以上の者が 社会復帰のために 無料で温泉保養を 受けら   

れる制度。 労働福祉事業として 行っており、 1 障害につき 1 回限り 6 

泊 7 日の範囲内で 認められる。 障害等級第 3 級以上の者については、 
介護人 (1 人 ) も支給対象となる。 また、 障害等級第 9 級以下の者も 
必要と認められれ ば 支給される (556. 2. 6  基登第 69 号参照。 ) 。 

かろうし ( 過労死 ) 
参考資料 mg 参照。 

ぎし ( 義肢 ) 
業務災害 スは 通勤災害により 四肢を喪失した 場合に 、 元の手足の形 

態 又は機能を復元するために 装着、 使用する人工の 手足。 労働福祉事 
業では、 社会復帰のために 22 種目の義肢等補装具を 支給している (S 
56, 2. 6  基登第 69 号参照 0)0 

  

きゅうふき そ にちが く ( 給付基礎日額 ) 
保険給付の額の 算定の基礎となる 額 。 原則として、 労働基準法第は 

条の平均賃金に 相当する 額 ( 労災保険法第 8 条～第 8 条の 5 参照。 ) 。   
に 基づき事業主の 支配下にあ ることに伴 う 危険性が現実化したものと 
経験則上認められること」を いう 。 

きようなすいこうせい ( 業務遂行性 ) 
業務起因性を 判断する第一次的な 判断基準。 「労働者が労働契約に 

基づき事業主の 支配下にあ ること」をいう。 

きょうりょく い ( 協力 医 : 「労災協力 医 」の略 ) 
医 証の収集を容易にするため、 専門分野ごとに 区分し、 委嘱した 医 

師 (H8, 3. 29  基登第 176 号参照。 ) 。 
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きょ くい ( 居屋 ) 
地方労災医員の 通称。 地方労災医員は 都道府県労働局に 配置され、 

労災保険法の 規定による保険給付及び 労働福祉事業並びに 労働基準法 
の 規定による災害補償に 係る事務に関し、 行政庁及び職員の 求めに応 
じて、 傷病等の業務上界、 保険給付の支給の 要否、 障害の程度等につ 
いて医学的な 意見を述べることとされている (555. 12. 23  労働省 訓第 m7 号「労災医員規程」、 S56, 1. 1  基登第 1 号、 S56. 1. l 

基 登第 721 号参照。 ) 。 

ケアセンター ( 「 ( 財 ) 労災ケ ア センター」の 略 ) 

重度被災労働者の 介護に関する 支援事業を総合的に 行 う ことを目的 
として平成元年 7 月に設立。 事業内容として、 ①労災特別介護施設 
( ケ ア プラザ ) の運営、 ②在宅重度被災労働者に 対する介護サービス 
( 短期滞在介護サービス、 日帰り介護サービス、 家族同伴短期滞在介 
護サービス ) の提供、 ③労災特別介護施設に 係る広報、 ④在宅の重度 
被災労働者に 対して労災ヘルパーを 派遣し、 労災の特性を 踏まえた介 
護サ ーヒ スを提供する「労災ホームヘルプサービス 事業」及び在宅の 
重度被災労働者を 対象として、 家族等の介護負担の 軽減を図るため、 
介護機器のレンタルを 行 う 「介護機器レンタル 事業」を実施している。 

けいかかんさつ ( 経過観察 ) 
治療を止めても 症状が悪化しないと 思われる者について、 療養の要 

否等を判断するため、 一定期間その 症状について 観察を行うものであ 
る。 振動障害者等の 適正給付対策においても 用いられている (H8. 
1. 25  補償課長事務連絡参照。 ) 。 

けいわん ( 頸腕 ) 
頸肩腕症候群の 略。 頸肩腕症候群とは、 上肢に過度に 負担のかかる 

業務に従事したことにより 発生する疾病の 1 っ であ る (H9. 2. 3 

基 登第 65 号参照。 ) 。 

ぽ かごし よ ち ( 外科後処置 ) 
障害 ( 補償 ) 給付を受けた 者を対象として、 醜状を軽減する 手術や 

理学療法などを 実施し、 労働能力を回復させ 社会復帰を促進するため 
の 労働福祉事業の 制度 (556. 2. 6  基登第 69 号参照。 ) 。 

けんこうかん り てちょう ( 健康管理手帳 ) 

アフターケアを 受けるために 対象者へ交付される 手帳 のことであ り、 

対象傷病ごとに 分かれている。 健康管理手帳 は診察を受ける 際に医療 
機関に提示することになっている (H 元 ． 3. 20  基登第 127 号参照 り 。 
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け んしょぶん ( 原 処分 ) 
労働基準監督署長の 処分を「 原 処分」という。 
また、 「 原 処分」を行った 労働基準監督署長を「 原 処分 庁 」という。 

こうかいしん り ( 公開審理 ) 
労災保険給付等の 再審査請求事件について、 労働保険審査会にお い 

て 期日を定めて 公の場で行っている 審理。 

こうぞくせいきゅう ( 後続請求 ) 
労災保険において、 当初の保険給付請求に 後続する請求で、 時効 完 

成 前に請求するよ う 勧奨することとされている (H8. 11.      補償 
課長事務連絡参照。 ) 。 

こう れ んちょうせい ( 享年調整 ) 
年金等を受ける 労働者に同一の 事由により厚生年金等が 支給される 

場合に 、 国からの二重てん 補の不合理を 避けるために 行われる調整。 

さいはっ ( 再発 ) 
いったん 治の した傷病が、 その後の自然的経過のなかで 再び発症す 

ること。 再発が認められるためには、 業務以外の原因によるものでは 
なく、 治の 時の状態より 明らかに症状が 悪化し、 かつ、 療養による 症 
状の改善が見込まれると 医学的に認められることが 必要。 

さんていきじゅん ( 算定基準 : 「労災診療費算定基準」の 略 ) 

労災診療費の 取扱いは、 かって自由診療で 取り扱われていたが、 昭 

和 51 年に全国統一基準であ る「労災診療費算定基準」を 定めた。 労災 
診療費は、 基本的には単価は 12 円 ( 非課税医療機関にあ っては 11 円 50 
銭 ) 、 点数は健康保険診療報酬に 準拠しているが、 労災診察の特殊性 
等を考慮し、 独自に項目を 設けているもの ( 例えば救急医療管理加算 
初診 時 プラッシンバ 料等 ) 及び料金を割増で 設定しているもの ( 例え 
ぱ 初診 料 、 再診 料等 ) があ る (551. 1. 13  基登第 72 号参照。 ) 。 

さんよ ( 参与 : 「労働者災害補償保険審査参与」・「労働保険審査会参与」 
の略 ) 

* 「労働者災害補償保険審査参与」 

労働者災害補償保険審査官の 審査請求の審理に 当たって、 労働保険 
審査官及び労働保険審査会 法 第 5 条に基づき関係労働者及び 関係事業 
主推薦により、 各都道府県労働局に 労使 各 2 名が厚生労働大臣によっ 
て指名されている。 参与は、 審査の慎重・ 的確を期すことを 目的に 、 
労働保険審査官及び 労働保険審査会法 弟 13 条及び同法施行令第 8 条に 
より、 審査請求事件にっき 意見を述べることができることとされてい 
る 。 

なお、 運用上、 労働者災害補償保険審査参与からの 意見聴取には、 
都道府県労働基準局において 参与会を開催している。 
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* 「労働保険審査会参与」 

労働保険審査会における 再審査請求の 審理に当たって、 労働保険 審 
査 官及び労働保険審査会 法 第 36 条に基づき厚生労働大臣の 指名した関 
係労働者及び 関係事業主を 代表する者を 参与といい、 労使 各 6 名が厚 
生労働大臣によって 指名されている。 同参与は、 労働保険審査官及び 
労働保険審査会法施行令第 29 条により審理に 立ち会うこととされ、 労 
働保険審査官及び 労働保険審査会 法 第 45 条の規定により 意見を述べる 
ことができることとされている。 

じさんかい ( 自算会 : 「自動車保険料率算定会」の 略 ) 
公正・妥当な 保険料率を算出することによって、 保険利用者の 利益 

を保護し、 保険事業の健全な 発達を目的として、 「損害保険料率算出 
団体に関する 法律 ( 昭和 23 年 7 月制定 ) 」に基づいて 昭和 39 年 1 月に 
設立された中立的な 保険料算出団体のこと。 自賠責保険及び 任意自動 
車保険の保険料算出及び 自賠責保険の 損害調査等を 行 う 。 

ししょうびょう ( 死傷病 ) 
負傷、 疾病 スは 死亡の総称。 

じっ ちょう ( 実講 : 「実地調査」 ) 

保険給付支給請求書の 審査で疑義が 生じた場合に、 実際に事業場に 
出張して災害発生状況の 調査や関係者からの 事情聴取等を 行 う こと。 

じばいせんこう ( 自賠 先行 ) 
労働者が業務中 スは 通勤途上において 自動車事故により 被災したた 

め、 労災保険とともに 自賠責保険等に 対する請求権 を取得した場合に 
は、 被災者の総受取額は 自賠責保険等を 先に請求した 方が有利な場合 
が 多いこと等から、 一般的には自賠責保険等を 先行させる取扱。 """ 
ており、 このことを「 自賠 先行」というロ 

じゃくねんていし ( 若年停止 ) 
遺族 ( 補償 ) 年金の受給権 者が労働者の 死亡当時、 55 歳以上 60 歳末 

満 の 夫 、 父母、 祖父母及び兄弟姉妹であ るとき、 その者が 60 歳に達す 
るまでの間、 年金の支給を 停止すること・ (540  改正法附則第 43 条 第 
1 項 後段参照。 ) 。 

じ ゆきゅうしかくしや ( 受給資格者 ) 
遺族 ( 補償 ) 年金の支給対象となる 一定の範囲の 遺族 (541. 1. 

31 基登第 73 号参照。 ) 。 

じゅしんめいれい ( 受診命令 ） 

行政庁が、 保険給付に関して 必要があ ると認めるときに、 保険給付 
を 受け、 スは 受けようとする 者 ( 遺族補償年金 スは 遺族年金の額の 算 
定の基礎となる 者を含む。 ) に対し、 その指定する 医師の診断を 受け 

一 133  一 



るべきことを 命ずること ( 法 弟 AU 条の 2 . S45. 5. 27  基登第 414 
号 参照。 ) 。 

じょうししょうがい ( 上肢障害 ) 
上肢等に過度に 負担のかかる 業務によって 後頭部、 頸部、 肩甲 帯 、 

上腕、 ・前腕、 手及び指に発症した 運動器の障害の 総称。 認定基準上の 
表現であ り、 このような疾病が 存在するわけではない (H9. 2. 3 

基 登第 65 号参照。 ) 。 
しょうじょう こてい ( 症状固定 ) 

「 治ゆ 」参照。 

せいけいいじかんけい ( 生計維持関係 ) 
労働者の死亡当時その 収入によって 日常の消費生活の 全部又は一部 

を営んでいること。 遺族 ( 補償 ) 年金の受給資格者となるための 要件 
(5  41.  10.  22  基登第 1108 号・ H  2.  7.  31  墓 登第 486 号参照。 ) 。 

 
 

せきそん ( せき 損 : 「せき 髄 損傷」の略。 一般的には外傷性をさす。 ) 
交通事故、 スポーツ覚傷、 転落などによってせき 椎が急激に強 い 衝 

撃を受けたため、 せき 柱 管内に包蔵 されたせき髄が 損傷を受けた 代乱 
せき 髄 損傷者には、 種々の疾病が 併発することが 少なくなく、 当該 

疾病の認定については、 原 疾患であ るせき 髄 損傷との因果関係があ る 

か否かにより 判断する (H5. 10. 21 基登第 616 号参照。 ) 。 
せき髄を損傷した 者は治 の 後も尿路障害、 褥瘡等の予防を 必要とす 

る場合があ り、 アフターケアの 対象傷病となっている (H 元 ・ 3. 20 

基 登第 127 号参照。 ) 。 

  
  

そうとういんがかんけい ( 相当因果関係 ) 
業務起因性を 判断する際の 考え方であ って、 業務と災害とが 経験 法 

則 上相当な関係にあ ること。 

たいききかん ( 時期期間 ) 
業務上 スは 通勤による傷病により 休業した初日から 3 日までの 期晴養 

特用期間中は、 休業 ( 補償 ) 給付は行われない。 ただし、 事業主に ょ 

る 労働基準法第 76 条に基づく補償責任があ る。 

ちゅう たん ( 中断 ) 
通勤災害における「中断」とは、 住居と就業の 場所との間の 合理的 

な経路上において 通勤とは関係のな い 行為を行 う ことを いう (548. 
11.  22  発 基 第 105 号・「逸脱」参照。 ) 。 

ちゆ ( 治 め ) 

傷病に対する 医学上一般に 認められた医療 ( 療養 ) を行っても、 そ 

の医療効果が 期待できなくなった 状態で、 かつ、 残存する症状が 自然 
内経過によって 到達すると認められる 最終の状態に 達したとき 0 症状 
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固定。 

つ うさい ( 通災 : 「通勤災害」の 略 ) 

労働者が通勤途上において 負傷、 疾病又は死亡した 災害。 この場合、 
労災保険を受けられ、 保険給付の内容は 業務災害と同じであ る。 ただ 
し 、 一部負担金として 200 円 ( 日雇特例被保険者については 100 円 ) が 
控除される ( 法 第 7 条第 1 項第 2 号参照。 ) 。 

てきようじきよう ( 適用事業 ) 
非適用事業であ る国の直宮事業、 非現業の官公署、 船員法の適用を 

受ける船員を 除いて、 一人でも労働者を 使用する事業のすべてが 労災 
保険の適用の 対象となる。 

てっ かん ( 道 管 : 「適正給付管理対策」の 略 ) 
労災保険により 療養を受けている 者の中には、 必要以上に長期療養 

を 継続するといった 公正を欠く状態がみられる。 そうした現状を 正し、 
より適正な給付が 行われるための 管理方法等をい う 。 

てん ぃ ( 転 匿 ) 
療養中の者が、 医療機関を変更すること。 

てん き ( 転帰 ) 
患者の状態の 経過。 治 め ・継続・転 匿 ・中止・死亡で 分類される。 

てんきゅう ( 転結 ) 
遺族 ( 補償 ) 年金の受給権 者が失権 した場合で、 次 順位者が新たに 

受給権 者となり、 遺族 ( 補償 ) 年金を受給すること。 

と くしきん ( 特立金 : 「特別支給金」の 略 ) 
労働福祉事業として、 保険給付の受給権 者に対しその 者が受ける保 

険給付に付加して 支給するもの。 特別支給金には、 次の種類があ る。 
①休業特別支給金、 ②障害特別支給金、 ③遺族特別支給金、 ④傷病特 
別支給金、 ⑤障害特別年金、 ⑥障害特別一時金、 ⑦遺族特別年金、 ⑧ 
遺族特別一時金、 ⑨傷病特別年金。 これらのうち、 ⑤から⑨までが ボ一 

ナス等の特別給与を 算定の基礎とする いわ める「ボーナス 特別支給金」 

であ る。 

ね んきんきょうかい ( 年金協会 : 「 ( 財 ) 労災年金福祉協会」の 略 ) 

労災年金受給者等の 福祉の増進を 図ることを目的として 昭和 50 年に 
設立。 事業内容として、 ①労災年金受給者等からの 生活の向上、 法 徹 
介護、 その他諸問題についての 相談等に対する 助言・指導、 ②介助者 
講習会及び義肢等補装具講習会の 開催、 ③労災年金制度等に 関する 広 

報 活動、 ④労災年金受給者等の 福祉の増進に 関する調査研究、 ⑤「過 
労死」に関する 相談 ( フリーダイヤルを 設置し、 毎月第 2 月曜日は 
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「仕事と健康を 考える 日 」として相談を 受けている ) を行っている。 

  

  

ね んこう ( 年更 : 「年度更新」の 略 ) 

前年度又はそれ 以前から既に 労働保険に加入している 一般の継続事 
業や一括有期事業の 事業主が、 新年度の概算保険料を 納付するための 
申告・納付とともに、 前年度の保険料を 精算するために 確定保険料の 
申告納付の手続きをすること。 

のう・しん ( 脳 ・ 心 : 「脳血管疾患及 び 虚血性心疾患等」の 略 ) 

脳内出血などの 脳血管疾患及び 心筋梗塞などの 虚血性心疾患等のこ 
と 。 業務上の負傷に 起因して発症するものと 業務による明らかな 過重 
負荷を受けたことにより 発症するものがあ る (562. 10. 26  基登第 
620 号・ H  13.  12.  12  基登第 1063 号参照 ) 

はり・きゅう 
* 「はり・きゆう」 

寒痛 、 シビレ等の後遺症状及び 寒痛 、 シビレ等による 運動制限を伴 
う 者に対して、 はり・きゅうの 施術を単独 スは 一般医療と併せて 行 う 

ことにより後遺症状及び 運動制限の改善を 図るもの。 労災保険におい 
ては、 労災医療の特殊性を 考慮し、 一般医療との 併 施への支給対象の 
拡大等が図られている (557.  5.  31  基登第 375 号参照 ( 一部改正 
H  8.  2.  23  基登第 79 号 ) 。 ) 。 

* 「はり・きゅう ( ほり・きゅう 施術特別援護措置 ) 」 

業務災害 スは 通勤災害により 頭 頸部外傷症候群等にり 患 した者には、 
治 め 後も寒 痛 シビレ等を残す 場合があ る。 そのため、 これらの症状に 
対し、 はり・きゅうの 施術を行う労働福祉事業の 制度 (557. 6. 14 
墓 登第 410 号参照。 ) 。 

めりっとせい ( メリット制 ) 

中規模以上の 事業につき、 個々の事業場ごとに 収支率に応じて、 一 
定の範囲内で 労災保険率又は 保険料額を上げたり 下げたりして、 労働 
災害の防止の 努力を促進しょうとする 制度 ( 継続、 有期、 特例があ る ) 。 

ゆうきじきよう ( 有期事業 ) 
事業期間が予定されている 事業、 すな ね ち、 事業の性質上一定の 予 

定期間に所定の 事業目的を達成して 終了する事業をい う 。 例えば、 建 
築工事、 ダム工事、 道路工事などの 土木建築工事、 立木の伐採などの 
林業がこれに 該当する。 

りづ く L R l C : 「 ( 財 ) 労災保険情報センター」の 略 ) 

労働者の福祉の 増進に寄与することを 目的として昭和 63 年に設立さ 
れた公益法人で、 診療費レセプト 審査のための 事前点検、 診療費 デ一 

タ 0 集積管理、 情報提供等の 事業及び労災指定医療機関に 対して支給 
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決定が行われるまでの 間支払保留となっている 労災診療費債権 相当額 
を無利子で貸し 付ける事業を 行 う 財団法人。 

りはいりよう モリハ 医療 : 「 リ / Ⅹビリテーション 医療」 コ 

職場復帰を目標として 本来の治療に 加え理学療法、 作業療法等を 個々 

の 症例に応じて 総合的に実施し、 労働能力の身体的、 精神的回復を 図 

る一連の行為をいい、 療養 ( 補償 ) 給付の一環として 行 う もの。 厚生 
労働省労働基準局長が 指定した医療機関において 実施している (551. 
2. 12 基 登 第 171 号参照。 ) 。 

りはさきようしょ ( リハ 作業所 : 「労災リハビリテーション 作業所」の 
略 ) 

被災労働者で 重度せき 髄 損傷者及び両下肢に 重度の障害を 受けた方々 

0 社会復帰のために 設置された施設。 重度せき 髄 損傷者等を含めた 被 
災労働者の障害や 後遺症をできるだけ 軽くするために、 理学療法や作 
業 療法などの医学的リハビリテーションを 行っている。 
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ろうどうふくし じ きようなん ( 労働福祉事業団 ) 

労働者災害補償保険の 労働福祉事業を 適切かっ能率的に 行 う ととも 
に、 労働災害の防止に 資するため必要な 貸金の融通を 行 う ことにより、 
労働者の福祉の 増進に寄与するために、 労働福祉事業団法 ( 昭和 32 年 
法律 126 号 ) により設立された 特殊法人。 労働者災害補償保険法の 労 
働福祉事業として、 労災病院、 産業保健推進センタ 一等の設置運営、 
療養費等援護金の 支給、 在宅介護住宅資金、 未払賃金に係る 債務の弁 
済 等の業務を行 う 。 

ろうふく ( 労福 : 「労働福祉事業」の 略 ) 
，労働者及び 遺族の福祉の 増進を図ることを 目的として行 う 、 被災労 
働者の社会復帰の 促進、 遺族の援護、 適正な労働条件の 確保等の事業 
( 注 29 条参照。 ) 。 
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31 各種研修等記録 表 
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